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平成２９年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２９年９月８日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 小 野 周 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   下  山  准  一  議員     ６番   小  野  周  一  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  議員    １２番   佐  藤  卓  也  議員 

 １３番   山  科  正  仁  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 齋 藤 彰 淑  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 松 坂 聡 士  市 民 課 長 髙 山   学 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 加 藤 美喜子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 長 小 松   孝  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 荒 澤 精 也  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員          
事 務 局 長 平 向 真 也  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２９年９月８日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第８号一般財団法人新庄市体育協会の経営状況の報告について 

日程第 ５ 報告第９号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ６ 報告第１０号平成２８年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ７ 諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ８ 議案第６０号財産の処分について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ９ 議案第６１号新庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第６２号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第６３号市道路線の認定及び廃止について 

日程第１２ 議案第６４号平成２８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第６５号平成２８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１４ 議案第６６号平成２８年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 議案第６７号平成２８年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 議案第６８号平成２８年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第６９号平成２８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第７０号平成２８年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１９ 議案第７１号平成２８年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２０ 議案第７２号平成２８年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

日程第２１ 決算特別委員会の設置 

日程第２２ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 
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   （一括上程、提案説明） 

日程第２３ 議案第７３号平成２９年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第７４号平成２９年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２５ 議案第７５号平成２９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第７６号平成２９年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２７ 議案第７７号平成２９年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２８ 議案第７８号平成２９年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

日程第２９ 議員派遣について 

 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

小野周一議長 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  それでは、これより平成29年９月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

小野周一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において今田浩徳君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

小野周一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長佐藤義一君。 

   （佐藤義一議会運営委員長登壇） 

佐藤義一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る９月１日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

らは副市長、関係課長並びに議会事務局職員の

出席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集

されました平成29年９月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付しております

平成29年９月定例会日程表のとおり、本日から

９月22日までの15日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告３

件、諮問１件、議案４件、平成28年度決算の認

定等９件、補正予算６件の計23件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告３

件の後、諮問１件及び議案第60号につきまして

は、提案説明をいただき、委員会への付託を省

略して、本日の本会議において審議をお願いい

たします。 

  議案第61号から議案第72号の議案12件につき

ましては、本日、本会議に上程し、提案説明の

後、平成28年度決算の認定等９件を除いた議案

３件につきましては、総括質疑を受け、所管の

常任委員会に付託し、審議をしていただきます。

平成28年度決算の認定等９件につきましては、

本日、全議員で構成する決算特別委員会を設置

していただき、同委員会に付託して審査をして

いただきます。 

  議案第73号から議案第78号までの補正予算６

件につきましては、本日は提案説明のみにとど

め、委員会への付託を省略して、９月22日、最

終日の本会議において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は９名であります。よ

って、１日目５名、２日目４名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特段にお願いいたします。 
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  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果について報告いたします。よろしくお願い

します。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

22日までの15日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月８日から９月22日までの15日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第１日 ９月８日 金 

 

 

本 会 議 

 

 

 

議 場 

 

 

 

午前1 0時 

開会。行政報告。報告（３件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。議案（１件）の上程、提

案説明、質疑、討論、採決。議案

（３件）及び決算（９件）の一括上

程、提案説明、総括質疑。決算特別

委員会の設置。議案及び請願の決算

特別委員会、各常任委員会付託。補

正予算（６件）の一括上程、提案説

明。 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月９日 土 
休      会 

 

第３日 ９月10日 日 

第４日 ９月11日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 髙橋富美子、佐藤悦子、 

  小嶋冨弥、小関淳、石川正志 

  の各議員 

第５日 ９月12日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 今田浩徳、佐藤卓也、 

  清水清秋、星川豊の各議員 

第６日 ９月13日 水 常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第７日 ９月14日 木 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時刻 摘      要 

第８日 ９月15日 金 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成28年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査 

第９日 ９月16日 土 

休      会  第10日 ９月17日 日 

第11日 ９月18日 月 

第12日 ９月19日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成28年度一般会計及び特別会計決

算の審査、水道事業会計利益の処分

及び決算の審査 

第13日 ９月20日 水 休      会 （本会議準備のため） 

第14日 ９月21日 木 休      会 （本会議準備のため） 

第15日 ９月22日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。補

正予算（６件）の質疑、討論、採

決。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

小野周一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、新庄まつりについて行政報告をさ

せていただきます。 

  ユネスコ登録後、初めての開催となりました

新庄まつりでありますが、奇跡的な、神がかり

的な天候回復で、無事運行できたこと、心から

感謝申し上げたいと思います。 

  本年は、ユネスコ無形文化遺産登録というこ

とで、県内のマスコミ掲載や、あるいはテレビ

でのＰＲ、首都圏や県内外でのＰＲキャンペー

ン、さらにはユネスコ登録記念事業の実施など

により、多くの人出がございまして、過去最高

の55万人の人出となったところでございます。 

  初日の８月24日は、初めてとなる飾り山車の

実施や、駅前ロータリー付近を新たな観覧所と

して確保し、観客の受け入れ体制の充実を図っ

たところであります。 

  日中の激しい雨の影響により、昨年より１万

人減の20万人の人出となりましたが、宵まつり

は吉村知事もごらんいただき、花を添えていた

だき、アビエス有料観覧席は例年同様完売し、

山車が入場するたびに大きな拍手が湧き起こっ

たところであります。 

  25日の本まつりは、ユネスコ登録記念事業と

してアビエススタンド観覧席を無料とした結果、

スタンド観覧席は満席となりました。さらに、

午後からの人出も多く、昨年より２万人増の20

万人となりました。 

  26日の後まつりは、安定した天候に、土曜日

と重なったことで、街中鹿子踊や飾り山車には



- 7 - 

幾重もの人垣ができるなど、昨年より３万人増

の15万人の人出となりました。 

  今後も世界に誇れる祭りとして、新庄まつり

実行委員会への支援を通じ取り組んでまいりま

すので、今後のさらなる御理解と御協力をお願

いし、本年の新庄まつりの報告とさせていただ

きます。御協力まことにありがとうございまし

た。 

 

 

日程第４報告第８号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告

について 

 

 

小野周一議長 日程第４報告第８号一般財団法人

新庄市体育協会の経営状況の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第８号一般財団法

人新庄市体育協会の経営状況の報告について御

説明申し上げます。 

  この報告は、地方自治法第243条の３第２項

の規定により、市体育協会の経営状況を報告す

る書類として、平成28年度事業決算報告書を議

会に提出するものでございます。 

  市体育協会の報告書２ページに記載しており

ますが、平成26年度に新庄市施設振興公社と統

合したことに伴い、市の体育施設を指定管理者

として管理運営するとともに、市の都市公園や

公有財産の管理業務を受託しております。 

  また、平成27年度からは県の最上中央公園も

指定管理者として管理運営し、昨年度は県の補

助事業も実施したことから、経常収益が１億

6,553万6,776円、経常費用が１億6,175万7,886

円となっております。 

  なお、市体育協会の平成28年度事業及び決算

については、本年６月21日に開催されました同

協会の定時評議員会において承認されたもので

あり、詳細につきましては後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

  以上、一般財団法人新庄市体育協会の経営状

況の報告といたします。 

小野周一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第５報告第９号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

小野周一議長 日程第５報告第９号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第９号新庄市土地

開発公社の経営状況について御説明申し上げま

す。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして議会に報告する

ことになっております。 

  平成28年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。 

  なお、この決算につきましては、去る５月17

日に公社監事による監査を行い、５月26日の理

事会におきまして御承認をいただいております。 

  平成28年度の事業につきましては、小桧室２

期地区における５区画の宅地分譲のうち、残り

１区画につきまして新聞折り込みや広告看板の

設置などにより販売促進に努め、問い合わせや

申し込みもありましたが、売却までには至りま
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せんでした。 

  平成28年度の損益につきましては75万2,658

円の当期純損失となっております。 

  なお、お手元の決算書の１ページから９ペー

ジまでが事業報告及び決算の内容であり、10ペ

ージ以降につきましては決算附属明細表を記載

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と存じます。 

  以上で平成28年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

小野周一議長 本件につきましても、地方自治法

第243条の３第２項の規定による報告でありま

すので、御了承をお願いします。 

 

 

日程第６報告第１０号平成２８年

度新庄市健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

 

 

小野周一議長 日程第６報告第10号平成28年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第10号平成28年度

新庄市健全化判断比率及び資金不足比率につい

て御報告申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、全ての会計が黒字決算でありましたの

で、数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては、前年度の

9.7％より0.6ポイント改善の9.1％でございま

した。前年度は県内13市の中で４位の比率とな

っておりましたので、今年度も同程度の順位に

なるものと思われます。 

  将来負担比率につきましては38.4％となり、

前年度の57.9％より19.5ポイント改善しており

ます。こちらの数値については、前年度は県内

13市の中では５位の比率となっておりましたが、

今年度についてはより上位の順位になるものと

思われます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、全ての特別会計で

不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、健全な財政

運営により順調に改善しております。 

  以上で、健全化判断比率及び資金不足比率の

報告とさせていただきます。よろしくお願い申

し上げます。 

小野周一議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承をお

願いいたします。 

 

 

日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

小野周一議長 日程第７諮問第３号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第３号人権擁護委員の推薦に
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つき意見を求めることについて御説明申し上げ

ます。 

  御提案申し上げますのは、平成29年12月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員１名につきまして、山形地方法務局長より候

補者の推薦依頼がありましたので、その推薦に

当たり人権擁護委員法第６条第３項の規定によ

り議会の意見を求めるものであります。 

  今回新たに推薦する方として、加藤岩雄さん

であります。参考といたしまして経歴を添付し

ておりますが、人権擁護委員として人格、識見

から適任の方であると存じますので、御審議い

ただき、御意見を賜りますよう、お願い申し上

げます。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第３号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第３号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第８議案第６０号財産の処分

について 

 

 

小野周一議長 日程第８議案第60号財産の処分に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第60号財産の処分

について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄中核工業団地の土地を売却する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議決を求めるものであります。 

  新庄中核工業団地で操業しております協和木

材株式会社より、このたび同団地で貯木場とし

て活用しております用地に隣接する土地の譲り

受け申し込みがございました。同社は現在集成

材工場を操業しておりますが、今後事業を拡大

し、燃料チップ製造工場を行うこととしたもの

であります。 

  売却する土地は、新庄中核工業団地Ｊ－２－

15区画の１万8,224.77平方メートル、売却価格

は9,000万円でございます。 

  売却の相手先は、協和木材株式会社、代表取

締役、佐川広興氏であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第60号は会議

規則第37条第３項の規定により委員会への付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま
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した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小野周一議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） この財産処分そのもの

に対して異議を申し上げるつもりはありません

が、この売却に至る流れ、新庄市としての対応

が、団地の関係、これがどうも私には理解でき

ない部分があると思いますので、質問をいたし

たいと思います。 

  前々から団地分譲に関してはいろんなお話が

工業団地のほうから耳に入ってきましたが、今

回がいいチャンスというふうなことで、先般、

現地の立地企業のほうに私が出向いて、いろい

ろ問題点があるかないか、聞いてまいりました。

それで出てきたのが、その経緯ですね。今張り

ついている企業のほうに説明が不十分であると

いうふうな各社の話が出てまいりました。今回

訪問させていただいたのは団地内の３社であり

ます。なぜ市役所ではきちんとした説明ができ

ないのかというふうなことを言われました。そ

の話は前から聞いていたんですが、もう少し丁

寧に、従来から進出している既設の会社を不安

に陥れるようなことがないように、しっかりと

した説明をなすべきだというふうに私は思って

まいりました。 

  それで、今回の売買契約、私ども議会に提示

されたのは全員協議会、８月７日が初めてです

ね。ここで売買の申し入れがあったということ

がわかったんですが、この話は相当前から進ん

でいるものというふうに推測いたしました。 

  １つ目の質問は、いつごろから協和木材との

話し合いがなされたか。そして、大体どの時点

でこれが合意がされて、売却よしとなったか、

その辺を１点お伺いしたいと思います。 

  それから、全体的に見ますと、団地内に木材

産業に携わる会社がこれを入れると３社となる

わけですね。マルカ林業、協和木材と、それか

らチップ工場と。団地の中の相当な面積を占め

るし、一番問題は私も以前から申し上げました

とおり作業所から出る粉じん、あとばい煙、騒

音、私は素人ですけれども、考えることができ

るわけですね。その対応をどうやっているかと

いうことは非常に心配だということから、今回

の企業の訪問に至ったわけでございますので、

歩いて聞いてみますと、その辺のちゃんとした

説明は一切ないというふうな答えが返ってきて

います。 

  それから、その会社が言うように、事態が起

きると一大事だと思ったのは、マルカ林業がこ

れからやろうとするバイオマス発電による送電

線から出る電磁波、これが今使っている機械に

影響を及ぼすか及ぼさないかというようなとこ

ろが非常に不明な点がある。事業者に聞いても、

やってみないとわからないというような回答が

来たということで、非常に心配をしておりまし

た。 

  それから、あそこの現在を見ても、木材が山

のように積まれています。原木丸太。あんなこ

とになろうとは思っていなかったというふうな

話もありました。景観もそうですけれども、あ

そこから虫が発生しないかどうかと、その辺が

非常に心配だと。もちろん排出される粉じん、

それから30メートルとかの煙突を設備するとい

うことですが、そこから出るばい煙の影響はな

いだろうか、あるだろうかというふうな不安を

持っていました。そんなことで、それに対する

市からの説明が一切ないというふうな、非常に

今不安を持っているようでございます。事実聞

いてまいりましたので。 

  そんなことで、その辺をどうやってこれから

現地の企業に説明をして、説得して、もし仮に

そういうふうなことが起きたときの対応策を考

えていると思うんですが、その辺をお聞かせい

ただきたいと思います。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 
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小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 ただいまの御質問の中で、

協和木材のほうからの説明が不十分ではないか

ということでありましたけれども、我々としま

してもまず立地企業の会長初め役員会、また企

業で周辺のほうには御説明に行っていただくと

いうことでお願いしておりまして、役員会等に

おいては十分企業から説明があったのかなと思

っていたところでございますけれども、そうい

う部分が不十分であったとすれば、企業のほう

には今後何度か説明する場を役員会等で設けて

いただければなと思っております。特に今回の

企業におきましては、中核工業団地の立地企業

協議会の会員でございますので、その辺、会長、

役員としっかり連携をとっていただくように

我々のほうではさらに指導したいと思います。 

  また、今回の土地の売却に関する申し出につ

きましては、５月ごろに御相談がありまして、

それから何度かやりとりがあったという経過が

あります。詳細については省かせていただきま

すけれども、そのあたりから新たな事業展開を

考えていたのではないかなと思っています。 

  あと、今後マルカ林業のバイオマス発電につ

きましても、さまざまな御心配事を新田議員の

ほうで聞き取りなされていることを今知りまし

たので、そこにつきましてもマルカ林業のほう

にお伝えして、立地協議会の会長ともお話をし

ていきたいなと今改めて思っている次第でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小野周一議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 私が質問したことに回

答が１つ抜けていた、いつから話があったかと

いうことを聞きたかったんですよ。私たちには

８月に報告があったわけですが、その前から

延々と私は続いているというような想定をして

いるので、大体でいいですから、いつごろから

話し合いがあったかと。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 先ほどちょっと説明が不

足したかなと思いますけれども、御相談があっ

たのは５月ごろからであります。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

小野周一議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） ５月で、決定したのは

いつかちょっとわからないんですが、私どもに

は８月だから６月ごろかなというふうな感じは

するんですが、これは県からの補助金も出るわ

けですね。県に聞いてみたところ、６月29日に

交付決定をしているということでした。そうだ

とすれば、もう少し早く現地のほうにも対応で

きるし、我々のほうにもできたんじゃないかな

というふうな気がするんです。今回のみならず、

前々から対応が非常に遅いというふうに私は印

象を持っています。もう少し早くできないかな

と。これは団地の皆さんも言っていました。契

約が終わって、スタートする時点で説明が今ま

ではなされてきたと。非常に憤慨していました。

もう少し丁寧なやり方ができないかと。市でい

いというものを我々が拒否するわけにはいかな

いんだと、何も権限を持っていないしというこ

とで、それでも状況というのはやっぱりきちん

と把握したいというふうなことを言っていまし

た。 

  今回、チップ工場に隣接する会社に行きまし

たところ、そんな話は初めて聞いたと。会社の

人間が２人、私と接しまして、話をしたんです

が、初めて聞いたと言っているんですよ。知ら

ないんです。今課長が役員会で報告したという

ようなことを言いましたが、そこから広がらな

いんですよね。役員会のみならず、私はもう少

し丁寧に周辺の企業にもやっぱり知らしめるべ

きじゃないかなというふうに思っています。 

  それから、マルカの件は、マルカから聞いた

んですね、いろんなことを。隣の会社が質問し
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て、情報を得たけれども、返答することができ

ない部分があったということで、非常に今心配

事が多いんですね。そんなことがあるので、や

はりこの辺は行政側が承諾して売却しているわ

けですから、行政側がもう少し足を運んで調査

をして、相手方に報告すべきじゃないかなと、

不安を解消する報告をすべきだと私は思うんで

すが、その辺どう考えているか。 

  それから、全体的に団地がもうちょっとで完

売になりますね。あと二、三カ所あるわけです

が、空き地がなくなればいいという問題じゃな

いのではないかというふうに思います。ある程

度業者を選定して、やはり新庄市にふさわしい

企業を誘致するというのが一番ベターじゃない

かというふうに思います。この間配付されまし

たアンケート、これを見ましたところ、市民が

要望しているのは、ニーズ度が一番高いのが

「魅力ある雇用の場が確保されていること」と。

各年代層においてこういうふうに言っているわ

けですね。ニーズ、要望です。それから、その

会社の内容。その次に行きますと収入の面が載

っていますね。49ページ。これで今の収入に満

足していないというふうなデータがアンケート

の中から出てきていますね。見ていると思うん

ですが、そうしますとそれに整合するかどうか

ということも、市民側から見れば検討する必要

があると。今あいている団地の土地を、どんど

んどんどん売却してゼロにするのは政策上はい

いとは思うんですが、中身の問題もやっぱり十

分検討する必要があるんじゃないかと。こうい

うふうに市民がアンケートの中で言っているん

だから。そこら辺を考慮してくれないと、何の

ための作業だったかわからなくなるんじゃない

ですか。今現実としてことしのアンケートでこ

う言っているんですよ。もう少し何とかしても

らいたい。雇用の場の確保をきちんとしたもの

にしてもらいたいと言っているんですよ。片っ

端から埋めていくのはいいですけれども、なく

なったとき、後で例えば別の企業が来て、進出

したいんだというときに、どう対応するんです

か。残る土地は余りないんですよ。大変私はこ

れはもったいない契約になるんじゃないかなと

いうような気がする。もう少し神経を使って、

市民側に立って判断するべきじゃないかという

ふうに思うんですが、その辺どうですか。まだ

完売したわけじゃないですから、まだあります

が、次のステップを踏むときにどう考えますか。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 まず初めに、説明の部分

で、立地企業等の役員会やそういう部分で説明

して広がらなかったという部分で、この辺は今

後誘致する上で反省材料とさせていただきまし

て、相談に来た企業につきましては、そのよう

な部分を十分指摘して、指導したいと思います。 

  また、マルカの話が出ていますけれども、行

政のほうで聞き取りをして、指導というお話も

いただきました。その辺、聞き取り等我々が不

足していた部分があるのかなと思いますけれど

も、ただいまいただいたような部分を聞き取り

しながら、そういった心配があるんだというこ

とを伝えて、事業をする企業のほうからそうい

った部分を説明していただこうかなと、本当に

今感じているところでございます。ありがとう

ございます。 

  最後に、企業の選択ということにつきまして

は、我々も雇用の場をつくりたいという思いで

企業を誘致しておりますので、今後もその方針

というか、その気持ちは変わっておりません。

残り少ないですけれども、この用地の中を有効

に活用して、魅力ある企業が新庄に来ていただ

ければいいなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ
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て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号財産の処分については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案１２件一括上程 

 

 

小野周一議長 日程第９議案第61号新庄市職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてから日程第20議案第72号平成28

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定についてまでの12件を、会議規則第35条の

規定により一括議題にしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号新庄市職員の育児休業等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから議

案第72号平成28年度新庄市水道事業会計利益の

処分及び決算の認定についてまでの12件を一括

議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第61号新庄市職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 

  本案は、本市職員の育児支援に係る環境整備

をさらに進めるため、必要な改正を行うもので

す。 

  内容といたしましては、育児休業を再度取得

する場合、育児休業の期間を再延長する場合、

育児短時間勤務を再度取得する場合における特

別の事情として、保育所等に入所を希望してい

るが入所できない間も育児休業等を取得できる

規定を加えるものであります。 

  次に、議案第62号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  「地域包括ケアシステムの強化のための介護

保険法等の一部を改正する法律」の施行により、

介護保険法が一部改正されたことに伴い、過料

に関する規定を整備するものです。 

  改正の内容といたしましては、介護保険法第

202条第１項に定める調査において、過料を科

す場合、第２号被保険者の配偶者や世帯員もそ

の対象とするものであります。 

  施行日につきましては、公布の日であります。 

  次に、議案第63号市道路線の認定及び廃止に

ついてご説明申し上げます。 

  本案は、道路網の整備を図り、市民福祉の増

進に資するため、市道として認定及び廃止する

必要が生じたことから、５路線の認定及び６路

線の廃止をするものであります。 

  初めに、トウメキ５号線につきましては、民

間の宅地開発により、新たに道路として追加整

備された箇所があり、終点部の変更となること

から、旧路線を廃止した上で、新規に認定する

ものであります。 

  梨ノ木線につきましては、市道起点部が県道

瀬見新庄線の歩道整備により県道区域となり、

起点変更が伴うことから、旧路線を廃止し、新

規に認定するものであります。 
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  角沢松本線につきましては、道路改良整備の

進捗に合わせ、終点部が神室産業高校前の中島

緑町線へと接続する路線に変更されることから、

旧路線を廃止し、新規に認定するものでありま

す。 

  本宮後中島線につきましては、先ほどの角沢

松本線の廃止に伴い、分割された路線と終点に

接続する中島３号線を整理統合することにより、

旧２路線を廃止、新規に認定するものでありま

す。 

  最後に、磯ノ沢向野線につきましては、主要

地方道新庄次年子村山線との交差部において、

管理区域の変更が発生したことから、当路線の

延長線上にある向野５号線を整理統合し、新規

に認定するものであります。 

  次に、議案第64号平成28年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第71号平

成28年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの８議案につき

ましては会計課長より、議案第72号平成28年度

新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

については上下水道課長よりそれぞれ御説明申

し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より決算審査意見書の提出を受けておりますが、

監査委員から賜りました意見については今後十

分に留意いたしまして、効率的な行政運営にな

お一層努力してまいる所存であります。 

  私からの説明は終わりますが、御審議をいた

だきまして、御決定賜りますようお願い申し上

げます。 

小野周一議長 それでは、続いて議案第64号平成

28年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてから議案第71号平成28年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てまでの８件を会計管理者兼会計課長伊藤洋一

君より説明をお願いします。 

  会計管理者兼会計課長伊藤洋一君。 

   （伊藤洋一会計管理者兼会計課長登壇） 

伊藤洋一会計管理者兼会計課長 議案第64号平成

28年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてから議案第71号平成28年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てまでの８議案につきまして、お配りしており

ます平成28年度歳入歳出決算書をもとに御説明

申し上げます。 

  初めに、５ページの会計別歳入歳出決算総覧

をお開きください。 

  全会計の状況は、一番下の合計欄に記載して

おりますが、予算現額が287億448万6,000円、

収入済み額が279億9,285万9,969円、支出済み

額が269億1,861万782円。予算現額に対し、収

入率は97.52％、執行率は93.78％であります。

差し引き残額は10億7,424万9,187円となってお

りますが、一般会計で翌年度繰り越しが生じて

おりますので、後ほど御説明を申し上げます。 

  続きまして、会計ごとの歳入歳出決算書を御

説明申し上げます。 

  ８ページをお開きください。 

  初めに、一般会計について御説明申し上げま

す。 

  歳入につきまして、１款市税から10ページの

21款市債まで、予算現額が183億2,958万2,000

円、調定額が181億2,034万4,921円、収入済み

額が176億257万137円、不納欠損額が3,908万

2,721円、収入未済額が４億7,869万2,063円で

あります。 

  不納欠損額の内訳としましては、９ページ、

１款市税が3,653万5,851円、12款分担金及び負

担金が249万3,170円。11ページの13款使用料及

び手数料が１万2,700円、20款諸収入が４万

1,000円となっております。 

  収入未済額の内訳は、９ページ、１款市税が

１億9,716万7,607円、12款分担金及び負担金が

1,073万7,816円。11ページの13款使用料及び手

数料が502万6,298円、14款国庫支出金が２億
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5,599万4,000円、20款諸収入が976万6,342円と

なっております。 

  なお、９ページ、１款市税の収入済み額は45

億2,106万4,972円であり、調定額47億5,476万

8,430円に対する収納率は95.08％であります。 

  歳出は12ページからになります。 

  １款議会費から14ページの14款予備費まで、

支出済み額が171億3,664万4,667円であります。

翌年度繰り越しが生じており、13ページ、２款

総務費、３款民生費、８款土木費及び15ページ

の10款教育費の合計額は７億6,850万2,040円で

あります。不用額は４億2,443万5,293円、歳入

歳出差し引き残額は４億6,592万5,470円となっ

ております。 

  16ページから国民健康保険事業特別会計であ

ります。 

  歳入１款国民健康保険税から11款諸収入まで

の合計は、予算現額が47億5,021万9,000円、調

定額が51億9,496万3,872円、収入済み額が49億

432万8,417円、不納欠損額は１款の2,873万

2,795円、収入未済額は１款と11款を合わせま

して２億6,190万2,660円であります。 

  １款国民健康保険税の収入済み額は10億

4,089万5,980円であり、調定額13億3,020万

4,435円に対する収納率は78.25％であります。 

  歳出は、18ページ、１款総務費から20ページ

の12款予備費まで、支出済み額が43億7,362万

1,311円であります。翌年度繰り越しはなく、

不用額は３億7,659万7,689円。歳入歳出差し引

き残額は５億3,070万7,106円となっております。 

  22ページから、交通災害共済事業特別会計で

あります。 

  歳入１款交通災害共済事業収入から５款諸収

入までの合計は、予算現額が811万1,000円、調

定額と収入済み額が同額の633万279円であり、

不納欠損額、収入未済額はございません。 

  歳出は24ページ。１款事業費の支出済み額が

633万279円、翌年度繰り越しはなく、不用額は

178万721円であります。収入済み額と支出済み

額が同額のため、歳入歳出差し引き残額はござ

いません。 

  26ページから、公共下水道事業特別会計であ

ります。 

  歳入１款分担金及び負担金から７款市債まで

の合計は、予算現額が13億1,717万9,000円、調

定額が13億3,112万6,015円、収入済み額が13億

438万5,072円、不納欠損額は１款と２款、使用

料及び手数料を合わせて99万1,027円、収入未

済額は１款と２款合わせて2,574万9,916円であ

ります。 

  歳出は28ページ。１款総務費から３款公債費

まで、支出済み額が13億318万8,651円、翌年度

繰り越しはなく、不用額は1,399万349円、歳入

歳出差し引き残額は119万6,421円となっており

ます。 

  30ページから、農業集落排水事業特別会計で

あります。 

  歳入１款分担金及び負担金から５款諸収入ま

での合計は、予算現額が8,329万4,000円、調定

額が8,420万7,489円、収入済み額が8,215万

8,027円、不納欠損額は２款使用料及び手数料

の３万4,335円、収入未済額は１款、２款を合

わせて201万5,127円であります。 

  歳出は32ページ。１款農業集落排水事業費と

２款公債費を合わせて、支出済み額が8,215万

8,027円、翌年度繰り越しはなく、不用額は113

万5,973円であります。収入済み額と支出済み

額が同額のため、歳入歳出差し引き残額はござ

いません。 

  34ページから、営農飲雑用水事業特別会計で

あります。 

  歳入１款分担金及び負担金から５款諸収入ま

での合計は、予算現額が2,806万8,000円、調定

額が2,805万3,668円、収入済み額が2,771万

9,715円。不納欠損はなく、収入未済額は２款

使用料及び手数料の33万3,953円であります。 
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  歳出は36ページ。１款営農飲雑用水事業費と

２款公債費を合わせまして、支出済み額が

2,771万9,715円、翌年度繰り越しはなく、不用

額は34万8,285円であります。収入済み額と支

出済み額が同額のため、歳入歳出差し引き残額

はございません。 

  38ページから、介護保険事業特別会計であり

ます。 

  歳入１款保険料から10款諸収入までの合計は、

予算現額が37億7,849万1,000円、調定額が36億

8,403万2,518円。収入済み額が36億6,412万

2,436円、不納欠損額は１款の483万5,030円。

収入未済額は１款と２款、分担金及び負担金、

10款を合わせて1,507万5,052円であります。 

  歳出は40ページ。１款総務費から８款予備費

まで、支出済み額が35億9,648万6,187円であり

ます。翌年度繰り越しはなく、不用額は１億

8,200万4,813円。歳入歳出差し引き残額は

6,763万6,249円となっております。 

  42ページから後期高齢者医療事業特別会計で

あります。 

  歳入１款保険料から５款諸収入までの合計は、

予算現額が４億954万2,000円、調定額が４億

231万4,676円。収入済み額が４億124万5,886円。

不納欠損額は１款の22万4,090円、収入未済額

は１款の84万4,700円であります。 

  歳出は44ページになります。１款総務費から

４款諸支出金まで、支出済み額が３億9,246万

1,945円であります。翌年度繰り越しはなく、

不用額は1,708万55円。歳入歳出差し引き残額

は878万3,941円となっております。 

  以上、歳入歳出決算書でございます。 

  続きまして、52ページをお開きください。 

  52ページからは、各会計の事項別明細書を掲

載しております。会計ごとに歳入歳出の順に掲

載しておりますので、御参照いただきたいと思

います。 

  続きまして、290ページをお開きください。 

  ここからは、実質収支に関する調書でござい

ます。 

  290ページの一般会計につきましては、４、

翌年度へ繰り越すべき財源として、（２）繰越

明許費繰越額が697万1,040円ございます。その

ため、歳入歳出差し引き額から繰越明許費繰越

額を差し引いた４億5,895万4,430円が実質収支

額となります。平成28年度におきましては、一

般会計以外に翌年度へ繰り越す財源はございま

せんので、特別会計では歳入歳出差し引き額と

実質収支額が同額となっております。 

  また、292ページの交通災害共済事業、それ

から294ページの農業集落排水事業、295ページ

の営農飲雑用水事業では、歳入総額と歳出総額

が同額でありますので、歳入歳出差し引き額は

ございません。 

  300ページからは財産に関する調書を掲載し

ております。 

  なお、決算書は例年どおりの構成で作成して

いるところでございます。 

  以上、平成28年度一般会計及び特別会計の歳

入歳出決算書についての御説明とさせていただ

きます。議案第64号から議案第71号につきまし

て、十分なる審議の上、御認定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

小野周一議長 それでは、ただいまから10分間休

憩いたします。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  先ほど説明のありました議案第64号平成28年

度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について

から議案第71号平成28年度新庄市後期高齢者医

療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてま

での各決算について、監査委員の報告をお願い

いたします。 
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  代表監査委員大場隆司君。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 それでは、お配りしてお

ります決算審査意見書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと思います。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、実質収支に関

する調書、財産に関する調書及びその中の各基

金の運用状況について、髙橋富美子委員ともど

も審査をいたしましたので、その概要と結果に

ついて御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから33ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、34ページ、35ページの第６、むすびで言

及しておりますので、こちらで説明をいたした

いと思います。 

  34ページをお開き願います。 

  なお、金額につきましては1,000円単位とし、

単位未満を四捨五入して説明させていただきま

すので、御了承ください。 

  第６、むすびでございます。 

  それでは、むすびを口述させていただきます。 

  平成28年度の一般会計及び特別会計を合わせ

た決算額は、歳入が279億9,286万円で、前年度

に比べ６億1,882万7,000円、2.3％増加し、歳

出が269億1,861万1,000円で、４億9,612万

7,000円、1.9％増加している。その結果、当年

度の形式収支は歳入歳出差し引き残高10億

7,424万9,000円を計上している。この額から、

翌年度に繰り越すべき財源697万1,000円を差し

引いた実質収支額は10億6,727万8,000円の黒字

となり、前年度に比べ１億2,596万5,000円、

13.4％増加している。前年度の実質収支額を差

し引いた単年度収支額は、一般会計では9,193

万9,000円の赤字、特別会計では２億1,790万

4,000円の黒字、全会計では１億2,596万5,000

円の黒字となっている。 

  一般会計では、歳入は176億257万円で、前年

度に比べ４億8,682万7,000円、2.8％増加して

いる。これは主に市債、地方消費税交付金、財

産収入などは前年度に比べ減少したが、寄附金、

繰越金などが増加したことによるものである。 

  財源別内訳では、自主財源は前年度に比べ８

億5,084万5,000円、12.6％増加し、自主財源と

依存財源の構成比率が43.1％対56.9％となり、

自主財源の比率が3.8ポイント高くなっている。 

  自主財源の根幹をなす市税収入は、前年度に

比べ7,212万8,000円、1.6％増加している。こ

れは主に法人市民税が2,012万6,000円、5.4％、

市たばこ税が1,341万円、3.6％減少したものの、

個人市民税が5,272万3,000円、3.9％、固定資

産税が3,367万4,000円、1.7％、軽自動車税が

1,644万1,000円、18.8％増加したことによるも

のである。 

  一方、依存財源は前年度に比べ３億6,401万

8,000円、3.5％減少している。これは主に国庫

支出金が１億4,874万円、8.1％、地方交付税が

3,070万9,000円、0.7％増加したが、市債が４

億7,540万円、27.8％、地方消費税交付金が
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7,408万7,000円、10.1％減少したことによる。 

  歳出は171億3,664万5,000円で、前年度に比

べ５億7,541万7,000円、3.5％増加している。

これは主に教育費、衛生費、農林水産業費など

は減少したが、総務費、消防費、民生費などが

増加したことによるものである。 

  歳出の中には、他会計の繰出金は13億1,526

万6,000円が含まれており、その主なものは介

護保険事業特別会計へ４億5,959万6,000円、公

共下水道事業特別会計へ３億6,730万円、国民

健康保険事業特別会計へ２億9,867万円となっ

ている。 

  特別会計では、歳入は103億9,029万円で、前

年度に比べ１億3,200万円、1.3％増加している。

これは主に公共下水道事業特別会計などでは前

年度に比べ減少したが、国民健康保険事業特別

会計、介護保険事業特別会計などで増加したこ

とによる。 

  歳出は、97億8,196万6,000円で、前年度に比

べ7,929万円、0.8％減少している。これは主に

介護保険事業特別会計などでは前年度に比べ増

加したが、国民健康保険事業特別会計、公共下

水道事業特別会計などで減少したことによる。 

  不納欠損額は一般会計と特別会計を合わせ

7,390万円で、前年度に比べ1,282万9,000円、

14.8％減少している。これは一般会計では市税

などで93万8,000円、2.5％増加したものの、特

別会計では国民健康保険事業、公共下水道事業

などで1,376万7,000円、28.3％減少したことに

よる。不納欠損処理に当たっては、滞納者の状

況を十分に把握し、引き続き慎重かつ適正な取

り扱いに努められたい。 

  収入未済額は一般会計が４億7,869万2,000円、

特別会計が３億592万1,000円、合わせて７億

8,461万3,000円となり、前年度に比べ5,904万

4,000円、8.1％増加している。 

  一般会計では、市税が１億9,716万8,000円で、

前年度に比べ1,636万8,000円、7.7％減少した

が、国庫支出金が２億5,599万4,000円で、前年

度に比べ１億939万6,000円、74.6％増加したこ

となどにより、9,602万2,000円、25.1％の増加

となっている。 

  特別会計では、国民健康保険事業、公共下水

道事業などで3,697万8,000円、10.8％の減少と

なっている。また、税外収入の収入未済額は保

育所入所負担金などが大きな割合を占める。分

担金及び負担金は210万円、16.4％の減少、公

営住宅使用料等が大きな割合を占める使用料及

び手数料は39万3,000円、8.5％の増加、諸収入

の収入未済額は470万1,000円、92.8％の増加と

なっている。収入未済額の合計は、国庫支出金

の影響により増加となったが、全般的には減少

傾向にある。歳入確保とともに、負担の公平性

の観点から引き続き対策に取り組み、縮減に向

け一層の努力を期待するものである。 

  市債残高は224億9,198万円（一般会計148万

8,690万8,000円、公共下水道事業特別会計72億

225万3,000円、農業集落排水事業特別会計３億

8,223万6,000円、営農飲雑用水事業特別会計

2,058万2,000円）となり、前年度に比べ２億

7,146万8,000円、1.2％減少している。これは

一般会計では370万2,000円増加したが、特別会

計では２億7,517万1,000円減少したことによる。 

  一般会計の市債残高は４年連続で増加してい

ることから、後年度の元金償還額を考慮し、市

債の適正な発行に努められたい。 

  平成20年４月１日から施行された「地方公共

団体の財政の健全化に関する法律」により算定

した実質公債費比率は、平成28年度決算では

9.1％となる見込みで、前年度より0.6ポイント

改善されている。しかし、今後学校の建てかえ

や老朽化施設の改修等により実質公債費比率が

悪化することも考えられるので、限られた財源

をより有効に活用し、引き続き健全な財政運営

に努められたい。 

  また、財政構造の弾力性をあらわす指標であ
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る経常収支比率は92.6％となる見込みで、前年

度に比べ2.2ポイント悪化し、財政の硬直化が

懸念されることから、改善へのさらなる努力を

期待したい。 

  経済動向に関しては、ことし７月の政府月例

経済報告では緩やかな回復基調が続いていると

され、同じく７月の山形県金融経済概況では、

県内の景気は着実に回復しているとされており、

雇用環境の改善など一部に明るい兆しが見える

ものの、地方経済は依然として先行き不透明な

状況が続いている。 

  一方、少子高齢、人口減少社会において、行

政を取り巻く環境は大きく変化しており、課題

への的確な対応が求められている。 

  このような中、昨年度、住民ニーズに対応し、

人口減少という大きな課題の克服に向け、第４

次新庄市振興計画、新庄市まちづくり総合計画

の後期５カ年がスタートした。重点プロジェク

トである雇用・交流の拡大、安全・安心の充実、

子育て・人づくりへの取り組みの強化を柱とし、

持続可能な健全財政を維持しながら、計画に掲

げられた施策及び事業の着実な推進を望むもの

である。 

  次に、別冊の平成28年度新庄市財政健全化・

経営健全化審査意見書をごらんください。 

  財政健全化審査意見につきましては、実質赤

字及び連結実質赤字は生じておらず、健全な状

態であると認められます。先ほども申し上げま

したが、実質公債費比率は9.1％であり、早期

健全化基準25.0％と比較するとこれを下回って

おり、良好であります。なお、前年度と比較し

ますと0.6ポイント改善しております。 

  将来負担比率は38.4％となっており、早期健

全化基準である350％を下回り、良好でありま

す。なお、前年度と比較すると19.5ポイントと

大きく改善しております。 

  次のページ、経営健全化審査意見につきまし

ては、水道事業、公共下水道事業、農業集落排

水事業、営農飲雑用水事業の各特別会計とも資

金不足は生じておらず、健全な状態にあると認

められます。 

  以上が平成28年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに健全化の意見でございます。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

小野周一議長 次に、議案第72号平成28年度新庄

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて、上下水道課長奥山茂樹君より説明をお願

いします。 

  上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第72号平成28年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて御説明申し上げます。 

  初めに、平成28年度の利益の処分につきまし

て、地方公営企業法の規定により議会の議決を

求めるものであります。また、決算の認定につ

きましては、地方公営企業法の規定により議会

の認定に付するものであります。 

  それでは、別冊の平成28年度新庄市水道事業

会計決算報告書により御説明申し上げます。 

  初めに、２ページをお開きください。 

  まず、（１）収益的収入及び支出の収入でご

ざいますが、第１款水道事業収益の予算額合計

10億8,029万5,000円に対し、決算額は10億

8,855万5,848円で、予算額に比べまして826万

848円の増でございます。 

  次に、支出でございますが、第１款水道事業

費用の予算額合計10億7,224万9,000円に対し、

決算額は10億6,848万1,161円で、執行率は

99.65％でございます。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  （２）資本的収入及び支出の収入でございま

すが、第１款資本的収入の予算額合計１億

2,569万9,000円に対し、決算額は１億2,386万

7,529円で、予算額に比べまして183万1,471円

の減でございます。 
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  次に、支出でございますが、第１款資本的支

出の予算額合計は５億2,673万8,000円に対し、

決算額は５億1,855万4,611円で、執行率は

98.45％でございます。 

  なお、資本的収入が資本的支出に不足する額

３億9,468万7,082円は、過年度損益勘定留保資

金等で補塡しております。 

  続きまして、６ページをお開き願います。 

  平成28年度新庄市水道事業損益計算書につい

て御説明申し上げます。 

  営業収益の減少及び事業費用の増加に伴い、

経常損失は23万8,037円、当年度純損失は172万

7,843円となり、前年度繰越利益剰余金を加え

た当年度未処分利益剰余金は７億8,971万2,540

円となります。 

  ７ページをごらんください。 

  平成28年度新庄市水道事業剰余金計算書でご

ざいますが、利益剰余金の部として減債積立金

は前年度繰入額を繰り入れ、（４）当年度末残

高は１億1,477万6,719円となっています。 

  建設改良積立金は、繰り入れ等はございませ

んので、（４）当年度末残高は１億2,417万

1,826円となっています。したがいまして、積

立金の合計額は２億3,894万8,545円となります。 

  続きまして、８ページをお開き願います。 

  資本剰余金として、これまでに資本として調

達いたしました国庫補助金等の内訳でございま

すが、平成29年度への繰越資本剰余金は420万

3,780円となっております。 

  ９ページ、平成28年度新庄市水道事業剰余金

処分計算書（案）について御説明申し上げます。 

  平成28年度未処分利益剰余金が７億8,971万

2,540円となっておりますので、（１）の減債積

立金へ1,000万円を積み立て、起債償還に充て

ることとし、残額の７億7,971万2,540円を平成

29年度へ繰り越すものでございます。地方公営

企業法の規定に基づき、この利益の処分につき

まして議決をお願いするものであります。 

  10ページをお開き願います。 

  平成28年度新庄市水道事業貸借対照表でござ

いますが、資産の部として固定資産、流動資産、

繰延勘定の資産の合計は、123億3,763万356円

となります。 

  負債の部ですが、11ページ中ほどの負債合計

額は53億9,888万2,077円となります。 

  資本の部として、資本の合計は69億3,874万

8,279円となり、負債資本合計は123億3,763万

356円となります。 

  12ページには、一会計期間の現金の流れをあ

らわすことで、収入と支出の実態を把握するた

めの平成28年度新庄市水道事業会計キャッシュ

フロー計算書を記載しております。 

  以上が平成28年度新庄市水道事業決算諸表に

ついての説明でございます。 

  次に、決算附属書類でございますが、14ペー

ジに水道事業報告書、23ページに収益費用明細

書、28ページに資本的収支明細書、30ページに

固定資産明細書、32ページに企業債明細書を記

載しておりますので、ごらんいただきまして、

説明は省かせていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではございますが、平成28年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついての説明を終わらせていただきます。御審

議の上、御承認賜りますようよろしくお願いい

たします。 

小野周一議長 それでは、ただいま説明のありま

した議案第72号平成28年度新庄市水道事業会計

利益の処分及び決算の認定について、監査委員

の報告をお願いいたします。 

  代表監査委員大場隆司君。 

   （大場隆司代表監査委員登壇） 

大場隆司代表監査委員 それでは、同じように、

お配りしております水道事業会計の決算審査意

見書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され
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ました水道事業会計の決算について御報告申し

上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計

算書及び事業報告書、収支費用明細書、資本的

収支明細書、固定資産明細書、企業債明細書な

どを照合調査し、関係職員の説明を受けるなど

により、地方公営企業法及びその他関係法令等

に準拠して作成されているか、財務状況及び経

営実績を適正に表示しているか、公共性と経済

性が確保されているかに審査の主眼を置いて実

施をいたしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。審査に付された決

算書類及び決算附属書類は、地方公営企業関係

法令の規定に基づいて作成されており、水道事

業の財務状況及び経営成績を適正に表示してお

り、計数も正確であり、適正な決算と認めまし

た。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、第５、むすびで言及しておりますの

で、こちらで説明をさせていただきたいと思い

ます。 

  12ページをお開き願います。 

  むすびでございます。 

  平成28年度水道事業会計の決算審査の概要は

以上のとおりである。 

  給水状況について、給水世帯は１万2,769世

帯で、前年度より100世帯増加しているが、給

水人口は３万4,170人で、前年度に比べ248人減

少している。行政区域内人口（平成29年３月末、

外国人を含む）３万6,463人に対する普及率は

93.7％、前年度93.4％より0.3ポイント向上し

ている。また、水道料金徴収の対象となる有収

水量は3,183万365立方メートルで、前年度に比

べ２万552立方メートルの減少となり、総配水

量のうち有収水量の占める有収率は84.2％と、

ここ数年、同じ割合で推移している。無効・無

収水量の減少に向けた漏水防止対策等に積極的

に取り組まれ、さらなる向上に努められたい。 

  平成26年度からの新会計基準に基づく決算は

３年目となるが、経営状況を見ると、収益的収

支は前年度と比べ給水収益の減少等により収益

が62万9,075円、0.1％減少している。費用は原

水及び浄水費、減価償却費が減少したものの、

配水及び給水費、資産減耗費の増加等により

455万5,550円、0.4％増加している。その結果、

当年度純利益はマイナス172万7,843円（純損

失）となり、前年度に比べ518万4,625円、

150.0％減少している。給水人口の減少や節水

志向の高まり等、給水収益の大幅な増収が見込

めない中、県からの受水費は３億5,328万9,825

円（税抜き）で、前年度より203万528円下がっ

ているもの、営業費用の37.6％を占めている。

現在の給水協定は平成29年度に満了することか

ら、新たな給水協定締結時には他の受水団体と

連携しながら負担軽減に取り組まれたい。 

  給水原価と供給単価を比較すると、１立方メ

ートル当たりの給水原価は279円86銭、供給単

価は258円94銭で、給水原価が供給単価を20円

92銭上回っており、前年度の差額16円79銭に比

べると４円13銭の増加となっている。 

  また、営業未収金は過年度分が3,066万716円

で、前年度に比べ440万6,835円多くなっており、

現年度分は2,895万3,887円で、前年度より770

万8,780円少なくなっているが、依然として高

い水準にあることから、負担の公平性が確保さ

れるよう効果的な徴収体制を整備するとともに、

関係機関との連携を図り、改善に向けた一層の

努力を期待するものである。 

  資本的収支においては、前年度と比較すると

資本的収入は国庫補助金、出資金の減により

8,456万6,448円減少し、資本的支出は建設改良
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費の減により１億１万6,154円減少した。 

  その結果、資本的収支の不足額は前年度に比

べ1,544万9,706円減少し、３億9,468万7,082円

となり、この不足額は当年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整金、過年度損益勘定留保資

金により補塡されている。 

  施設や設備の老朽化が進む中で今年度も住民

サービスの確保と経営の健全性を両立し、人口

減少社会に対応した投資に取り組まれたい。 

  財政状況において、資産総額は固定資産、流

動資産及び繰延勘定の減により前年度に比べ２

億1,663万7,002円、1.7％減少した。負債合計

は前年度に比べ２億6,021万3,688円減少し、資

本合計は自己資本金の増により前年度に比べ

4,357万6,686円、0.6％増加した。 

  平成26年度より新地方公営企業会計制度が始

まり、経営状況をより的確に把握することが可

能となったことから、今後とも専門的知識を有

する職員の養成及び新会計基準に基づく適正な

財務処理に努め、一層の経費削減と財源確保に

よる経営基盤強化に取り組み、市民生活に欠く

ことのできない安全・安心な水道水の安定的な

供給に努められることを希望して、意見とする。 

  以上が平成28年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

小野周一議長 これより、ただいま説明のありま

した平成28年度の各決算を除く議案第61号新庄

市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてから議案第63号市道路

線の認定及び廃止についての３件について総括

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２１決算特別委員会の設置 

 

 

小野周一議長 日程第21決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第64号から議案第72号までの平成28年度

一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに水

道事業会計利益の処分及び決算の審査をするた

め、委員会条例第６条第１項の規定により決算

特別委員会を設置したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決まりました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

小野周一議長 これより、ただいま設置されまし

た決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により議長にお

いて全議員を指名したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 

日程第２２議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 
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小野周一議長 日程第22議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付しております平成29年９月定例会付

託案件表により、それぞれ所管の委員会に付託

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

平 成 ２ ９ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（９件） 

○議案第６４号平成２８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
○議案第６５号平成２８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６６号平成２８年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６７号平成２８年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第６８号平成２８年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第６９号平成２８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第７０号平成２８年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第７１号平成２８年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第７２号平成２８年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決

算の認定について 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 
議案（１件） 

請願（１件） 

○議案第６１号新庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 
○請願第５号「地方財政の充実・強化を求める請願」について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

請願（２件） 

○議案第６２号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
○議案第６３号市道路線の認定及び廃止について 
○請願第３号平成３０年産以降の米政策の見直しに関する件につい

て 
○請願第４号平成３０年産以降の米政策の見直しに関する件につい

て 

 

小野周一議長 それでは、ただいまから午後１時 まで休憩いたします。 
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     午前１１時５４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

小野周一議長 日程第23議案第73号平成29年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第28

議案第78号平成29年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算６件につきまし

て、会議規則第35条の規定により一括議題にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号平成29年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第78号平成29年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

６件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第73号から議案第

78号までの平成29年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計の補正予算について御説明

申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第73号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ１億

4,258万8,000円を追加し、補正後の予算総額を

162億5,417万7,000円とするものであります。 

  ７ページからの歳入には、14款国庫支出金に

新庄藩主戸沢家墓所整備事業費補助金を増額補

正しております。 

  15款県支出金では、中山間地域所得向上支援

対策事業費補助金を新規計上しており、経営体

育成支援事業費補助金については減額補正とし

ました。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  まず、１款から10款を通して人件費に係る予

算の補正を計上していますが、４月の人事異動

等に伴う各款の調整によるものであります。ま

た、各款を通して市民から寄せられました相談

などに対応したものを初め、学校、各種施設や

道路、側溝などの維持補修や機能強化に係る経

費をそれぞれ計上しております。 

  ２款総務費には町内防犯灯ＬＥＤ化事業費補

助に係る経費を増額補正しております。 

  ３款民生費には国庫補助金を活用した地域介

護・福祉空間整備等施設整備費補助金を計上し、

４款では上水道高料金対策費繰出金を増額して

おります。 

  ６款には補助事業の内示を受け、事業費をそ

れぞれ補正しており、また中山間地域所得向上

支援対策事業費補助金を新規計上いたしました。 

  10款では追加交付となります国庫補助金を活

用し、新庄藩主戸沢家墓所整備事業費を増額補

正しております。 

  続きまして、特別会計ですが、議案第74号国

民健康保険事業特別会計補正予算から議案第77

号介護保険事業特別会計補正予算までの４特別

会計及び議案第78号水道事業会計補正予算につ

きましては、今年度のそれぞれの事業の執行に

必要な補正を行うものであります。 

  私からの説明は以上ですが、詳細につきまし

ては財政課長及び上下水道課長から説明させま

すので、審議の上、御決定賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

小野周一議長 財政課長板垣秀男君。 

   （板垣秀男財政課長登壇） 

板垣秀男財政課長 それでは、私から議案第73号

から議案第77号まで御説明をいたします。 

  補正予算書１ページをお開きください。 
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  議案第73号一般会計補正予算（第３号）につ

いて御説明申し上げます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

4,258万8,000円を追加いたしまして、補正後の

総額は162億5,417万7,000円となります。 

  各款各項の補正予算、それから補正後の額に

つきましては、２ページから４ページまでの第

１表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと

思います。 

  ７ページからの歳入について御説明申し上げ

ます。 

  初めに、14款国庫支出金でございますが、２

項２目民生費国庫補助金におきまして、民間の

介護施設が行いますスプリンクラー整備事業に

対する地域介護・福祉空間整備等施設整備交付

金288万2,000円を計上してございます。 

  また、６目教育費国庫補助金におきましては、

追加交付となります新庄藩主戸沢家墓所整備事

業費補助金を1,100万円増額補正してございま

す。 

  次に、15款県支出金でございます。２項４目

農林水産業費県補助金でございますが、経営体

育成支援費補助金など補助事業の内示に伴いま

す補助金の増額、こちらを補正してございます。 

  また、低温倉庫整備補助に係ります中山間地

域所得向上支援対策事業費補助金5,454万5,000

円でございますが、新たに計上したところでご

ざいます。 

  ８ページをごらんください。 

  19款繰越金でございます。こちらにつきまし

ては、このたびの予算の補正に充てます一般財

源といたしまして、前年度繰越金8,978万2,000

円を補正してございます。 

  続きまして、９ページからの歳出について御

説明いたします。 

  まず、１款から10款まででございますが、先

ほど市長からもお話ありましたが、人件費に係

る予算の補正を計上してございます。これは４

月の人事異動に伴って、職員給与費の各款の調

整によるものでございます。また、各款を通し

て市民からの要望、それから相談、そういった

ものに対応するための経費といたしまして、学

校、各種施設、それから道路、側溝など、維持

補修や機能強化に係る予算を計上してございま

す。 

  個々の細目でございますが、２款の総務費を

ごらんください。こちらにつきましては、１項

７目企画費におきまして、10ページ、ふるさと

納税事業費の組み替えを計上してございます。

これは事務の効率の改善と、あとは寄附金の確

保、そういったものを目指すということでの組

み替えでございます。また、看護師養成機関開

設準備に係る経費として増額補正をしてござい

ます。 

  それから、11目市民生活対策費には町内防犯

灯ＬＥＤ化事業費補助金を433万3,000円計上し

てございます。 

  次に、13ページをごらんください。 

  ３款民生費でございます。１項５目老人福祉

費でございますが、こちら歳入でも触れました

が、民間の介護施設でのスプリンクラー整備事

業に対する補助金として、地域介護・福祉空間

整備等施設整備費補助金288万2,000円を計上し

ございます。 

  また、あわせまして老朽化した設備の修繕費

の補助ということで、老人福祉センター運営費

補助金160万5,000円を増額補正してございま

す。 

  14ページをごらんください。 

  ４款衛生費でございます。こちらでは、次の

15ページの上段になります、１項８目水道費に

水道事業の経営安定化を図るための水道事業会

計への繰出金656万8,000円補正してございま

す。 

  次に、６款農林水産業費でございます。１項

３目農業振興費におきまして、歳入でも触れま
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したが、経営体育成支援事業費補助金など補助

事業の内示に伴います補正をしてございます。

また、あわせまして中山間地域所得向上支援対

策事業費補助金5,454万5,000円を新たに計上し

たところでございます。 

  次に、17ページをごらんください。 

  ７款商工費でございます。１項２目商工振興

費でございますが、商業地域空き店舗等出店支

援事業費補助金を84万1,000円増額補正してご

ざいます。 

  また、３目観光費でございますが、ふるさと

応援隊の増加など、ＰＲの強化を図るというよ

うなことで、物産振興会議負担金100万円増額

したところでございます。 

  次の８款土木費から10款の教育費におきまし

ては、これも先ほど申しましたが主に施設など

の維持補修、それから機能強化に係る経費を補

正してございます。 

  22ページをごらんください。 

  教育費でございます。５項６目文化財保護費

でございますが、こちらに追加交付となります

国の補助金、それから県の補助金、そういった

ものを活用しまして事業をさらに進めるという

ことで、新庄藩主戸沢家墓所整備に係る経費と

しまして文化財保護管理事業費2,201万円を増

額したところでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  25ページをごらんください。 

  議案第74号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号）でございます。こちらは、歳入歳

出それぞれ6,644万8,000円を追加しまして、補

正後の予算総額を46億792万5,000円とするもの

でございます。 

  29ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  ３款国庫支出金でございますが、交付決定に

基づきます介護納付金負担金を減額してござい

ます。 

  また、10款の繰越金でございますが、前年度

繰越金7,672万1,000円を計上してございます。 

  30ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款総務費でございますが、こちらには国保

のシステムの改修費用として54万円を計上して

ございます。 

  また、６款の介護納付金でございますが、負

担額の決定に基づきまして1,449万円を減額補

正してございます。 

  11款、諸支出金でございますが、前年度の国

庫支出金などの精算によります償還金8,039万

8,000円を計上してございます。 

  次に、31ページをごらんください。 

  議案第75号公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）でございます。こちらは歳入歳出そ

れぞれ1,744万7,000円を追加いたしまして、補

正後の予算総額を15億1,386万4,000円とするも

のでございます。 

  35ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  各款において、職員給与費の補正をしてござ

いますほか、１款の総務費では２項１目処理場

管理費で処理場施設の維持に係る経費として

1,779万5,000円を増額補正してございます。 

  また、２款の建設費でございますが、１項２

目施設建設費におきまして、管渠建設事業の執

行に必要な予算の組み替えなどを計上してござ

います。 

  ちょっと戻りますが、34ページ、歳入でござ

いますが、今申しました歳出の財源といたしま

すために歳入のほうで一般会計繰入金1,625万

2,000円、それから前年度繰越金119万5,000円

を増額補正してございます。 

  続きまして、37ページをごらんください。 

  議案第76号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）でございます。こちらは歳入歳出
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それぞれ１万4,000円を減額いたしまして、補

正後の予算総額を7,927万7,000円とするもので

ございます。 

  40ページをごらんください。 

  補正内容につきましては、職員給与費の補正

でございまして、これに伴いまして一般会計の

繰入金を減額するものでございます。 

  次に、41ページをごらんください。 

  議案第77号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございます。こちらは歳入歳出そ

れぞれ8,157万円を追加いたしまして、補正後

の予算総額を38億665万4,000円とするものでご

ざいます。 

  45ページをごらんください。 

  歳入につきましては、主に職員給与費の補正

に伴います国県支出金、それから支払基金交付

金の補正でございます。 

  また、46ページをごらんください。 

  ８款繰入金には介護保険給付費準備基金繰入

金1,368万4,000円、９款の繰越金には前年度の

繰越金6,763万6,000円の増額を計上してござい

ます。 

  47ページから歳出でございますが、こちらに

つきましては職員給与費の補正のほかに、48ペ

ージをごらんください、７款諸支出金でござい

ますが、国庫、それから県、あとは社会保険診

療報酬支払基金への償還金ということで、補正

を組んだところでございます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

小野周一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

   （奥山茂樹上下水道課長登壇） 

奥山茂樹上下水道課長 議案第78号平成29年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開き願います。 

  第１条、平成29年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）は次に定めるところによります。 

  第２条、収益的収入及び支出の補正ですが、

第１款水道事業収益の既決予算額11億2,076万

2,000円に補正予定額656万7,000円を増額し、

11億2,732万9,000円とします。これは第２項営

業外収益の増額で、主に上水道高料金対策費の

一般会計繰り入れで、国の繰り出し基準である

資本費の変動によるものであります。 

  次に、支出の第１款水道事業費用の既決予算

額10億8,737万6,000円に補正予定額539万5,000

円を増額し、10億9,277万1,000円とします。こ

れは主に人事異動などに伴う職員給与費の増額

と、浄水場施設の機器修繕などであります。 

  次に、２ページをお開きください。 

  第３条、資本的支出の補正ですが、第１款資

本的支出の既決予定額６億3,363万3,000円に補

正予定額21万3,000円を増額し、６億3,384万

6,000円とします。こちらも主に人事異動に伴

う職員給与費の増額であります。 

  次に、第４条、議会の議決を経なければ流用

することができない経費の補正ですが、職員給

与費の既決予定額6,016万8,000円に補正予定額

395万8,000円を増額し、6,412万6,000円としま

す。 

  第５条におきましては、予算書第７条に定め

た他会計からの補助を受ける金額を、補正予定

額656万7,000円を追加し、3,109万3,000円に改

めるものでございます。 

  なお、３ページ以降に実施計画書を添付して

おりますので、御参照賜りますようお願いしま

す。 

  以上で平成29年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）についての説明を終わります。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願いいたします。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件につ
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きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号から議案第78号までの補正予算６件

については、委員会への付託を省略し、９月22

日金曜日、定例会最終日の本会議において審議

をいたします。 

 

 

日程第２４議員派遣について 

 

 

小野周一議長 日程第24議員派遣についてを議題

といたします。 

  議員派遣につきましては、地方自治法第100

条第13項及び会議規則第167条の規定に基づき、

お手元に配付しております名簿のとおり、議会

報編集委員６名を山形県市議会議長会主催の議

会報研修会に、また全議員を最上市町村議会議

長会主催の議員研修会に派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議会報研修会に議会

報編集委員６名を、また最上市町村議会議長会

主催の議員研修会に全議員を派遣することに決

しました。 

 

 

散      会 

 

 

小野周一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ９月11日月曜日午前10時より本会議を開きま

すので、御参集をお願いします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午後１時２４分 散会 
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平成２９年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２９年９月１１日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 野 周 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   下  山  准  一  議員     ６番   小  野  周  一  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  議員    １２番   佐  藤  卓  也  議員 

 １３番   山  科  正  仁  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 齋 藤 彰 淑  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 松 坂 聡 士  市 民 課 長 髙 山   学 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 加 藤 美喜子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 長 小 松   孝  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 荒 澤 精 也  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員     
事 務 局 長 平 向 真 也  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長  浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２９年９月１１日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 髙 橋 富美子  議員 

２番 佐 藤 悦 子  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 小 関   淳  議員 

５番 石 川 正 志  議員 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２９年９月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 髙 橋 富美子 

１．山屋セミナーハウスの機能強化について 

２．教員の過酷勤務改善について 

３．認知症予防検診と認知症簡易チェックサイトの導入に

ついて 

４．新生児聴覚検査の助成について 

市 長 

教 育 長 

２ 佐 藤 悦 子 

１．水道料金の引き下げについて 

２．人手不足解消のために 

３．介護保険滞納によるペナルティーの改善について 

４．地域農業の守り手を支援することについて 

市 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．地域活性化について 

２．学校教育について 

３．南東北総体２０１７（バドミントン）大会について 

４．新庄まつりについて 

市 長 

教 育 長 

４ 小 関   淳 
１．市民サービスを担う職員体制の充実について 

２．登録後初の新庄まつりについて 
市 長 

５ 石 川 正 志 

１．指名競争入札に係る規定の見直しについて 

２．都市公園の桜の管理について 

３．橋梁修繕工事に関わる迂回路について 

市 長 
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開      議 

 

 

小野周一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小野周一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は９名であります。

質問の順序は、配付しております一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

小野周一議長 それでは、最初に髙橋富美子君。 

   （１１番髙橋富美子議員登壇） 

１１番（髙橋富美子議員） おはようございます。

市民・公明クラブの髙橋富美子です。 

  本日は、東日本大震災より６年半を迎えまし

た。昨日は市内で自主防災組織の防災訓練が数

カ所で開催されました。私も防災士会の方々と

ともに川西町内会の防災訓練の視察をさせてい

ただきました。本当に改めて自主防災組織の重

要性を深く感じたところです。 

  それでは、通告に従いまして一般質問をさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

  １点目に、山屋セミナーハウスの機能強化に

ついて。 

  「奥羽金沢温泉」が施設の老朽化や利用者の

減少などを理由にことしの12月末で閉鎖との新

聞報道がありました。昭和61年より健康増進と

憩いの場として多くの方々に親しまれてきた奥

羽金沢温泉です。諸事情により一時休業されて

いましたが、再開へ向け、１万名を超える署名

も届けられ、昨年３月に営業が再開、市内外か

ら訪れる方々より大変喜ばれております。その

ような中での突然の新聞報道に、利用者の方々

からは不安の声が多く上がっているようです。 

  奥羽金沢温泉のすぐ近くに山屋セミナーハウ

スがあります。年間約900名の方が利用され、

部活の合宿などにも利用されておりますが、浴

槽が１つしかないことから、源泉を利用して山

屋セミナーハウスの浴室を拡充する構想が出て

おりました。平成27年12月定例会において、山

屋セミナーハウス機能強化調査業務委託の補正

予算が計上された経緯がありますが、この機能

強化について、今後どのような対応をなされる

のかをお伺いいたします。 

  ２点目に、教員の過酷勤務改善についてをお

伺いいたします。 

  文部科学省が４月28日に公表した公立小中学

校教員の勤務実態調査(2016年度速報値)で１カ

月の時間外勤務が月80時間を超える教諭が小学

校で34％、中学校で58％もいるなど、過酷な勤

務実態が明らかになりました。 

  今回の文科省の実態調査では、前回調査の

2006年度と比べ教諭や校長ら全職種で勤務時間

がふえた。例えば教諭の場合、平日１日当たり

の平均勤務時間が小学校で11時間15分、前回よ

り43分の増、中学校では11時間32分、前回より

32分の増、副校長・教頭の場合は小学校・中学

校ともに12時間を超える。業種別に見ると、１
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日当たり授業が小学校で27分、中学校で15分ふ

え、授業準備が小学校で８分、中学校で15分増

加した。これは脱ゆとり教育を掲げる学習指導

要領により、前回調査時から授業こま数がふえ

た影響と見られる。さらに中学校では土日の部

活動・クラブ活動が前回の１時間６分から２時

間10分にほぼ倍増しており、教員の長時間勤務

の一因と指摘されています。 

  このような文部科学省の調査結果をどのよう

に受けとめられたのでしょうか、お伺いいたし

ます。また、本市の教育現場の実態と改善に向

けた方策等についてをお伺いいたします。 

  ３点目に、認知症予防検診と認知症簡易チェ

ックサイトの導入についてをお伺いいたします。 

  本市における65歳以上の高齢者は、平成29年

４月１日現在１万1,027人で、総人口に対する

割合は30.2％と高齢化が進んでいます。 

  認知症は、脳が正常に機能しなくなるために

生ずる症状です。今、高齢者と言われる65歳以

上の約７人に１人は認知症の人と推定されてい

ます。平成37年には65歳以上の高齢者の約５人

に１人が認知症になるとの試算も出ています。

また、認知症に至らなくても、脳の機能が衰え

てしまっている軽度認知症の人は高齢者の13％

ぐらいいると言われています。 

  今後さらに高齢者がふえていけば、このまま

どんどん認知機能が衰えていく人がふえていき

ます。認知症は国の最重要課題だとも言われて

います。そのため、認知症の早期予防のために

特定健診受診の際に認知症予防健診を導入して

はどうか、お伺いいたします。 

  また、認知症の早期発見につなげるため、パ

ソコンや携帯電話、スマートフォンから簡単に

診断できる認知症チェックサイトの導入につい

てをお伺いいたします。 

  認知症簡易チェックシステムには「これって

認知症？」、これは家族・介護者向けで、身近

な人の状態をチェックできます。もう一つが

「私も認知症？」、本人向けで、自身の状態を

チェックできます。このように２つのサイトが

あります。 

  認知症は、早期発見・診断が効果的で、医師

から処方された薬の服用で認知症の症状をおく

らせたり抑えたりすることができます。認知症

簡易チェックの結果とともに、相談先や医療機

関が表示され、さまざまな相談窓口や認知症に

関する事業を紹介しているようです。認知症の

早期発見のため、チェックサイトの導入につい

て提案いたします。 

  最後になります。４点目に新生児聴覚検査の

助成についてお伺いいたします。 

  新生児聴覚検査とは、新生児聴覚スクリーニ

ングとも呼ばれ、新生児の耳がちゃんと聞こえ

ているかどうかを調べるための検査です。出産

した病院で生後３日以内に初回検査が実施され

ます。 

  新生児聴覚検査は任意検査のため、受けなく

ていいのではと考える方も中にはいるようです。

我が国では１年間に100万人の赤ちゃんが誕生

していると言われておりますが、そのうち

1,000人に１人ないし２人に聴覚に障害がある

と言われております。難聴の発見がおくれると

言語能力やコミュニケーション能力が正常に発

達できなくなります。 

  検査に伴う保護者の経済的負担を軽減するこ

とで受診率を上げ、先天性難聴の早期発見につ

ながると考えます。助成制度の創設についてお

伺いいたします。 

  以上で通告の質問とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、髙橋富美子市議の御質問にお答え

させていただきたいと思います。 
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  初めに、３月11日の東日本大震災における６

年半で、自主防災組織の活動を紹介していただ

きましたが、昨日、議長と私、高萩市の新庁舎

落成式に参加してまいりました。震災で庁舎が

使えないということで、市民の皆さん、仮設の

庁舎から新しい庁舎へということで、地域づく

りのかなめとして期待が寄せられているところ

でありました。また、海岸のほうも防潮堤が長

く建設されておりまして、この６年間の間にさ

まざまな防災に対する備えが進んでいるなとい

うことを実感してまいったところであります。 

  さて、御質問でありますが、初めの２番、３

番目については教育長から答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  それでは、３番目から御答弁させていただき

ます。 

  現在、認知症に関する健康診査では、物忘れ

などの気になる症状をチェックできる内容には

なっておりませんが、認知症の原因の一つでも

ある脳卒中の予防や、糖尿病や腎臓病を重症化

させない健康づくりの取り組みは、健康寿命を

延ばす上で重要と考えております。 

  地域での介護予防教室や地域ふれあいサロン

活動において、閉じこもりを予防し、体を動か

すことが介護予防、認知症予防につながると考

えており、今後も地域での活動を支援してまい

ります。 

  高齢化が進行する中で、簡単なチェックで認

知機能が低下しないかを早期に把握できる機会

を設けていくことは重要と考えております。 

  認知症の早期発見、早期対応に向けた取り組

みとしての認知症簡易チェックサイトの導入に

ついては、システム設置市町村の状況などを確

認し、自分でできる認知症チェックについて

「高齢者ふくしだより」を通じて普及を図り、

認知症が心配な方が相談窓口や医療機関に早期

につながるよう支援してまいりたいと思います。 

  認知症の人やその家族に早期に気づくため、

地域と家族と行政との連携が重要と考えており

ます。自己の認知症を感じるということは非常

に難しく、発症したときには既に認知症の認が

ないというようなこともございます。そういう

ときにはやはり家族あるいは地域と行政の連絡

が重要と考えておりますので、今後とも速やか

になるよう力を入れてまいりたいと考えていま

す。早期対応に向けた支援体制の強化というふ

うなことを重点的に進めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、新生児聴覚検査の助成についてであり

ますが、聴覚障害の早期発見、早期療育のため

に新生児聴覚検査が実施されておりますが、国

では平成29年度より新生児聴覚検査体制整備事

業が開始され、県においても平成29年度より、

新生児聴覚検査の推進体制の整備のため関係機

関による協議会の設置、パンフレット作成など

による普及啓発、医療機関への精度の高い検査

機器の導入の支援が開始されました。 

  市では、出生後の乳児訪問において、新生児

聴覚検査の実施状況を確認しており、任意の検

査ではありますが、多くの新生児が検査を受け

ております。 

  聴覚障害の早期発見としては、１歳６カ月児

健診の発語等の状況や３歳児健康診査のささや

き声検査を行い、その後、耳鼻咽喉科での精密

検査を行います。早期療育の支援としては、聾

学校における幼児支援も行われているところで

ございます。 

  乳幼児の健やかな成長のための聴覚障害の早

期発見、早期支援のため、他市の状況なども踏

まえ、新生児聴覚検査の助成についても今後検

討してまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

小野周一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 おはようございます。 

  初めに、山屋セミナーハウスの機能強化につ
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いてですが、平成27年12月の定例会において、

山屋セミナーハウスの入浴設備として男女共用

型の浴室が１つしかないということで、利用者

の皆様に御不便をかけているという現状から、

浴室の増設とあわせて近隣にある、源泉がある

ＪＡ新庄市の温泉を利用することによって市民

開放型の入浴設備に改修し、さらなる機能強化

を図ることができないか検討するため、山屋セ

ミナーハウス機能強化基本調査業務委託の補正

予算を御可決いただき、源泉から管を布設する

ための相当調査、浴室の設置箇所や規模、附帯

設備改修における既存建物への影響を調査する

浴室調査、概算工事費の算出、温泉利用におけ

る必要な協議事項や協議先、土地などの権利調

査を実施したところであります。 

  その結果を踏まえ、山屋セミナーハウスの機

能強化について検討を進めようとしたところ、

奥羽金沢温泉が平成28年３月に営業を再開し、

当面は営業努力によって温泉を営業していくと

いうことになり、ＪＡ新庄市や奥羽金沢温泉の

動向を注視しておりましたので、基本調査以降、

温泉活用を含めた総合的な施設機能強化策を検

討するまでに至っておりませんでした。 

  このような中、奥羽金沢温泉が12月末で閉館

するということでございましたが、事業者が今

後どのような方向に向かうのか、利用者にどの

ように対応されるのか、経営をどのようにして

いくのかなどの閉館後の対応が示されていない

現状において、市が温泉の活用について申し上

げることはできないかと考えております。 

  いずれにしても、山屋セミナーハウスの入浴

設備の増設と、高齢者や身障者の方々にも利用

しやすい施設とするために車椅子用のスロープ

設置や身障者用トイレの設置など施設のバリア

フリー化を早期に実現する必要があることから、

利用者の利便性・快適性を向上させるため、効

果的かつ持続的な施設・設備はできるだけ早急

に対応しなければならないと考えております。 

  次に、教員の過酷勤務状況改善についてです

が、髙橋市議御指摘のとおり、近年、学校を取

り巻く環境は厳しさを増しております。学校に

求められている役割も、以前に比べても拡大、

多様化しております。今回の文科省の調査でも、

平成18年度の前回の調査より教員の勤務時間は

長くなっている状況にあります。 

  本市の勤務状況把握でございますが、毎年11

月に勤務状況調査を行いながら、市内の小中学

校の時間外勤務等を調査しております。平成28

年11月の調査では１週間、７日間の１人当たり

の時間外勤務、平均ではございますが、小学校

教諭は9.53時間、中学校教員の時間外勤務は

16.73時間となっております。そのほかにも持

ち帰りの仕事として、小学校では4.57時間、中

学校では1.73時間となっています。年々、長時

間の労働になっていると考えています。内容と

しては教材準備や打ち合わせのほか、保護者へ

の対応、ＰＴＡの会議、部活動への対応となっ

ています。 

  これらのことを踏まえて、市ではさまざまな

面から負担軽減策に取り組んでまいりました。

６月の定例会でも答弁しておりますが、まず、

個別学習指導員の増員、地域コーディネーター

の配置、ＡＬＴの増員など、マンパワーによる

負担軽減を図っております。さらには、発達障

害の児童生徒の対応のため、山形大学教授によ

る巡回相談、また、教育相談員の配置やスクー

ルソーシャルワーカーの配置などによりさまざ

まな児童生徒及び保護者への対応を行い、教員

の負担軽減を図ってきているところです。 

  今後も、さまざまな面からの施策を進め、教

職員の負担軽減に向けて努力してまいりたいと

考えています。 

  国では現在、チーム学校という構想を掲げな

がら進めていますが、教職員の事務負担軽減の

人的な配置も考えているようです。こういった

ことも国や県に強く要望していく必要があると
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考えています。 

  中学校の部活動についてですが、年々生徒数

が減り、教職員も減ってまいりました。それに

伴って部活動を減らさないと対応できなくなっ

てきています。部活動の数を減らそうとしても、

保護者の理解がなかなか得られないということ

もあります。１つの部活動に複数の顧問が配置

できなくなれば負担感も増すわけですが、ぜひ

こういったことも保護者の理解をいただきたい

と思っておりますし、教育委員会としても学校

を支援しながら対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  また、新庄市では、県が行っている中学校部

活動指導者派遣事業を受け、部活動の外部講師

として、回数に制限はありますが、昨年度は22

名ほど派遣しているところです。部活動は生徒

指導面での指導が大事ですが、学校のほうから、

外部指導者に任せても大丈夫なのかという疑問

も出されているところです。そういった課題も

解決できるような人材の確保等が必要であると

考えます。 

  現在、国・県ではガイドラインづくりを進め

ていますが、そういったことも含め、今後も国

や県の動きを見ながら、さらには先進地の事例

などを参考にしながら進めていきたいと思いま

す。 

  現在、市教育委員会では、内部の３課におい

てチーム学校、部活動、校務支援等の視点から、

教育委員会がどんなことができるか研究を始め

ているところです。ただ、１つの市町村のみで

は財政的な面も含め難しい面もありますので、

国・県への要望等も強く行っていく必要がある

と考えています。 

  今後とも学校の意見も聞きながら、学校の教

職員に寄り添い、勤務の負担軽減に向けて一歩

一歩前に進めていきたいと考えております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） それでは、再質問さ

せていただきます。 

  最初に、山屋セミナーハウスの機能強化につ

いて、教育長のほうからお話がありましたけれ

ども、昨年の12月の一般質問、また、ことしの

３月の一般質問で先輩議員の方々からも同じよ

うな質問をされたと思っております。 

  それで、12月からもう１年たっておりますが、

まだ浴室の拡充についてはあれですけれども、

グラウンドの活用であったりとかバリアフリー

化のことについて、対応が遅いのではないかな

と感じておりますが、その点について再度お願

いします。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 バリアフリー化の部分に

ついて遅いんじゃないかというような御指摘で

ございます。 

  実際に当時の質問の中で、バリアフリー化と

浴槽をもう一つふやすという部分についてあっ

た中で、その後の対応の中で、今御指摘にあっ

たとおり、当然バリアフリー化の部分について

は今般、温泉の休止という問題とは別、切り離

したとしても、安全・安心の確保の面からも早

急に対応しなければならないと。実際の施設を

見回しますと、生涯学習施設、社会体育施設含

めてでございますが、唯一と言っていいほど山

屋セミナーハウスについては身障者用のトイレ

がないというようなこともありますので、その

部分については早急に対応していきたいと考え

ております。以上でございます。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。 

  本当に私もこの間セミナーハウスに行ってま

いりましたけれども、グラウンドについても、
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そばまつりで活用されていますけれども、その

ほかには、あそこ駐車場ですよね、グラウンド

のほうは。ということで使われているようです

けれども、もったいないような気もしましたし、

やっぱりその点もしっかり活用について検討し

ていくべきじゃないかなと思いました。 

  あと、セミナーハウスの周知度というか、な

かなか市内の方も知らない方もいるという話を

聞いておりますが、その点についてもお願いし

たいと思います。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 今、御指摘あった周知の

部分でございますが、今まで周知関係について

はホームページ上での提供というような形もあ

ったわけですけれども、なかなか市民の方がそ

こで活用するまでに至っていないというような

部分も御指摘のとおりだと思います。山屋有志

会のほうで指定管理を受けているわけですが、

その中でいろいろな企画であったりとか事業展

開もしてございますので、そういった部分につ

いてはいわゆる地方以外にあってもそういった

部分のチラシ等でイベントの情報提供であった

りとか、もっともっと利活用していただくよう

な工夫を今後とも考えていきたいと思いますの

で、御了承願いたいと思います。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） わかりました。山屋

セミナーハウスの機能強化については、議事録

を読んでみても、市長のほうからも時期を逸す

ることなくという答弁もあります。しっかりと

前向きに検討して早急に改善というか、検討し

ていただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  続きまして、教員の過酷勤務の改善について、

先ほど教育長より種々話がありまして、もちろ

ん本当に全国的に問題になっていますし、市内

においても教員の方より部活動についての相談

もありました。土日が本当に部活でとられてし

まって、家族との休日の過ごし方ができなかっ

たりだとか、本当に大変だなということを改め

て感じたところなんですが、それで新庄市独自

で先生のアンケート調査とか、さっき１週間と

ありましたけれども、もっと細やかな点でのア

ンケート調査みたいなものを考えているのかど

うかお伺いします。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 毎年11月の第１週に県の

調査と一緒に市の調査もやらせていただいてお

ります。その中で時間数だけではなく要因とい

いますか、そういったことも調査をさせていた

だいています。 

  一番どういったことにこの仕事として使われ

ているのかということで、やはり先ほど教育長

答弁の中にもありましたように、教材研究であ

ったり、あるいはＰＴＡとのいろいろな会議で

あったり、あるいは部活動であったりというこ

とで、どういったことで遅くなっているのかと、

そういった調査も同時に行わせていただいてお

ります。 

  また、各学校のほうにも勤務軽減に向けてい

ろいろお願いをしているわけですので、どんな

対策が効果があったのかということで、そうい

ったアンケートもさせていただいております。

例えばデータを一元化したとか、あるいはＰＴ

Ａの行事を少し見直しさせていただいたとか、

あるいはペーパーレスの会議にして、パソコン、

コンピューター等を使いながらの掲示板を利用

した周知とかも行っておりまして、そういった

いい取り組みについては各学校のほうに広めま

して、ぜひ少しでも勤務軽減、あるいは時間外

の軽減になるように各学校のほうにはお願いを

しているところでございます。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 
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小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） いろいろ校務削減と

か考えられているようですけれども、これは全

国的なアンケートの中でだったんですけれども、

管理者の方からだと、教員の方の生の声が聞こ

えない、そういう声もあるようなんですけれど

も、新庄市においてはそういう点はないんです

よね。お願いします。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 そのアンケートについて

は一人一人が記入しますので、負担感、あるい

は時間外になっている事由等についても全員が

記入しております。それを学校のほうでまとめ

て提出をいただいているということですので、

基本的には一人一人の声を反映させていただい

ているというふうには考えているところです。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） やはり教員の方は子

供たちと向き合う時間が一番必要だと思います。 

  そういう勤務実態調査が出たわけですけれど

も、現在、新庄市内において教員の方で体調を

崩されている方等、心の病であったりとかいろ

いろあると思うんですけれども、実際休まれて

いる先生はいらっしゃるんですか。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 実際、何名か休まれてお

ります。ただ、現在そのうち２名の方について

は、復帰に向けて復職プログラムということで、

一気に復職をするということではなくて最初は

学校に来ることから、そして１時間、２時間学

校の事務をすることから、そして少しずつＴＴ

という形で授業に入ると。休まれているかわり

の方には代替の教員が配置されておりますので、

その教員と一緒に授業をつくっていくと。最終

的には一人で授業にしっかり復帰できるように

ということで、復帰のプログラムを組みながら

今現在そういったことを行っている教員も実際

にはおります。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） ２名の方が休暇され

ているということで、いろいろなことから体調

というか、心の管理とかさまざまあると思いま

す。しっかりそういう勤務状態を本当に丁寧に

改善しながらお願いしたいと思います。 

  先ほど、部活の中で外部指導者という話があ

りまして、部活動の指導員の方の報酬について、

きちんと出るという話を聞いているんですけれ

ども、そういった点は新庄市のほうではどうな

んでしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 これからの部活動指導員

の報酬ということでよろしいでしょうか。 

  まだ報酬というのは国のほうから特には出て

おりません。市町村で定めることになっており

ますが、法律のほうはできてきたんですが、具

体的なガイドラインという部分がまだありませ

ん。今、検討をしているということもあります

し、一番は研修ということがこれから大事にな

ってくるんだろうなと思っております。 

  中学校の先生とお話をさせていただきますと、

やはり顧問としてお任せしていくわけですので、

中学校としては、勝ち負けというよりも、生徒

指導面での部活動ということを非常に考えてお

ります。その中で子供同士のトラブル、あるい

は保護者とのトラブル等も実を言うとございま

す。そういった中での対応というのが果たして

できるんだろうかと、あるいはそういった研修

をしっかり受けて対応していく必要もあるんだ

ろうということで、今後ガイドライン等も含め、

国の動向等もあるいは研究しながら対応してい

く必要があるのかなというふうに思っていると
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ころです。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。本当に働き方改革を早急にお願いしたいと

思います。 

  次に、認知症の予防健診と認知症の簡易チェ

ックサイトの導入について、先ほど市長より前

向きな答弁をいただきましたので、今後導入さ

れるようにお願いしたいと思います。 

  あとは、認知症のサポーターとのかかわりな

どについてお願いしたいと思います。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 認知症

サポーター養成講座を私のほうで担当しており

ますので、お答えさせていただきます。 

  認知症サポーター養成講座でございますけれ

ども、平成21年から実施してございまして、平

成27年からは地域包括支援センターに配置して

おります認知症地域支援員、この方を中心に認

知症サポーター養成講座を定期的に開催してお

ります。これまでの間、1,534名の受講者がい

らっしゃいます。 

  講座の内容としましては、認知症に関する基

礎的な知識とその対応について学ぶものですけ

れども、認知症の方が今後ますますふえてくる

ことが予想される中、認知症に関する知識・理

解を深めた上で、さりげなく自然に手助けする、

そうしたことが一番の援助であるというふうに

考えておりますけれども、そうしたことをわか

っている方々が新庄にたくさんふえてきている

ということでは非常に心強く感じているところ

です。 

  サポーターの方との関連ということでの御質

問でございますけれども、オレンジカフェとい

うのをお聞きになったことがあると思うんです

けれども、認知症のカフェをこの４月から毎月

１回、駅前通りの「ひと休み いっぷく」とい

う場所で、半日コースなんですけれども、毎回、

お茶を飲みながら気軽な雰囲気で認知症につい

て学ぶカフェということで、物忘れで悩んでい

らっしゃる御本人はもちろん、家族の方やそう

いった介護経験を語り合う場にもしたいという

ふうなことで開催してございます。そのオレン

ジカフェのお手伝いとしてサポーターの方々に

御協力をいただいているというところでござい

ます。以上です。 

１１番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

小野周一議長 髙橋富美子君。 

１１番（髙橋富美子議員） わかりました。認知

症サポーターも1,534名と本当にふえてきて頼

もしく思っております。また、オレンジカフェ

にサポーターの方が参加していただきながらと

いうことで、本当に地域としては助かっている

なと思います。 

  本当にこれからますます高齢者がふえ、高齢

者でなく若年性の認知症、また、認知症に関す

る課題はまちづくり、それから人権・権利擁護、

また教育、生活支援など多岐にわたってくると

言われております。本市においてもますます認

知症対策が必要と考えますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

  最後になりますが、新生児聴覚検査の助成に

ついてです。先ほども答弁いただきましたけれ

ども、３歳で初めて聴覚の検査があるというこ

とで、その前に検査を受けていないと３歳にな

ってからでは遅いという話であります。ほとん

どの方が新庄市では受診されているということ

なんですけれども、村山市は、４月から聴覚ス

クリーニングをやったわけです。今まで82％の

方が聴覚検査を受けていたようなんですが、こ

の助成制度が創設されて本当に喜んでいるとい

う話もありました。山形県内でも村山市が初め
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てだと思うんですけれども、この辺もしっかり

また今後検討されるということですので、お願

いしたいと思います。 

  本当に子供は未来の宝です。しっかりとみん

なで守りながら、新庄市の未来を築く子供たち

をともどもに支援をしていきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

小野周一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４２分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党の一員とし

て一般質問を申し上げます。 

  初めに、北朝鮮の弾道ミサイル発射、核実験

の強行などに対して、対話による解決を求める

国際世論に逆らう大変危険な行為として我が党

は厳しく糾弾いたします。そして危機打開のた

めに直ちに北朝鮮とアメリカが直接対話をする

よう求めております。今、アメリカと北朝鮮の

間で、軍事衝突が起こる危険性が最大に高まっ

ています。そこで軍事衝突が起きれば一番深刻

な被害を受けるのは韓国と日本です。日本国民

の命を守るためには、米朝間での直接対話に踏

み出すしかありません。日本の首相としてその

ことをアメリカに説得すべきだと思います。と

ころが安倍内閣は対話を否定し、北朝鮮問題を

専ら軍事拡大と憲法改悪に党略的に利用しよう

という態度です。国民の生命や安全を守ること

に責任を負わず、地域と世界の平和にも逆行す

る許しがたいものではないでしょうか。米朝間

の対話を進めてこそ日本国民の命と安全を守る

ことにつながるのです。 

  さて、本題ですが、第１に、水道料金の引き

下げについてお伺いします。 

  ①として、山形県の水道用水供給事業会計は、

平成24年度以降を見ると毎年10億円を超える純

利益を上げ、特に平成26年度の当年度純利益は

42億5,000万円で、平成24年度を100とした場合、

369.2となる大幅な黒字です。県の受水費引き

下げは可能ではないかと思います。市として県

に対し、受水費の引き下げを求め、水道料金の

引き下げを行うべきと考えますが、いかがでし

ょうか。 

  １番の②として、子育て世帯は毎日洗濯をせ

ざるを得ません。そのために月20立方メートル

から30立方メートル使用となる世帯が少なくあ

りません。20から30立方メートルの使用の場合、

本市は県内でも水道料金は高いほうではないで

しょうか。子育て世帯の負担軽減の立場からも

水道料金の引き下げが必要ではないでしょうか。 

  ③として、生活保護世帯の水道料についてで

す。基本料金免除の考えはないかお尋ねします。 

  仙台市では、水道料金の基本料金と下水道使

用料金の全額が生活保護世帯は免除となってお

ります。新庄市でもこういったことを学んでは

いかがでしょうか。 

  第２の質問は、人手不足解消のために、お伺

いいたします。 

  ①として、看護師不足の問題に対して、さき

に提出した通告書の２の①は間違っておりまし

たので、ここでおわびして訂正させていただき

ます。 

  本市では、今年度、最上８市町村で連携し、

最上地域に居住、就業した場合に奨学金の返済
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を免除する看護師育成修学資金事業を創設しま

した。若者の定着を図り、地域で不足する看護

師を地元で育成しようと看護師養成機関の設置

の準備を進めています。この方針を私たちは積

極的に評価する立場です。さらに、給付制奨学

金の対象人数を大幅にふやすことが地元に残る

可能性をふやせるのではないかと思いますが、

どうお考えでしょうか。 

  ②として、保育士の不足は大変深刻だと思い

ます。市の保育所で臨時保育士の募集を行って

も、ほとんど応募者が見つからないということ

です。保育士の待遇が低いことが原因です。待

遇改善のための施策はどう考えているかお聞か

せください。市の保育士の正規採用をふやすこ

とで、子供にとっても安心な保育環境を保障す

ることになるのではないかと思いますが、いか

がでしょうか。 

  ③として、介護職員の待遇改善のために国へ

の働きかけとともに、市独自の補助が求められ

ているのではないかと思いますが、いかがお考

えでしょうか。総合事業で介護報酬を８割に下

げたことで、引き受ける事業所が減って高齢者

が困っていると聞いております。引き受けた事

業所も、介護職員の手当を減らしたり事業所の

持ち出しとなったりで、事業の存続も厳しくな

っている状況です。もとの介護報酬に戻すべき

ではないでしょうか。 

  ３つ目の質問は、介護保険料滞納によるペナ

ルティー、罰則の改善についてお伺いいたしま

す。 

  ことし76歳の市内に住むＡさんは、現在、月

３万5,000円の年金収入しかなく、２人の子供

の収入では家族の最低限の生活をしていくのに

精いっぱいで、Ａさん（父親）の介護保険料に

回すことができないため、介護保険料を６年間

も滞納してしまいました。保険料を２年以上滞

納すれば介護サービスを受けるのに３割負担し

なくてはなりません。高額介護サービスも停止

になるという罰則も科せられました。Ａさんは

そのため６月は８万549円、７月は７万3,194円

もの請求となりました。利用料を払えば、国保

税も光熱水費も電話料も払えない状況です。利

用料３割負担という罰則は、低所得の方は介護

サービスが必要であっても介護保険の利用はで

きなくなってしまうものです。このような非人

道的な介護保険制度は見直すしかありません。

市は、国に非人道的な罰則の見直しを強く求め

ていくべきではないでしょうか。国に改善を求

め、市では独自に利用料を下げて対応するべき

ではないかと思いますが、どうでしょうか。 

  大きな４つ目の質問ですが、地域農業の守り

手を支援することについてお伺いいたします。 

  ①として、農作業を進めるために大型・大型

特殊・牽引の免許が必要とされているとのこと

です。１つ取るだけでも数十万円かかるようで

す。これがないために農道でも警察に違反とさ

れ、ひどいときは運転免許も剝奪となるケース

もあるということでした。 

  金山町では、この免許を取るため２分の１、

上限10万円の補助をし、支援しています。本市

でも支援する考えはないかお聞かせください。 

  ②として、法人化しているところがあります

が、研修費の補助を使って給料を払えても、社

会保険までは出せないと言っていました。国保

税や国民年金の本人負担は、働く人にとってと

ても厳しいものです。国保税の負担軽減は必要

ではないでしょうか。また、農業法人の経営が

よくなれば、社会保険にも加入できるようにな

るわけで、そのための支援が何かできないか、

お考えをお聞かせください。 

  ③として、「10アール当たり7,500円の直接所

得補償の廃止ではなく継続をしてほしい。でき

れば１万5,000円に復活してほしい。生産費に

見合う米価の保証が何よりも必要だ」、これが

本市の稲作農家の願いです。農業の守り手を支

援する根本だと思います。国に強く求めるべき
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ではないかと思いますが、お考えをお聞かせく

ださい。以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、山形県水道用水供給事業会計に係る

平成26年度の当年度純利益に関して大幅な黒字

との御指摘がありましたが、平成26年度は地方

公営企業会計制度が大幅に見直された年であり、

当年度純利益として計上された42億5,000万円

のうち４分の３に当たる約31億円は、この会計

制度の見直しの影響に伴いこの年度に限り利益

化したものでありますので、制度改正前の数値

とは単純に比較できないものと認識しておりま

す。 

  また、次に受水費の引き下げについてであり

ますが、本市水道事業におきましては、受水費

が事業費用の35％を占めていることから、その

負担軽減を図るべく、平成30年度からの受水費

改定に向けて県企業局と協議を重ねてまいりま

した。昨年10月には、最上広域水道受水団体の

３市町の首長及び議会議長の連名により、県及

び県企業局に対し受水費軽減に係る要望書を提

出したところであります。また、県企業局にお

きましても、受水費算定の基礎となる総括原価

の抑制、低減の取り組みを行ったところであり

ます。 

  今後、県議会９月定例会に山形県水道用水料

金条例の改正議案が上程され、審議される見込

みと聞いておりますので、具体的な金額等につ

いて現時点では答弁を控えさせていただきます

が、来年度からの５年間につきましては受水費

が引き下げられるであろうという見通しを持っ

ております。 

  次に、子育て世帯の負担軽減としての水道料

金の引き下げに関する質問でありますが、子育

て世帯に対し経済的負担を軽減することにつき

ましては本市においても配慮する必要性を感じ

ており、平成27年３月の料金改定の際も、子育

て世代の標準的な水道使用料帯である11立方メ

ートルから20立方メートルまでについて重点的

に引き下げ、改定を行ったところであります。

その一方で、今後の水道事業の経営を考えます

と、人口減少社会において水需要が減少し、料

金収入の増加が見込めない状況の中で、老朽化

する水道施設の更新などに対応する費用の増加

が見込まれるという実情もあります。 

  水道料金の算定に当たっては、多様な支援制

度を取り入れつつも、事業の効率化をさらに図

りながら、中長期的な視点から時代に即した料

金体系の導入を検討していくべきものと考えて

おります。 

  ３番目の生活保護世帯の水道料の免除に関す

る御質問でありますが、生活保護費の生活扶助

に必要な光熱水費も含まれておりますので、現

時点で水道料金を免除する考えはございません。 

  次に、看護師確保対策について、市では平成

25年度より、新庄市ふるさと人材確保事業にお

いて、看護学生への奨学金制度を開始しました。

本年３月22日には、管内８市町村と最上広域市

町村圏事務組合による看護師育成最上地域修学

資金制度に関する協定を締結し、協定に沿って

新庄市看護師等修学資金貸与制度を運用してお

り、６月に２名の奨学生の募集を行いました。

月額５万円を無利子で貸与し、卒業後、返還猶

予期間10年の中で５年以上、最上地域に居住、

就労した場合は全額返還を免除する制度であり

ます。 

  また、あわせて看護師養成機関の設置も進め

ております。管内高校生看護師養成機関への進

学は毎年30名ほどですが、地元への定着率は低

い状況にございます。県内看護師養成機関の就

職状況を見ますと、地元にある看護師養成機関

での育成が地元への就業定着につながっており
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ますので、財政的な負担も生じますが、設置に

向けて取り組んでまいります。 

  今後、さらに医療、福祉分野における看護師

の需要は増加しますので、最上地域保健医療対

策協議会の事業として取り組んでいる地元出身

看護学生地域医療研修会や、小中高校生への動

機づけ学習会の実施も含め多面的な対策を講じ、

相乗効果により看護師確保が推進されるよう取

り組んでまいります。 

  次に、保育士の待遇改善のための施策につい

てお答えさせていただきます。 

  当市の保育施設におきましては、公立保育所

２所のほか、民間立保育所５所、小規模保育施

設５所、認定こども園１所及び認可外保育所５

所において子供たちの保育業務に日々御尽力を

いただいております。 

  子ども・子育て支援制度では、制度に移行し

た保育施設については、子供の健やかな成長の

ために適切な環境がひとしく確保されることを

目的として、国・県・市より給付費が支給され

ております。その支給額の内訳といたしまして

は、保育している児童の年齢や人数により定め

られた基本単価のほかに、処遇改善分として、

保育士の経験年数に応じた一定の割合の額を加

算することとされています。 

  なお、そうした制度は、小規模保育所、認定

こども園、新制度に移行している幼稚園につい

ても適用されます。 

  一方、認可外保育施設につきましては、保育

士の処遇改善にかわるものとして、入所児童が

10名以上であり、ゼロ歳児が１名、または１歳

児が２名以上含まれることなどを基本要件とし、

延長保育及び待機児童となった児童を受け入れ

た場合など、施設に県・市より補助金を交付し、

施設の安定経営と保育環境の充実を図っており

ます。 

  また、本市の嘱託保育士につきましては、平

成28年度における報酬月額15万1,500円を平成

29年度には15万2,500円に、日々雇用保育士に

つきましては、日額6,610円を6,660円に引き上

げております。 

  次に、市の正規採用をふやすことについてで

すが、保育士の人数は、保育する児童の年齢、

人数、保育室の面積などにより適正な人数が定

められており、さらに延長保育の時間帯や障害

児保育などを考慮して配置しております。また、

よりよい保育環境の充実のために、本年度、保

育士の募集を行ったところであります。 

  市の保育士の正規採用をふやすことで、子供

たちにとって安心な保育環境を保障することに

なるのではないかという御指摘の点ですが、嘱

託職員は、全員保育士の資格を持っており、保

護者の方々が安心していただけている保育を行

っていると考えております。 

  次に、介護職員の待遇改善についての質問で

ございますが、これまで国では、介護職員処遇

改善加算の創設など改善策を講じているところ

であります。市内のほとんどの事業所がこの加

算算定を反映させた報酬となっており、介護に

従事する職員の賃金が引き上げられているとこ

ろであります。 

  また、総合事業の緩和サービスの報酬につい

てですが、現行相当サービスに対し８割の設定

は、サービス内容の緩和とサービス提供者の資

格要件を緩和したことによるものであります。

資格を持つ職員には身体介護などに専念してい

ただき、同時に、資格のない方を雇用し、介護

度の軽い方の家事援助に従事していただくこと

で、介護の支え手に広がりを持たせることが事

業の目的の一つでもあります。 

  御存じのとおり、介護保険事業は国の制度で

実施しており、公費と保険料を財源として賄っ

ており、介護報酬の増額は利用者が支払う料金

や介護保険料の増額につながるという課題がご

ざいますので、制度の趣旨をぜひ御理解いただ

きたいと思っております。 
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  介護保険の給付制限措置につきましては、滞

納期間に応じて３段階の措置がございます。ま

ず、１年以上の滞納では、介護サービス料を全

額自己負担し、申請により市から保険給付分の

９割の払い戻しを受ける償還払いとなり、１年

６カ月以上滞納すると、償還払いになった保険

給付分の一部または全部が滞納分として差し引

かれます。さらに２年以上の滞納では、滞納期

間に応じて通常１割の利用者負担が３割に引き

上げられ、高額介護サービス費などが受けられ

なくなります。 

  給付制限の措置につきましては、給付制限に

関する通知を送付するほか、本人、家族への措

置に関する説明や措置回避のための弁明書提出

の機会を設けております。 

  介護保険料は所得に応じて９段階の設定とな

っており、所得が低い場合は保険料も負担も低

くなる仕組みとなっております。 

  なお、給付困難な方につきましては、分割納

付などの相談に丁寧に応じると同時に、給付制

限の内容についても周知し、必要なときに安心

してサービスが受けられるよう、保険料納付と

制度の案内を行ってまいります。 

  次に、農林関連事業の資格取得支援事業につ

いての御質問でありますが、近年の農業機械の

大型化に伴い、一部の農業機械で公道を走行す

るに当たっては大型特殊免許や牽引免許の取得

が必要になってきている状況にあります。 

  また、林業についても、車両系林業機械を使

う業務に従事する場合、所定の特別教育を受け

ることが義務づけられております。 

  こうした資格・免許の取得に対する市の補助

についてですが、基本的には公道を走行するた

めの免許の取得に対する補助は現在考えており

ません。 

  次に、農の雇用についてでありますが、農業

法人等が就農希望者を新たに雇用して実施する

研修に対して、年間最大120万円、最長２年間

支援する国の制度であります。当市においては

平成24年度から28年度までの間に９経営体が事

業採択され、21名の雇用・就農が確保されたと

ころであり、農業技術や経営、ノウハウの習得

につながったものと考えております。 

  また、この事業を実施する農業法人などの条

件として、雇用保険、労働者災害補償保険の社

会保険に加入させることや、法人にあっては厚

生年金保険、健康保険に加入させることとなっ

ており、事業を実施する事業主や加入者の責務

と考えており、市独自の補助は考えておりませ

ん。 

  続きまして、米の直接支払交付金の廃止につ

いては、農林水産省の新たな農業・農村政策の

一環として、諸外国との生産条件の格差から生

じる不利益がなく、構造改革にそぐわない面が

あることから、平成26年産から単価を10アール

当たり7,500円とし、平成29年産までの時限措

置としているところであります。 

  山形県市長会といたしましては、要望事項と

して、廃止される米の直接支払交付金の財源を

活用し、地域の裁量で活用可能な産地交付金の

拡充や稲作農業者の生産コスト低減に資する取

り組みを支援する事業の創設など、水田・農業

関連施策の充実を図ることを決議しており、今

後の動向を注視している状況でありますが、こ

れからも水田農業を支援するための要望等を続

けていく所存であります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧な答え、ありがと

うございました。 

  最初に、水道料金の引き下げの問題について、

市長も含めて関係者の、受水費軽減の要望を行

ってきて、県議会で改正議案が出されてきてい

るという積極的な方向になっていることに、皆

さんの御協力、活動のおかげだとありがたく思
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った次第です。 

  次に、再質問ですが、消費税抜きの県内13市

の水道料金の比較では、10立方メートルの場合

は10位、15立方メートルでは４位、20立方メー

トルでは３位、そして実は30立方メートルにな

りますと断トツの第１位の最高に高い料金にな

ります。 

  市内に住んでいる子供６人に夫婦という御家

族がありますが、水道使用量が月44立方メート

ルから50立方メートルになるようです。消費税

抜きでの水道料金が１万919円から１万2,600円

です。消費税を含めた上下水道料金になります

と月２万円から２万3,300円ともなってまいり

ます。 

  家族が多い、特に子供が多い世帯は、比例し

て水道料金が高くなる状況です。30立方メート

ル以上を使用の世帯の水道料金が県内で最高の

新庄市となっております。子育てに優しいとこ

れで言えるのか、市長のお考えをお伺いいたし

ます。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

小野周一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 新庄市の水道料金の体系

につきましては、水量が少ないと県内でも安い

ほうですが、水道量が多くなると料金も高くな

ると、そういった従量制という体系をとってお

ります。 

  それで、平成27年の値下げにつきましては、

子供の数等を調査いたしまして、一番数が多い

２人から３人という世帯を対象にいたしまして、

11から20立方メートルの水道料金を値下げした

ところであります。ただ、限られた収入の中で、

子供が５人、６人と多いところまで全てをカバ

ーするというふうなことはなかなか難しいとこ

ろでありますので、平均的なところでの子供の

数というようなことを考えまして、そういった

ことで子育て世代に配慮しているということで

そういった料金にしておりますので、よろしく

お願いいたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 一応子育てに優しい新

庄市を目指しているわけですので、そして子供

を産んでいただいている御夫婦には本当に市を

挙げて応援しなければいけないという、これは

市民全体の共通認識でもあると思いますので、

子供が多くて水道料金が高くなっている世帯が

あるということを認識していただきまして、ど

うか下げられないか。30立方メートル以上が13

市で断トツ最高ですから、そこ以降の、家庭料

金ですから、引き下げできないか、内部でお話

し合いなどをお願いできないかというところで

す。 

  次に、生活保護受給世帯の方の場合ですが、

受給前の水道料金の滞納分を請求されている方

がおられます。生活保護費には借金返済分はな

いと思います。毎月の生活に必要な最低限の金

額しか受給していないと思いますが、どうです

か。 

奥山茂樹上下水道課長 議長、奥山茂樹。 

小野周一議長 上下水道課長奥山茂樹君。 

奥山茂樹上下水道課長 収入が少なくて水道料金

を滞納している方につきましては、納入計画書

を提出していただきまして、収入状況を勘案し

ながら分割で納めてもらうようにしております

ので、過度な徴収にならないように、その辺は

使用者の方と相談しながら納入してもらうよう

に努めているところであります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 税務課長にお聞きした

いんですけれども、生活保護を受給世帯の方に、

国保税などが受給前に滞納があった場合、支払

い義務は、生活保護受給になってからは義務は

ないと思うんですが、どうですか。 

松坂聡士税務課長 議長、松坂聡士。 
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小野周一議長 税務課長松坂聡士君。 

松坂聡士税務課長 生活保護の受給以前のものに

ついては、これは支払いを行っていただくとい

うふうなことになります。ただし、その後につ

いては減免措置等ございます。そのような形で

生活保護につきましてはその都度、成人福祉課

と担当課といろいろ情報を共有してございます。

以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 成人福祉課長にお聞き

したいんですが、生活保護世帯の場合は、その

月に必要な最低限の金額しか受給されていない

と思いますが、どうですか。生活費が逼迫した

から生活保護受給となったと思います。どうで

すか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 生活保

護費の中でどのように積算しているかというふ

うなことになるかと思うんですけれども、最低

生活費の基準という部分については国の基準に

照らし合わせて行っております。先ほど水道課

長からの答弁にもありましたとおり、水道光熱

費に関しては生活扶助費に含まれておりますの

で、御理解いただければなというふうに思いま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 生活保護を受給する

方々の多くは、生活費が逼迫したから、本当に

どうやって暮らしたらいいかわからないほど追

い詰められた方々が生活保護受給をお願いする

ことに至った。そのときには、やはり国保税が

払えなかったり、水道料が滞納になったり、本

当に厳しい状況に追い込まれて生活保護にお願

いし、そうかというふうになった方が少なくな

いと思いますので、そういう方々の状況を勘案

して、水道や国保税については、その前のもの

は支払い請求は抑えるべきでないかなと私は思

いますので、検討をお願いしたいということで

とどめておきます。 

  次に、２番目の人手不足解決のためにという

ことで、地元で看護師になりたいと希望する高

校生が今たくさんおられます。しかし、当市の

給付制奨学金の枠が年２人ということです。こ

の枠を大幅にふやし、希望する高校生に応えら

れるようにできないかと思いますが、どうでし

ょうか。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 議長、荒川正

一。 

小野周一議長 教育次長兼教育総務課長荒川正一

君。 

荒川正一教育次長兼教育総務課長 奨学金看護師

ということで、８市町村協調して今年度から最

上８市町村一斉に始めたものでございます。看

護師不足というようなことがありまして構造的

に今後も少し続くだろうというようなこともあ

ります。その不足のためにこの奨学金制度だけ

で担うことはできないわけでしょうけれども、

今後の拡充策につきましては、協調している市

町村の中でまた協議を行いながら詰めていける

課題の一つかなというふうに思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今の高校生が地元に残

りたい、しかし２人の枠ではな、みたいな感じ

で、そこに入れるかなとすごく不安に思ってい

る方がおられますので、希望する方々になるべ

く早く応えられる枠があるよと、希望をかなえ

てやれるように努力していただきたいというふ

うに思います。 

  次に、保育士のことについて、市の保育士の

うち正職員の数と嘱託職員の数についてどうな
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っているのかお願いします。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

滝口英憲。 

小野周一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長滝

口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 正職の

保育士とそれから嘱託職員の保育士ということ

でございます。 

  人数ですけれども、公立保育所、ただいま２

所ございます。その２所で正職の保育士が18名、

嘱託職員の保育士が23名となってございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 正職員の保育士をふや

すということが私は大事だと思います。嘱託職

員を正採用にしていくことで安定した保育の保

障となるのではないかと思いますが、どうでし

ょうか。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

滝口英憲。 

小野周一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長滝

口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 嘱託職

員を正職員にということでございます。 

  先ほど市長の答弁にもございましたが、現在

の体制で子供たちにとって安心な保育環境を保

障するというふうなことで取り組んでおります。

当然将来の子供のといいますか、保育の需要な

ども見積もっていくというか、見通しを立てて

いかなければなりませんので、現在、嘱託職員

を正職員にというふうなことは考えてございま

せん。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 嘱託職員でずっと勤め

られるわけではないんじゃないかと私は聞いて

おりますが、ずっと嘱託職員で続けられるのか、

人の人生を決めることですし、そこで安定した

仕事としてやっていけるかどうかというのは、

新庄市に住む人の生活にかかわる重要なことだ

と思うんですけれども、嘱託職員がずっと働き

続けることができるのか、そのことを教えてく

ださい。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 嘱託職員については、資格の

必要ない事務補助的な業務につきましては５年、

それから有資格の業務については７年というこ

とで、保育士の皆さんについては７年というこ

とでお願いしてございます。 

  ただ、業務の必要上、募集をかけてもなかな

か集まらないとかそういった場合については、

期間を延長することができるというふうに規定

してございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 資格があって働いてい

る方が７年でやめねばならないとなれば、この

地域に住み続け、結婚し、子育てを行うという

展望が持てるのかということになると思います。

私は、やはり正採用にすることによって、この

地域で結婚したり子供を持ったりできる、若者

に希望のあるそういう仕事、安定して働ける場

をふやすという立場で、そういう職員をこそ私

たちは必要だと思うし、市の人口の問題や若者

への安定した仕事ということを考えたときに、

７年で切るということではいかがなものかと思

うんですが、どうですか。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 これまで行財政改革を実行し、

財政の健全化を図るというふうな視点から、平

成17年度から本格的に始まったいわゆる行政事

務の効率化と正規職員の削減ということでこれ

まで努めてきたわけでございます。 

  また、少子化が進む中でどのような変化を遂
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げていくのか、あるいは民間との競合等もござ

います。そんなことから、また市役所でも働い

てみたいというふうないわゆる参入の機会を確

保するという意味も含めまして、このような経

過で来てございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 人口減少とかというと

きに、子供を産んでほしいとよく言われますけ

れども、若い女性の安定した仕事の場を確保す

る、このことがやはり女性が将来的に安心して

子供を産めるような環境が整う重要な観点でな

いかなと思うんです。そういう意味で、使い捨

てでいいわけではない、使い捨てをやられたら

やはり厳しいというか、将来の展望を持てない

若者がふえていくことになりますので、そうで

なくて、山形県では正採用職員をふやす話を進

めているということも聞いていますし、それと

あわせて市の保育士の正採用化を広げられない

か、ぜひ検討をお願いしたいと思いますが、答

えられればお願いします。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 現在、公立保育所は２所体制

で経営してございますが、民間との競合とかあ

るいは保育現場としてのモデルというふうなこ

ともございます。 

  正規職員につきましては、それぞれクラスの

担任は当然正規職員でカバーしていきたいと思

っていますし、嘱託職員についてはサブ的リー

ダーという形で協力していただくという体制で

当面は進めていきたいというふうに考えてござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） できるだけ保育士の正

採用をふやせないかということをぜひ検討して

いただきたいということでやめたいと思います。 

  ３の、介護保険料滞納による罰則の改善につ

いてですが、制度上、市が独自に利用料を下げ

て対応することはできないという旨だったよう

に思います。 

  こうした非人道的な罰則を改めるよう、また

は最低でも自治体の裁量で解除することを認め

るよう国に物申すべきではないかと考えますが、

その点についてはどうでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 介護保

険制度の財源の半分は40歳以上の市民全体の保

険料で賄っております。制度を維持していく上

でも、そして被保険者の公平性といった観点か

らも、こういった制限については御理解をいた

だきたいというふうに考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 保険料だけでやってい

る制度ではないと思います。社会保障として国

の補助があり、それで、その補助が少なくなっ

てきたことから制度が維持しにくくなったり保

険料が上がっているという問題があるんだと思

います。そして利用もできなくさせられている。

特に低所得の方がこのように罰則によって必要

な介護を受けられなくなっていく、こういう制

度をそのままにしていいのかということなんで

す。どうですか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議員お

っしゃることは、制度自体に問題があるんじゃ

ないかというふうな御意見でありますけれども、

今、給付の制限を受けていらっしゃる世帯の状
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況でございますけれども、給付制限の対象とな

っている１号被保険者の方は３名でございます。

１名の方につきましては、本来望ましくない事

例でございますけれども、念のために申請をす

るというふうなことでサービスの利用に至って

いない方でございます。もう一人の方は、保険

料の未納期間が１年半ということで、弁明書を

提出していただきまして、そういった特別な事

情にあるというふうな判断のもと１割負担とな

っています。滞納期間が２年以上で３割負担と

なっている方はお一人ということになっており

ます。 

  保険料の滞納期間というか、保険料を納め忘

れたり納めないことで、介護サービスが必要に

なったときに初めて給付制限という現実が立ち

はだかることになります。そうした事態になら

ないよう、これからは介護保険料の仕組みとと

もに、滞納による給付制限の周知についても積

極的にお伝えしていかなければならないなとい

うふうに感じております。よろしくお願いしま

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国保の場合などは、国

保税滞納になって資格証となるという罰則があ

りますが、それでも本人が医者に行きたいんだ

というふうに市役所などの窓口に言えば直ちに

短期保険証を出すという形で、普通の方と同じ

く医者にかかれるような仕組みがあります。と

ころが、介護保険はこのようになっていない。

まさに介護の利用ができなくなるという状態で

ありまして、国保以上にひどい、非人道的な制

度になっているという問題は立場、市長会など

を通じて認識していただいて、要望をやってい

く必要があるんじゃないかなと私は思いますの

で、検討をお願いしたいと思います。 

  次に、地域農業の守り手を支援するというこ

とについてです。 

  残念ながら、免許を取るための補助は一切考

えていないということですが、新しく農業をや

りたいという方、あるいは高齢者になってやっ

てみようかなという方など、こういう方も含め

て地域農業の守り手をふやすということを考え

たら、牽引とか大型特殊とか、普通取らないよ

うな免許を取ることが必要になるわけで、金山

町のこういう支援というのはありがたいことだ

と思うんですけれども、それについて考えはな

いか、もう一度お願いします。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 新規就農者でありますとか、

定年を迎えて農業につく方もいらっしゃいます

けれども、そういう方がトラクターを運転する

ということはあると思いますけれども、大型特

殊のレベルまではなかなか行かないのかなとい

うふうには考えております。 

  トラクターの特に大型特殊の農耕用の免許に

つきましては、やはり８万ぐらいはかかるとい

うふうなことでございます。それで今年度から

山形県立農林大学校で、６月の中旬ですけれど

も、８日間の受講を受け付けております。これ

につきましては受講料が1,000円ということで

破格の安さでございます。これにつきまして、

利用されている方もいらっしゃいますし、今回

農業だより、それから集まり等で御案内申し上

げたところでございます。来年以降もやられる

というふうなことですので、こういった機会を

利用していただきまして、交通違反というふう

なことがないような形にしていただければとい

うふうに考えているところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういうのを広げてい

ただけるようにお願いしたいと思います。 

  次に、経営所得安定対策の交付金、10アール

当たり7,500円を加えた粗収入は、全国でマイ
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ナス1,977円という数字がありました。これは

2016年３月10日公表の政府統計によるものです。

米の概算金が生産費を下回っている現状です。

赤字で米を出荷していることは現在明らかです。

経営所得安定対策の交付金で赤字を少し埋めて

いるのに来年は廃止されると。これでは米づく

りは続けられないという皆さんから声が上げら

れているように思います。地域創生どころか地

域崩壊ではないかと私は感じています。経営所

得安定対策の継続、復活、市長はこれにかわる

ものの要望もということをやっていますが、そ

ういうことと。 

  それから、生産者米価ということでは、１俵

２万円を保障することを求める運動もあります。

そうなれば新庄市の農家収入は市として33億円

もふえることになります。これは大きな波及効

果があるものだと思います。そういう意味で地

域の農業を守るために、米価の保障と経営所得

安定対策の継続を求めるべきではないかと思い

ますが、再度お願いいたします。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 米の直接支払交付金につきま

しては、いわゆる所得補償というふうな形で始

められたところがございますけれども、５年前

から、平成29年度に廃止するというところは決

まってございます。構造改革というところが一

番大きいかというふうに思います。いわゆる米

をつくるんであれば大規模農家、それから米以

外の作物に転換するというところを政策的に誘

導していくということもございますし、経済論

理の中でやっていくというふうな自主的なとこ

ろがございます。当然生産調整は続けていかな

いと、やはり価格というものは維持できないの

かなというふうに考えているところでございま

す。 

小野周一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４３分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１７番小嶋冨弥議員登壇） 

１７番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまでございま

す。 

  今定例会議会３番目に質問いたします議席番

号17番、起新の会の小嶋冨弥であります。お昼

休みなどでいささか眠気が催される時間帯と思

いますが、気を引き締めて質問してまいりたい

と存じますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

  平和であると思われていた我が国の安全が脅

かされています。北朝鮮の瀬戸際外交のとばっ

ちりを受けて、先月の29日早朝６時２分、Ｊア

ラートが携帯等に入り、テレビ・ラジオでもミ

サイル発射の対応の警戒を呼びかける事態とな

りました。しかし、当市の防災行政無線の自動

放送がないことは大きな課題ではないのでしょ

うか。これでは何のための設備なのか疑わざる

を得ません。議会開催の冒頭でおわびがありま

したが、再発防止には万全を期していただきた

いと思います。 

  前段は短くとの申し合いもありますので、通

告の順に従いまして質問をしたいと思います。 

  まず初めに、地域活性化についてであります。 

  山形県では2020年東京オリンピック・パラリ

ンピックを交流人口拡大や地域活性化につなげ

ようと、去る７月19日、県庁にて、県内20市町
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村と県の各部局、県スポーツ振興21世紀協会な

ど、60人が参加した県内自治体間の連携強化を

目的にした連絡会議の初会合が開かれました。 

  村山市でのブルガリア新体操代表チームが事

前合宿の事例などを参考に、大会後を見据えた

地域の将来設計のあり方などを考察、県では本

年度テーマ別の会合を二、三カ月に１度のペー

スで重ね、事前合宿の誘致などつなげようとし

ております。 

  大会に参加する海外の選手などと自治体の交

流を促すホストタウン構想は、第４次登録まで

行われ、本県の累計登録件数は11件、対象国・

地域は13、これは都道府県別ではともに全国ト

ップになります。県内13市で登録していないの

は尾花沢市と新庄市であります。県ではさらに

市町村と連携し、登録をふやしたいとの考えが

あります。 

  そこで、ホストタウンについて市としての考

え、これらの取り組みはいかがなのかお聞きい

たすものであります。このホストタウン制度に

は既に全国251の自治体が登録しており、アス

リートの交流、訪日客の誘致や国際人材育成に

つながると期待されております。御答弁のほど

をよろしくお願いいたします。 

  次に、学校教育について質問をいたします。 

  異常とも言われることしの夏でしたが、既に

学校の夏休みも終わり、新学期が始まりました。

今般、この夏休みについてお聞きいたすもので

あります。 

  今、全国の公立小中学校では、夏休みを短縮

する動きが広がっております。新学習指導要領

の実施に備えて、授業日数を確保したり、学期

中の１日当たりの授業時間を減らし、とかく残

業時間の多いとされる教員の負担を軽減するこ

とができるのも狙いの一つだと言われておりま

す。しかし、保護者の中には、勉強以外の体験

をさせたいと反対の意見も根強いと思います。 

  静岡県の吉田町は、来年度から町立の小中学

校の夏休みを従来の24日間から16日間にする方

針をことしの２月に表明いたしました。狙いの

一つは教員の過重労働の解消。吉田町では昨年

４月からことし１月の中学校の先生の月平均残

業時間は90.1時間、過労死のリスクが高まる目

安とされる月80時間を大きく上回っているのが

現状だそうです。定時勤務の午前８時から午後

４時半まではほとんど授業、部活の指導。授業

準備、事務作業などは放課後にならざるを得な

いのが実態であります。 

  そして2020年度からは、完全実施の新学習指

導要領に従えば、英語学習の拡充に小学校３年

から年間授業時間は35時間ふえるため、教員の

さらなる負担が心配されます。夏休みの短縮で

授業日数をふやすかわりに１日当たりの授業時

間を減らし、午前授業のみを週２回設け、６時

間授業を廃止。残業が前提だった教員の働き方

を考え、余裕を持って授業準備ができ、児童生

徒の授業の質の高い指導ができると言われてお

ります。 

  夏休み等は教育委員会で定めることができる

わけであります。教育も大胆な改革が必要です。

夏休みの短縮のメリット・デメリットはどうな

のか、また、教育委員会ではこれらをどのよう

に捉えておるのか見解をお伺いするものであり

ます。 

  発言事項の３番目を質問いたします。 

  さきに行われました南東北高校総体、バドミ

ントン競技についてであります。 

  新庄市においては、昭和47年の全国インター

ハイ開催以来、45年ぶりに高校総体の全国大会

が開催されました。 

  会場の市体育館は、御承知のごとく耐震工事

とあわせ、屋根の改修で結露が発生し、このこ

とについては議会でも議論となりました。市民

からも不安の声が寄せられ、関係者からも、本

大会に支障を来すのではないかとの心配もされ

ましたが、数回の工事を経て解消に至り、安堵
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したところであります。 

  全国総体のバドミントン競技の成功に向け、

市でも実行委員会を設置、体育館の環境整備を

図り、インターハイの成功に向け万全の運営を

なされたものと思います。 

  ７月29日の市文化会館での開会式に続き、最

終日の８月３日は、東山体育館で個人戦の男女

の準決勝、決勝が行われました。個人戦女子ダ

ブルス、男子シングルスの決勝戦は東山体育館

よりＮＨＫのＢＳでライブされ、全国放送され

ました。北は北海道、南は沖縄から多くの選手、

関係者が参りました。久しぶりの大きな大会の

評価と総括をお聞きいたすものでございます。 

  また、これらを期しての今後の市のスポーツ

振興についてはどのように図られるのかお尋ね

いたすものでございます。 

  次に、発言事項の４番目についてお伺いいた

します。当市最大行事の一つである新庄まつり

についてであります。 

  今定例会冒頭に市長より行政報告がありまし

た。大勢の人出があったというようなことでご

ざいます。本年はユネスコ無形文化遺産登録さ

れて初のお祭りであり、マスコミ等の注目も高

まり、テレビのＰＲ、キャンペーン等、主催者、

関係機関の方々の運営の準備には大変な御苦労

を重ねられたことと御推察申し上げます。 

  踏まえて、８月24日は昼より線状降水帯のゲ

リラ豪雨に遭い、山車の運行が誰しもできない

のではないかと思ったが、山車連盟の若連の運

行決断はまさしく「断じて行えば鬼神も之を避

く」、まさにこのことが宵まつりの時間帯に晴

れたことではないでしょうか。市民の思いが天

に届いたと思います。 

  これらを含め、55万人の人出で閉じた新庄ま

つり、我々の宝であるこのお祭りが長く市民か

ら愛され、そしてこの祭りが百年も二百年も続

けていかれる思いを込めまして、ことしの祭り

の評価と総括をお伺いするものであります。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきますが、質問４番目、新庄

まつり以外については教育長の答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、新庄まつりの評価と総括の御質問で

ありますが、本９月定例会初日に、このたびの

新庄まつりの行政報告をいたしましたが、市内

外から多くの方々が来訪され、ユネスコ登録元

年を迎えたことしの新庄まつりが事故もなく成

功裏に終えましたこと、改めて関係各位に感謝

申し上げます。 

  御承知のとおり、ことしの新庄まつりは開催

前より不安定な天候が続いておりました。その

ため宵まつり前日の23日の夜に神輿渡御行列実

行委員会、山車連盟、囃子連盟の祭り３団体と

新庄まつり実行委員会事務局が参集し、以前か

ら実行委員会で整備しておりました雨天時の対

応要領を踏まえ、雨天時の意思決定ルートの詳

細について再度確認を行ったところであります。

その結果、宵まつり当日の午後３時には各行事

の実施決定を行うことができ、依然として雨が

降り続く中でも迅速な判断が下せたものと考え

ております。 

  ユネスコ効果による観覧者増加への対応につ

きましては、祭り期間中、最も多くの人出が見

込まれる24日の宵まつりにおいて、山車行列の

コース変更により、駅前ロータリー付近を新た

な観覧場所として確保し、さらには灯入式会場

を南本町交差点から中央通り交差点へ移動する

とともに、山車行列出発前に南本町、北本町通

りと大町通りで宵まつりでは初めてとなる飾り

山車を実施いたしました。ここ数年来、南本町

交差点における観客誘導が懸案事項となってい

ましたが、この対応によって滞留する観覧者を
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分散させることができたものと考えております。 

  また、宵まつりへの対策に加えて、新庄まつ

りの原点である25日の本まつりへの集客を推進

すべく、ユネスコ登録記念事業として、アビエ

ススタンド指定観覧席の無料化などを行ったと

ころ、アビエス内はほぼ満席の状態となりまし

た。 

  さらに、26日の後まつりでの飾り山車につき

ましても、各若連が趣向を凝らした観客への山

車見どころ解説やはやし体験などが行われ、山

車行列とはまた違った形での祭りの楽しみ方を

提供でき、新庄まつりの新たなファンの獲得に

つながっているようであります。 

  今後も祭り期間中の３日間、全てにおいて山

車と祭りばやしが一体となって観客を魅了し、

常ににぎわいのある３日間となるよう、さらに

取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

  次に、警備態勢につきましては、ユネスコ効

果による観客増加を想定し、実行委員会負担金

を増額して、警備会社によるガードマンの増員

と市職員を増員して対応いたしました。さらに、

宵まつりのコース変更による山車行列の遅延防

止と山車運行の安全確保のため、警備に当たる

山車連盟理事も大幅に増員するとともに、新庄

警察署からは全面的な協力態勢のもと、署員の

大幅な増員をいただきました。これによって、

懸念された駅前通りでの山車の滞留は発生せず、

例年同様、スムーズで安全な山車運行を実施す

ることができました。 

  また、県立新庄病院及び最上広域消防本部の

連携協力のもと、アビエス内と祭り本部に医療

救護所を設置し、観覧者等に不慮の事故が発生

した際の準備態勢を整えました。 

  ことしの新庄まつりほど天候の変化に一喜一

憂した年はなかったものと思いますが、全ての

行事が滞りなく実施され、人出も過去最高を記

録するなど、ユネスコ登録元年にふさわしい新

庄まつりだったと思っております。特に24日の

お昼ごろからのどしゃ降りの状態から灯入式、

山車行列の開始時間に合わせるかのように奇跡

的とも言えるほど雨がやんだことは、ユネスコ

登録初年度の新庄まつりを必ずや成功させると

いう市民一人一人の熱い思いが結実したものと

確信しております。 

  また、このユネスコ登録で、先人が築き上げ

てきた新庄まつりの伝統文化を絶やすことなく

後世に受け継いでいくことの責務がより鮮明と

なりました。市といたしましても、このことを

新庄まつり振興の根幹に据え、新庄まつり実行

委員会の支援を通じ、市民の皆様とともに新庄

まつりの発展に取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、今後とも御支援のほどよろしく

お願い申し上げまして、評価と総括とさせてい

ただきます。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

小野周一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 まず、ホストタウンにつきまし

ては、本県においてはただいま議員がおっしゃ

ったとおりの状況でございます。 

  本市といたしましては、これまで海外のボラ

ンティア事業や民間の国際交流事業によって縁

があったカンボジアを対象国の一つとして検討

してきたところでございますが、受け入れ協議

や今後の交流などで課題もあり、選定までには

至っていない状況にあります。 

  他の自治体では、相手国と継続した国際交流

があったり、競技団体同士の交流があったりす

る国のホストタウンとして登録されることが多

いという現状から、インバウンド事業において

交流のある国や、これまでの歴史から市に特徴

的な競技にかかわる国を相手国にするなど、選

択肢をふやして検討していきたいと思います。

今後、2020年の東京オリンピック開催まで、第

５次、第６次登録と続いてまいりますので、市

としてもこれまでの取り組みに何らかのかかわ

りを持っていきたいと考えております。 
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  また、ホストタウンの推進だけでなく、東京

オリンピック・パラリンピックを契機としてさ

まざまな文化的なプログラムも計画されている

とのことであり、市を世界に発信する好機とし

てさまざまな取り組みの機会を逃さないよう、

積極的に情報収集に努めながら対処してまいり

たいと考えております。 

  次に、学校教育についてですが、夏休み短縮

のメリット及びデメリットということですが、

まずメリットとしては、授業日数をふやすこと

により１日の勤務が平準化するということはあ

ると思います。しかしながら、デメリットを考

えますと非常に大きなものがあると考えていま

す。 

  まず、教員の立場から考えますと、夏休み中

も教員はずっと休んでいるわけではありません。

ふだん、なかなかできない事務的な仕事や成績

処理、用具や教材の整理、教材研究などをして

います。また、夏休み中にさまざまな研修会に

参加し、スキルアップを図っております。今後、

学習指導要領が変わり、常に新しい教育内容や

スタイルが求められますので、そういったこと

に対応する研修をしています。夏休みが極端に

短くなればこういったことができなくなります

ので、その研修をするとすれば、授業日に研修

を行ったり事務的な仕事を行ったりすることに

なりますので、その分、日常的な仕事がふえる

ことになります。 

  また、子供の立場から考えていく必要があり

ます。夏休みは子供にとっては大切な期間と考

えます。夏休みにしかできない体験がたくさん

ありますし、体験することで、子供たちが育つ

部分も非常に大きいと考えます。例えば長期の

キャンプに参加したり、祖父母の家に泊まりに

行ったり、親戚のいとこと遊んだり、地域の活

動に参加したり、子供会行事に参加したりとい

ったことがあります。子供たちの体験不足も指

摘されております。さまざまな自然体験、日ご

ろできない本物体験を大いにする期間であると

考えます。 

  また、子供の安全面から考えても危険が生じ

ます。体育館やグラウンドでは熱中症が心配さ

れます。もしかすると子供たちが教室から出な

いという状況も考えられます。登下校は、午後

２時ごろに下校になりますと、長い距離を歩く

子供の熱中症や体調が心配されます。 

  このようなさまざまな観点から考えていく必

要があると考えています。 

  今後、さまざまな取り組みも研究しながら、

どのような形がよいのか、対応策を研究してま

いりたいと思いますが、現在のところ教育委員

会としては夏休みの大幅短縮までは考えていな

いところです。 

  最後に、南東北高校総体（バドミントン）大

会の総括についてですが、インターハイは、高

等学校教育の一環として技能向上とスポーツ精

神の高揚を図るとともに、健全な青少年育成を

目的として開催されるものであります。 

  本市のほか、鶴岡市、尾花沢市の３市を会場

に開催されたバドミントン競技については、本

市では昭和47年以来２回目の開催となり、全国

177校から男女合わせて選手監督ら1,216名、観

客延べ人数１万5,000人ほどが本県を訪れまし

た。 

  バドミントン競技大会の開催に当たっては、

県内の高等学校から教員を中心に446名が競技

運営役員をし、889名の高校生補助員が運営に

当たり、高校生スポーツ最大の祭典をみずから

の手でつくり上げ、達成感を共有することがで

きました。 

  バドミントン競技の開会式は市民文化会館を

会場に開催され、大会参加者のみならず保護者

も、選手関係者も入場、観覧できるよう、館内

別室に中継用のスクリーンやフロアにモニター

を設置し、パブリックビューイングの環境整備

に努めました。 
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  競技運営においては、仮設の空調設備を設置

し、ストレスのない試合進行と応援のための環

境づくりに努め、大会参加者、関係者より大変

好評を得たところであります。 

  輸送関係についても、各市とも最寄り駅から

競技会場、または会場地間にシャトルバス等を

手配し、交通アクセスの不便さの解消にも努め

ました。 

  また、応援に来られた方々も含め、バドミン

トン競技に係る延べ5,000人ものお客様が新庄

最上管内のホテル・旅館に宿泊されたほか、市

内の飲食業者からは、インターハイ関係者で大

変にぎわったとお聞きしました。お土産なども、

新庄最上の物産を取り扱う業者からは、大会期

間中、売り上げが大幅に伸びたと聞いており、

短期間とはいえ大きな経済効果があったものと

考えております。 

  そのほか、大会参加者に対して、ふるさと歴

史センターの無料観覧を実施したり、大会会場

において冷たいそばやアスパラ、畑ナスの漬物

等、地域の特産物の振る舞いを行うなど、大会

参加者も含め、全国から訪れた方々をおもてな

しの心で温かくお迎えし、本市の豊かな自然や

歴史、食などの魅力を全国に発信することがで

きました。 

  全国の高校からトップレベルの選手が集まる

大会であり、この地域からも多数の小中学生が

会場を訪れ、子供たちにとってもよい刺激にな

ったと思います。このようなことから、本大会

を契機に、ジュニア期から競技力向上を図り、

全国・世界で活躍する選手の育成を目指すとと

もに、市民の競技力向上とスポーツへの理解を

深めていただくために、新庄ハーフマラソン大

会や各種全国規模の大会を開催するなどして、

市全体で盛り上げながらスポーツ振興を推進し

てまいりたいと考えております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 御答弁いただきました。

ありがとうございます。 

  それでは、まず市長が最初報告ございました

お祭りの件から再質問をしたいと思います。 

  本当に事故がなくできたということは、本当

に皆さんの努力、新庄市の心が一つになった証

拠だと思いますけれども、ユネスコの人出を予

想してコースを変更したわけです。灯入式が大

正町になった。その模様を見ますと、まつり実

行委員会の判断でしょうけれども、市民、議会

の代表の議長が灯入式、手締め式に参加がなか

ったと。やはり市民挙げてのお祭りで、なぜ議

長があの席に来なかったのか非常に疑問を感じ

ます。 

  そして、ユネスコ登録になったのは大変喜ば

しいんですけれども、なぜユネスコに登録にな

ったのかということを考えれば、まず初めに国

の重要民俗文化財指定を受けたらいかがですか

というようなことを何回も議会の中で何年もか

けてやってきました。そして国の重要無形民俗

文化財になったから、山鉾連合33で一括でユネ

スコ登録になったわけです。新庄市だけがユネ

スコじゃなくて、一緒になった経過があるわけ

です。ですから、私はやはり市民みんなのお祭

りだから、せめて議長は今までどおり灯入式、

手締め式には参加してもらうことが筋合いでは

ないかと思います。政治色云々という言葉があ

りますけれども、政治色があるないは、やはり

新庄市が予算措置を、この議会の中で予算を、

もう少し補助を上げてくれたらいいんでないか

というようなことで議論しながらやってきてい

るわけでありますので、そういったことを考え

て、やはり市民総参加というようなことで、そ

の辺をもう少し考えねばならないんでないかな

と私は思います。 

  そして、私どもも、以前の議会の会派で立佞

武多祭りとか盛岡のさんさ踊りに行ったんだけ
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れども、皆、市会議員の人たちが率先して先頭

に立っていますよ、議員が。盛岡のさんさ踊り

に行っても、ちゃんと市会議員というパレード

の看板を持って一緒に出ていますよ。それを見

ますと、やはり議会と市民が一体となったお祭

りだなということが観客にもアピールできるん

ですよ。その辺をやはり市民の祭り、祭りと言

う割にないがしろというと言葉は失礼だけれど

も、考える必要があるんでないかなと思いま

す。 

  ひとつ、この辺の判断をまつり委員会の中に、

新庄市も事務局として入っているわけであると

思いますので、いかがでしょうか。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 平成27年にまつり委員会

からまつり実行委員会になりまして、各３団体

がそれぞれ進行部会、行事部会等３つの部会を

もって新庄まつりの進行に直接かかわる者たち

が入っていけるような組織にしていこうという

形になって、ことしで３年目でございます。 

  その中で出てきているものの一つとして、先

ほど小嶋議員、「断じて行えば鬼神も之を避

く」という言葉、ちょうど８月27日の山形新聞

の「談話室」でも同じような言葉を拝見したん

ですけれども、祭りというものは演劇にも似て、

役者と観客が一体となってつくり上げていると

いう評価がここの中であったんですけれども、

ユネスコに向けての長い議論の中で、議員の皆

様方にもぜひアビエスのほうでことしはお迎え

していただきたいというような意見が出て、そ

の部分で討議した結果、このような形になりま

したけれども、今後もそれぞれの団体と話し合

いをする、そして、もう今月には既にそういう

準備も整っておりますので、新庄まつりがまた、

先ほどの評価の中でもいただいたようにすばら

しい祭りになりますように、３団体と意見を交

わしながら検討していきたいと思いますので、

今後とも御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） やはり広い視野に立っ

て、新庄市の祭りはみんなでやるんだというよ

うな心意気を示さないと、特定の俺たちだけや

っているんだなというようなことではいかがか

なと思いますので、ぜひ御検討いただいて。 

  ことしは露店が少ないというような評価が来

ました。この辺と、ことしの新庄まつりの経済

効果は幾らだったかなというようなことと。 

  もう一つ、これは市長にお願いするんだけれ

ども、来年、広域で沖縄に行くというお話を聞

いていました。５年前は最上広域市町村圏で沖

縄のエイサーまつりを呼んで、今度は５年ごと

で行くというような話を伺っています。 

  最上広域同士の、来年で30年という節目の年

になるわけですけれども、広域事業の中で新庄

市の山車が行くわけですので、30年の重みを感

じまして、新庄市の議員の皆さんもひとつ沖縄

のほうに派遣するようにされたらいかがですか

というようなことで、まずお伺いしたいと思い

ます。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 まず、１点目の露店のほ

うですけれども、昨年よりやはり若干少なかっ

たということは否めないと思います。商工会議

所のほうにお聞きしましたところ、例年やはり

250から300の間ぐらいで推移しているというこ

とですけれども、他の祭りの開催とか曜日の関

係でこれは増減するんですけれども、ことしは

確かに少なかったという話を伺っております。 

  今後も他のお祭り、曜日の並びとかそういっ

たことで変化はするものと思いますけれども、

露店も大きな魅力の一つだと思っておりますの

で、そういったところ、安全・安心、そして、
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ことしはごみ袋を設置するなど露店に協力いた

だいておりますので、呼びかけながらにぎわい

づくりのほうをしていきたいと思っております。 

  また、経済効果につきましては昨年も、こと

しでしたか、お答えしたかと思うんですけれど

も、大体我々としては新庄まつり２日間で内外

合わせて二十五、六億の経済効果があるんでは

ないかなとにらんでいるところでございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 広域のお話をされたわけですけれ

ども、ここで、はい、わかりましたとはいかな

い状況であります。また、それを出し、応援す

ると、大義名分といいますか筋の通った理屈を

つけないと、物見遊山ではないかというような

ことに市民の批評が立つおそれもありますので、

議会あるいは市民の総意の中で応援すべきだろ

うという、そういう筋道が立った場合において

は考えるべきかなというふうに思っております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） はい、ありがとうござ

います。ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  それでは、オリ・パラについての地域活性化

についてお願いします。 

  ７月、県の部局と20市町村で行った連絡会議

に新庄市は参加しましたか。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 はい、参加しております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） その感触はいかがでし

ょうか。13市で新庄と尾花沢がないというよう

なことなんですけれども、その感触はどのよう

におとりになりましたか。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 ７月の会議については代

理で参加させていただいておりますが、実際の

感触というような形になりますが、会議の内容

については、実際にはこのたびの村山市の事例

という形で発表があったというようなことで、

その中で村山市は経過の中で、ざっくりですけ

れども、まずはホストタウンありきで話が進ん

でいったと。実際につてとか何もない中でブル

ガリアという部分で始まったと。その中でいわ

ゆる体操の部分で、逆に地元の高校に体操部が

ありますので、それを要はマッチングさせてい

ただいて、なおかつ、協力できる部分であって

は、企業のつながりを逆に働きかけやっていっ

たということで、ただ、このたびの会議の中で

も、当然県としても前担当者もおられたという

ようなこともあって、まず県は全国的にもトッ

プだということもありますので、今後とも各市

町村、ぜひ手を挙げていただきたいということ

で、これから５次、６次と続きますけれども、

その部分については前向きな検討をお願いした

いというようなことで終わったと聞いておりま

す。以上です。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 教育長の答弁を伺いま

したけれども、積極的でないみたいな気がしま

すね。南陽の場合は、南陽出身の人がバルバド

スという国の誘致をしたと。 

  いろいろ私なりに調べてみますと、もし誘致

する意欲があれば、狙い目は、南アフリカの

方々がなかなかオファーが来なくて、南アフリ

カ関係あたりを呼ぶと呼びやすいというような

こともありますし、せっかく47インターハイで

バドミントンをしたんだから、バドミントンで

も呼んだらいいんでないですか。東南アジア、

バドミントン強いですよ。台湾は横手とかもう

誘致決まっていますけれども、インドネシアと
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かインドとか、結構バドミントン、東南アジア

強いですよ。教育長、いかがですか。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 先ほどの教育長答弁にも

あったとおりなんでございますが、実際にこれ

まで国際交流事業、またはボランティア事業を

介した形で、カンボジアという形で選択肢の一

つとして今まで検討してきたというようなこと

でありますが、ただ、今、議員おっしゃられた

南アフリカであったり東南アジアであったり、

ましてや、このたびの47インターハイ以降、ま

た、インターハイでバドミントン競技というこ

とで実際に新庄市が力を入れている部分でもあ

りますので、その辺については今後選択肢をふ

やしながら、こちらのホストタウンあるいはそ

の他の文化的なプログラム支援のいわゆるカル

チュラル・オリンピアードとかそういった部分

には、当然2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックについては56年ぶりの大会ということ

もありますので、半世紀に１回というようなこ

ともありますので、東京だけがオリンピックを

やっているんじゃないという部分では当然考え

ていきたいと、何らかの形で新庄市としてもや

っていくんだという気持ちは変わりないと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） ぜひひとつ、県の県民

文化スポーツ課でも、東京だけでない、地域の

盛り上がりが期待できると、トップ選手との交

流で地域のよさも再発見できると期待しておる

というようなことでございますので、13市のう

ち新庄だけが何もないなんていうのは、いかが

ですか、本当に。やる気があればできると思う

んです。 

  そして、これは国からもお金が来るんですよ

ね。いろいろなケースがあるそうです。自前の

ところの競技場を使えば来るとか、民間を使え

ば何とかかんとかって、その辺は行政マン、皆

さんの頑張りがないとできないんです。やっぱ

り最終的には皆さん行政の頑張る力を示す機会

だと思いますので、ひとつ頑張ってもらいたい

なとお願いいたします。これは私だけでなく、

恐らく多くの市民も望んでいることです。国際

的人材を育てる意味でもね。 

  それでは、夏休みの短縮について。全国的な

流れから私質問させていただいて、教育長の答

弁では、メリットよりもデメリットのほうがあ

るような御答弁でございますけれども、大分県

の日田市では全校にエアコンを入れたそうです。

本来、夏休みは暑いから休んでというような意

味だそうですけれども、先ほどの髙橋富美子議

員からも、先生方の過重労働が大変だと。過重

労働の軽減を図るためにやるようなことでいか

なければならないわけですので、ＯＥＣＤの加

盟国の中で日本の教育、授業が、これは2014年

の統計なんですけれども、201日、フランスで

は162日、ドイツは193日と、日本の日数が多い

ということで、ちなみに新庄市では授業日数と

いうのは何日でしょうか。わかりますか。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 新庄市では、今年度は

208日で設定しております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） やはり日数が208、

2014年の統計ですけれども、日本の平均よりも

多いということで、この前も学力テストの結果

が発表になりましたね。山形県が伸び悩み、吉

村知事も遺憾というようなことでやっています

けれども、恐らく当市の結果が、もう出ている

と思います。あえてここでは聞きませんけれど

も、山形県と同じような傾向でないんですか。 

  平成28年の11月の先生方の時間外が、先ほど
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の答弁で小学校の先生方が9.5時間、中学校で

16.7時間、そのほか持ち帰りが、小学校の先生

が4.5時間、中学校の先生が1.7時間と。非常に

大変だ。80日以上を超えていることになるんで

しょう。だったら、新しい教育指導要領で35時

間もふえるんだったら、どこでそのあれを消化

するんでしょう、夏休みを短縮しなければ。す

るには、教室にエアコンを入れて、そして先生

方のゆとりをつけてやることか必要じゃないん

ですか。エアコンだって、国から公立学校の空

調設備については、大規模改修事業の中で学校

施設環境改善交付金で補助、３分の１対象にな

りますよ。そういう制度があるんです。この対

象施設は、児童生徒及び教職員が使用する全て

の部屋、空調の設備に関する経費及びその工事

関係補助金対象になるので、利用したほうがい

いんじゃないですかというようなことがあるん

です、やはり。 

  それで、エアコンも今さまざまあって、各教

室に１個だけでなくて、ハイブリッド空調とい

うようなことで、ガスエアコンと電気モーター

と組み合わせるエアコン設備ができるんです。 

  あともう一つ、荒川課長、今、明倫中学校や

るんだけれども、屋根のトタンも涼しくなるト

タンがあるんですよ。暑くなくなるトタン。今

度そういうのをやはり、恐らく業者はわかって

いると思うんだけれども、新しい学校とか塗り

かえするときはそういうものをやって環境整備

をやって、先生方の過重労働を減らして、先生

方がいい環境で育ててやらないと、子供たちの

学力にも当然伸びがないと思うんですよね。ぜ

ひそういったことで、エアコンつけるか、つけ

ないかで不毛的な議論になっていますけれども、

そんなことじゃだめです。やっぱりやらなけれ

ばだめですよ、やるものは、と私は思いますの

で、ぜひ御検討願いたいと思います。 

  あと、インターハイの件で御答弁いただきま

した。大変評判がよくてよかったです。空調も、

心配されましたけれども、尾花沢、鶴岡の小真

木の空調はだめだったと、新庄の空調がよかっ

たと。 

  あと、観客ですね、土足で入られて見たとい

うようなことで、非常に新庄市では団体戦は１

回戦、２回戦かな、あとは鶴岡だと言ったけれ

ども、関係者から聞くと非常に盛り上がってう

るさいくらいだったというようなことでありま

して、競技する方々も非常によかったというこ

とでありました。 

  あと、おもてなしですね。私もちょっとお邪

魔したんだけれども、あのおもてなし、誰考え

たの。大変よかったなと。教育委員会が考えた

んですか。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 大変ありがとうございま

す。 

  おもてなしの部分については、うちのほうの

農林課と私どもと両方で案を出し合いながら考

えたところでございます。 

  実際には７月30日、初日については冷やしぶ

っかけそばということで500食。それから８月

１日がアスパラの一本漬けを300本。８月２日

は地元の畑ナスの漬物ということで300食。そ

れから最終日の３日が、同じく冷やしぶっかけ

そばを300食、くじらもちも100食ほど提供させ

ていただいたところでございます。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

小野周一議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） やはり庁内の職員の連

携が功を奏したというようなことで、縄張り争

いはないと思いますけれども、そういったこと

をお互いに横の連絡をして、新庄市に来てよか

ったと、大変好評だったということは本当に市

の職員も初め、お祭りですけれども、職員の皆

さんも本当に一生懸命お祭りを通して、インタ

ーハイを通して頑張ったことに敬意を表しまし
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て、終わります。 

  御清聴ありがとうございました。 

小野周一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、小関 淳君。 

   （４番小関 淳議員登壇） 

４ 番（小関 淳議員） 穆清会の小関でござい

ます。 

  先月、ユネスコ登録後、初めての新庄まつり

が盛大に開催されましたが、関係者と市民の頑

張りで、私としては恐らく一生忘れることがで

きないほどの感動をもらいました。その祭りに

ついての質問は後ほどさせてもらいます。 

  それでは、通告書どおり、最初の市民サービ

スを担う職員体制の充実について質問をさせて

いただきます。 

  私はこれまでの一般質問で、何度か職員研修

の充実や職場環境の充実、そして職員のメンタ

ルヘルスなどに関連した質問をしてまいりまし

た。 

  市長も、これまでできる得る限りの改善に取

り組んできているとは思います。しかし、なぜ

私がこのような確認をし続けるかといいますと、

それは市政を担う職員の皆さんが、市民の暮ら

しのさまざまなニーズや課題に対してより的確

に対応し、市民からさらに信頼される存在にな

っていただきたいからでございます。それは全

ての施策の充実につながり、市民福祉の向上に

つながっていくと考えるからです。そのために

は、どうしても職員の働く環境をよくしていく

必要があるということでこの質問となったわけ

でございます。 

  市長には、ぜひ、さまざまな形態で働いてい

る職員の皆さんが先に希望の持てる答弁をお願

いしたいと思います。 

  国の通知を受け、平成17年から全国の自治体

で行政改革が本格的に始まり、職員の定員管理

の適正化、財政の健全化などが進められてきま

した。皆様御存じのとおりでございます。それ

により、新庄市は平成17年度に約380人ほどい

た正職員数は、今年度は287人となっています。 

  その間、社会は目まぐるしく変化し、市民の

ニーズ、課題も複雑化・多様化してまいりまし

た。児童・高齢者福祉などの国や県とともに進

める支援制度への体制づくりや、経年劣化が進

む道路や橋を含めた公共施設を限られた予算の

中でどうしていくかなど、取り組むべき業務は

多岐にわたり、ますますこれから増大し続けて

いくというのが現状ではないでしょうか。 

  それらの業務を正職員とともに支えているの

が嘱託職員・日々雇用職員などの非正規の職員

153人でございます。そのほか指定管理者制度

のもとで、体育館や市民文化会館などの施設で

は59名のスタッフが大切な市民サービスを担っ

ています。もちろん、事務補助として頑張って

いる方も各課にいらっしゃいます。中には市民

と直接かかわり、私から見れば重要な役割を担

っている方々もいます。 

  例を挙げますと、福祉関係では、先ほどもあ

りましたが、保育士、母子・父子自立支援員兼

婦人相談員、家庭児童相談員、適正医療専門員、

介護認定専門員などなど、それらの業務を嘱託

職員、あるいは日々雇用職員の皆さんが担って

います。ほかに、暮らし全体の困り事に対応す

る市民生活相談員、教育関係では不登校などの

相談を受け相手をする教育相談員などが現場の
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最前線で市民が抱える問題に熱心に対応してい

ます。そのような方々のマンパワーは、市民に

とって非常に重要なものとなっているのではな

いでしょうか。 

  しかし、残念ながらその方々の雇用契約は期

限つきで、いつ雇いどめになるかわからないと

いうのが現状のようです。市長としては、当然、

職員の定数管理、あとは人件費抑制などを考え

ていかなければならないので、相当の熟慮が必

要とは思います。しかし、新庄市の行政の役割

を担うチーム新庄の一員として、より一層市民

福祉に貢献してもらうためにも、嘱託職員や

日々雇用職員などの皆さんのその業務に応じた

処遇の改善は必要ではないでしょうか。 

  そこで、現在まで処遇などについてはどのよ

うな改善、見直しがなされてきたのでしょうか。

また、今後どのようにして職員体制を充実させ、

市民福祉の向上につなげていこうとしているの

か聞かせてください。 

  まずはこれが最初の質問でございます。よろ

しくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

   （山尾順紀市長登壇） 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、一問一答方式による小

関議員の質問にお答えさせていただきます。 

  市民サービスを担う職員体制の充実について

ということでありますが、議員のお話にありま

すとおり、平成29年度の正職員の数は287人と

なり、10年前の平成19年と比べましても80人近

く減少しております。これは健全な財政運営を

進める上で、また平成17年に国から示された地

方公共団体における行政改革の推進のための新

たな指針を受け、本市においても組織のスリム

化と効率化を進め、適正な職員数を管理しつつ、

民間活力の導入を積極的に進め、行政サービス

の水準を維持していくとしております。 

  しかしながら、新庄市まちづくり総合計画の

推進に加え、地方創生に向けた戦略的な取り組

みや定住自立圏構想に基づく連携、法制度の改

正の対応など、職員の業務は増大し、多様化し

ております。 

  このような中で、行政サービスの維持、向上

を図るために、正職員のほかに嘱託職員・日々

雇用職員、指定管理者制度における職員を加え

た約500人の職員で市政運営に努めております。

全職員に対するこれらの職員の割合は42％とな

っており、正職員とともに行政事務や施設の維

持管理、技能を伴う労務的な仕事に従事してお

ります。 

  このように新庄市は正職員と嘱託・日々雇用

職員、指定管理者制度の中で雇用している職員

が協力し合い、行政サービスの維持、向上に

日々努めているところであります。 

  嘱託職員・日々雇用職員の処遇につきまして

は、最初に、現在の就業形態でありますが、い

わゆる非常勤職員は地方公務員法に規定されて

おり、その任用を含む雇用期間や１日の勤務時

間など勤務条件は、嘱託職員は新庄市の非常勤

職員取扱要綱に、日々雇用職員は新庄市日々雇

用職員取扱規程に定めております。 

  嘱託職員の報酬は、非常勤職員取扱要綱にお

いて、報酬及び通勤に係る費用の弁償、正規の

勤務時間を超えて勤務を命じられて勤務した場

合の時間外の報酬について定めております。こ

のほか市独自のものとして、常勤に近い職員の

期末手当に類するものとして割り増し報酬を支

給しております。 

  日々雇用職員の賃金は、新庄市日々雇用職員

取扱規程に定めておりますが、年齢と職種によ

って異なっております。 

  福利厚生の面においては、健康保険法、厚生

年金法、雇用保険法に定める社会保険を適用し

ているほか、公務災害補償、通勤災害補償にも

対応しております。また、定期健康診断や婦人

科健診についても、正職員と同様に受診できる
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よう予算措置を行っております。 

  休暇に関しては、年次有給休暇のほか、嘱託

職員の場合は有給の病気休暇と夏季休暇などが

取得可能となっております。また、育児休業を

取得中の嘱託職員もおり、常勤職員でないため

に一定の制限を設けてありますが、仕事と生活

を両立させるための制度を整備しているところ

であります。 

  処遇の改善に関しましては、嘱託・日々雇用

職員の報酬、賃金について、山形県人事委員会

勧告により正職員の給与を増額改定したことに

伴い、平成27年度と平成28年度に増額の改定を

実施しております。 

  また、社会保障や休暇など福利厚生について

も、国が定める制度の改正に応じた改善を実施

しております。 

  これらの雇用条件や待遇に関することは、募

集を行う際にハローワークの募集用紙に明記し

ており、採用の際にも、就労内容や待遇につい

て説明しております。保育職などの専門的な知

識を要する業務に当たる嘱託職員には、募集の

際に業務に必要な資格などを採用の要件として

加えております。 

  また、嘱託・日々雇用職員の中には、経験や

能力を生かし、正職員として市のために働きた

いと希望する方もおられると思います。そうい

う方は市の職員採用試験を受けていただくこと

となりますが、年齢や資格など条件に合致する

方はぜひ挑戦し、合格したときには正規の職員

として市のために力を発揮し、活躍していただ

きたいと考えております。 

  採用後は、新規採用職員として法令や接遇の

研修を受けることとなりますが、嘱託職員とし

て、現在、勤められている方についても、市の

職員として業務を行う上での法令遵守、職務に

対する倫理など、市民からより強く信頼される

よう必要に応じて正職員と同様の研修を受けて

いただいております。 

  今後もこのような形で嘱託職員と日々雇用職

員の処遇改善に努め、職員体制を充実し、業務

を分担、協力しながら住民サービスの向上につ

なげていきたいと考えておりますので、御理解

のほどよろしくお願いします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） ありがとうございまし

た。 

  やっぱり公務を担っている方々というのは、

市民から見れば全員公務員だという認識でいる

と思います。あの人は嘱託で、あの人は日々雇

用なんていうくくりができる市民の方は関係者

ぐらいしかいないと思います。 

  ということで、職員のスキルアップ、職員研

修で正職員の皆さんは一生懸命頑張っていると

思いますけれども、非正規の職員の方々の職員

研修などはどのようになっているんでしょうか。 

  あと、いろいろな資格試験を非常勤の方が受

験したいというときにはどのようなサポートを

やっているのか、わかる範囲で結構ですから、

お答えください。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 職員研修についての質問につ

いては、例えば個人情報保護法に基づく新庄市

の保護条例がございますが、こういった最低限、

本当に守っていただきたいような法令研修とか、

あとは新庄市に今ある課題の研修とかを全職員

を対象として行っております。 

  また、保育士におかれましても、嘱託職員も

含めてその専門研修ということも各保育所のほ

うから派遣されているというふうに認識してご

ざいます。 

  あと、採用試験について……（「資格、いろ

いろな」の声あり）資格ですか。例えば保育士

であれば保育士の資格が当然必要ですし、それ
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から保健師であれば保健師、介護士であれば介

護士というふうなそれぞれの専門の資格を取得

すること、あるいは見込みのあることというふ

うな条件を付して募集をしてございます。以上

です。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 例えば何とか相談員と

いう名前の仕事をしている方々がいらっしゃる

と、それで市民の皆様に対応するにはこういう

資格があったらなとか、そういうふうになって

きたときに受験をされて資格を取られた方もい

ると聞いているんです。そのとき、どのような

サポートみたいなものをしてきたか、あるいは

これからしようかなとか、考えているかという

ことが聞きたかったんですけれども、次の質問

のときにまとめて答えていただければいいです。 

  先ほども最初の質問のところで言いましたけ

れども、保育士も家庭児童相談員も市民生活相

談員も、いろいろな相談員、いろいろな方々が

いらっしゃいますけれども、市長は相談員等々

をどのような存在だと認識しているでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 行政の大事な部分をサポートして

いただいている職員だと認識しております。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 大事な部分をサポート

してくれているという認識でいいですか。はい、

ありがとうございます。だと思うんですね。担

当の方々から聞くと、相談内容がいろいろ多様

化してきているし、非常に深い悩みを持った人

たちも来るということだそうです。そうすると、

相当の経験知と知識と情報、そういうものが職

員の方々には必要になってくると思うんです。 

  ちょっとそれますけれども、成人福祉課長、

家庭児童相談員、婦人相談員などいらっしゃい

ますけれども、どのような感じに思っています

か、相談員の仕事。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

滝口英憲。 

小野周一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長滝

口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 ただい

ま小関議員より、家庭児童相談員、それから母

子・父子自立支援員ということで、私どもの課

に２名嘱託という身分で在籍しております。 

  まず、今、議員おっしゃったように、最近、

相談する事案といいますか、ケースというふう

に私らは呼んでいますけれども、内容が非常に

複雑化してきております。問題が１つだけじゃ

なくて、経済的な問題に児童虐待があったりと

か、それから不登校、家族間の問題とかという

ものが非常に複雑に絡み合ったような問題にな

っています。 

  そういうふうな課題を抱えるお子さんであっ

たりひとり親家庭の方に対しましては、当然各

相談員が接触するわけですけれども、ただ、１

人で行くことも問題になるようなケースもあり

ますので、これは嘱託というふうなことではな

くて、正職員であってもそうだと思いますけれ

ども、そういった場合につきましては正職員に

同行して対応しているというようなことです。 

  ２名の仕事ぶりといいますか、そういうもの

を拝見していますと、相手方というのは正職員

だからとか嘱託だからということではなくて、

本人に親身になってといいますか、寄り添って

相談していただける方に信頼を寄せて、問題の

解決に向けて業務に当たっております。そうい

うようなことから、そういう部分では業務を進

める上で大変助かっているというふうなことで

認識してございます。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 今、課長からお話を聞



- 64 - 

くと、非常に大切な役割を担っているという雰

囲気が伝わってまいりました。 

  そういう専門的な業務であれば、先ほども申

し上げましたが、専門的な知識、経験知、そう

いう部分は市民にとっては本当に有効なんじゃ

ないでしょうか。どうですか。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 やはりケースとして複雑化し

ているような内容が非常に多く、こういったケ

ースについては専門力がないとなかなか対応で

きないということで、資格あるなしもいろいろ

ありますけれども、かなり多岐にわたって相談

員なり専門員を嘱託という形でお仕事していた

だいております。 

  そんな中で、正職員の専門研修はあるんです

が、今後スキルアップのためにいろいろな方法

を考えながら、そういった研修なんかも取り入

れた形で専門の力を出していただけるように検

討してまいりたいと思います。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） わかりましたけれども、

先ほどはある方の質問の答弁の中で、臨時の職

員は５年、７年、専門的な知識・資格を持って

いる方は７年という期限が、１年ずつ嘱託の場

合は任用しているんだと思いますけれども、そ

んなに大切な業務を担っているのであれば、な

ぜ５年、７年という期限を切らなければならな

いのか、そこを説明してください。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 総務省の通達の中で、こうい

った臨時的な職員あるいは嘱託職員について、

限りなく勤められるような、そういった任用方

法はまずいというふうな通達がありまして、そ

の中で市として日々雇用職員・嘱託職員の運用

規程でもってこういった期限を一応定めさせて

いただいて、基本的には１年更新ということで

条件を提示して、本人が次年度も働けるという

ことであれば、そこで雇用契約というふうにな

ります。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 総務省からの指導の中

でそういうふうにすべきだという内容があった

ということでやっているということですね。そ

れもわかります。わかりますけれども、柔軟な

任用方法、先ほど５年、７年と区切っていまし

たけれども、もう少し、要するに、サービスと

いう表現でいいのかはわかりませんけれども、

市民が相談に行っているのはなぜかというと、

何とか助けてほしいから行くわけですよね。助

けてほしい人をなるべく手助けしてあげるのが

相談員だったりするわけですよね。そうすると、

そこで、ある日突然じゃないと思いますけれど

も、７年だからばつんとか、５年だからばつん

だというと、今度は市民のサービスのほうに非

常にまずい状態が生まれるんじゃないかと思っ

て私は確認をさせてもらっているんですが、５

年、７年というところに柔軟性を今後持たせる

ことはできませんか。 

齋藤彰淑総務課長 議長、齋藤彰淑。 

小野周一議長 総務課長齋藤彰淑君。 

齋藤彰淑総務課長 先ほどの総務省の通達では、

一般職の非常勤職員については、任期を限った

任用を繰り返すことで、事実上、任期の定めの

ない常勤職員と同様の勤務形態を適用させるよ

うなことは避けるべきという通達を受けながら

も、こういう５年、７年の縛りをとっていると

ころでございます。 

  しかしながら、公務の運営に著しい支障が生

じると認められるような場合については、もう

１年更新ということでお願いする場合もござい

ますし、先ほど子育て推進課長の例にもありま

したように、いわゆる正規職員と複数でタッグ
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を組んで当たるということもありますので、そ

の辺は嘱託職員がかわられるときに市民サービ

スが低下しないようにシームレスにつないでい

くのが当然正規職員の仕事でもありますので、

そういった対応をとりながら進めてまいりたい

と思います。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） わかりました。こうい

う質問をしようと、しなければならないと思っ

てから、いろいろな資料、本とか雑誌とか、地

方自治法とか労働基準法とかさまざま目を通さ

せていただきましたけれども、非常に難しいと

いうのが本音でございます。でも、担当省庁か

らの通知とか、あるいは他の自治体の例に倣っ

てとかと、そういうやり方もあると思いますけ

れども、最終的には市民の相談にどう応じてい

くか、そこだと思うので、ぜひ何とか柔軟に考

えていただいて、市民のことを思って――思っ

ていらっしゃると思いますけれども、対応して

いただけないかと思います。よろしくお願いし

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市民を思う小関議員の、十二分に

お伺いしましたが、過去の事例の中で、同じ嘱

託職員・日々雇用職員がいて、５年を超えてな

ぜあの方だけが採用されているんだという市民

の大きな疑問が大変寄せられた時期もございま

す。 

  それから、嘱託職員７年というふうな、ある

程度の新庄市の目安として、総務課長が言った

ように、特に必要な職員にとってはそこは柔軟

的に、本当に必要だという合理的な、周りが認

める場合には場所を変えながらということも実

際にはあるわけなんですけれども、日々雇用職

員が長過ぎるということは、職員の異動時間か

ら見ると長過ぎてしまうということで、そこに

別の権力が生じてしまうというおそれがあるん

です。 

  ですから、例えば入札等云々どうのこうの言

ったときに、確かに議員がおっしゃるように福

祉相談であるとか、そういうふうな大事な部分

もありますけれども、また別の帳簿管理とか、

そういう場面も出てくる嘱託職員も出てくる。

そうした場合に一律に行政としては扱わざるを

得ないというのが一つの目安の５年、７年だと

いうこともぜひ御理解いただきたいと思います。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 市長がおっしゃること

も十分わかります。ただ、やはりパワーバラン

スというか、それが崩れてくるとか、なぜあの

人だけ長く任用するんだとかということに対し

ては、明確に市民に対して説明ができれば私は

柔軟に対応できると思うので、その辺も考えて

対応していただければと思います。 

  大分時間がなくなってきたので、新庄まつり

のところに入りたいと思います。 

  冒頭にも少し触れましたが、ことしの新庄ま

つりは、やっぱりすばらしい祭りだなと心から

思えるものでございました。主催者が発表した

55万人の方々も存分に酔いしれた祭りであった

のではないかと思います。 

  私も24日に宵まつりに引き手として参加させ

てもらいましたが、駅前通りには、今まで見た

こともない光景が広がっておりました。海原の

ような人並みがはるか先まで続いて、その誰も

が華やかな山車とはやしの音色に陶酔し切って

いるように私には見えました。先ほど小嶋議員

の質問にもありましたが、その山車は、巡行開

始前後のどしゃ降りの雨でスタートがおくれた

ものの、ほぼ予定どおりに運行しました。それ

は運営側の的確な判断と各若連への指示、全体

を冷静に運営した結果ではないかと感じました。

これに対し最大の敬意と感謝の気持ちを表した
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いと思います。 

  しかし、より市民が誇れるようなすばらしい

祭りにしていくためには何点かの確認をしなく

てはなりません。 

  まず、６月定例会の一般質問の新庄まつりの

受け入れ態勢について、どのような部分を改善

したか確認させてください。特に臨時トイレを

女性が利用しやすいような設置レイアウトにす

る配慮はしたか。また、ごみ回収ボックスの設

置など、期間中の美化作業等についてはどうだ

ったか。さらに、露天商の美化協力などに関し

て、改善した点とそれぞれの成果はどのような

ものだったか。 

  そして、最後に、これから先、今回のような

悪天候のまま、祭り巡行が中止となった場合、

若連の貴重な財源となる花もらいができなくな

ります。そうなると、それまでにかかった制作

経費などを若連が背負うことになります。これ

は各町内の若連の財布の状況にもよると思いま

すが、そうなると考えられます。そこで、市長

はどのような支援策を考えているのでしょうか。 

  さらに、今後新庄まつりが誇り高き地元の祭

りとして、また、長くユネスコ無形文化遺産の

祭りとしていくにはどのようにしていきたいの

か聞かせていただきたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、新庄まつりの受け入れ

態勢の確認ということでありますので、私のほ

うから答弁させていただきます。 

  ユネスコ登録後初めての新庄まつりの開催と

いうことで、観覧数が相当ふえるだろうと、警

察の予想では２割ふえるだろうと。そうします

と60万人ということになるわけですけれども、

そういうふうな全国的な集計の中からユネスコ

登録後の祭りが大体２割ふえているという情報

が逆に警察から教えられたところであります。

それなども重ねながら、実行委員会でいろいろ

と受け入れ態勢の確保を進めてきたところであ

ります。 

  先ほどもありましたトイレにつきましては、

仮設トイレを24基設置しまして、商店街連合会

との連携によるトイレ協力店30店舗とふえてお

ります。 

  女性用の仮設トイレについては、レイアウト

変更やパーティションの設置等について実行委

員会でお伝えしたところですが、防犯上の理由

や、逆にわかりづらくなるのではないかという

ことで、女性は仮設トイレよりはトイレ協力店

のほうが利用しやすいとの意見もあり、女性に

ついてはトイレ協力店を積極的に利用していた

だくことを重点に置き、トイレマップを例年の

２倍以上作成して配布させていただいたところ

であります。 

  さらに、ごみ対応につきましては、まつり委

員会でごみ箱６カ所を設置し、随時回収しまし

た。ことしは初めて各露店にもごみ袋等を設置

し、他の露店のごみも回収できるよう、商工会

議所から258の露店に要請しましたところ、初

めての試みでありますが、依頼した露店全体で

の対応とはなりませんでしたが、かなりの露店

の皆さんが協力していただいたということで、

観光客からは、ごみ箱を探す手間がなく、大変

便利と好評をいただきました。 

  また、トスネットという、今回安全確認のた

めに360度定点観測できるところの業界の方が

自主的に定点観測をＧＯＳＡＬＯｎと南本町と

新庄駅東口、私との会話の中では、これだけご

みがないきれいなお祭りは大変珍しいというよ

うな高評価を得たところでございます。 

  そういうようなことを随時重ねながら、今回

のまつり実行委員会、来られた方に喜んでいた

だくというような視点でさまざまな工夫をした

こと、さらに今後、反省等を踏まえて、来年度

にもさらに喜んでいただけるような回収方法を

考えていきたいというふうに考えております。 
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  最後の、悪天候により祭りが中止になった、

若連の財源への影響でありますが、ことし既に

８月24日の悪天候で花もらいができなかったと

いうような状況もお聞きしております。貴重な

財源であるということは間違いありませんが、

本市におきましても若連の負担金を増額してお

りますので、その辺はどこまで、全てを祭りが

行政でやれるかということは議論しなければい

けないところかというふうに思いますが、市民

運動として、その期間だけではなく、もう既に

制作の段階からお祭りの寄附をもらえると、終

わってももらえると――終わってからはいかが

かと思うんですが、始まる前の数日からお花も

らいが順次できますよというような市民全体の

雰囲気づくりがあれば、天候によらずにできる

のかなと。しかし、お祭りを見せてくれないと

上げないという、そこは逆の市民運動の展開な

のかなというふうに思いますが、花もらいにつ

きましても、実行委員会あるいは各団体に行き

ますと子供たちのいい学習の場でもあるという

ようなことも聞いています。行政がどこまで支

援できるかについては、ある程度限界がありま

すので、全てをするということはできないとい

うこともお答えさせていただきます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） ありがとうございまし

た。臨時トイレ、細々としたところで申しわけ

ないんですけれども、そういう防犯上の理由も

あったのかということは改めて気づかされまし

た。ただ、防犯上の理由があるからといって、

扉をあけたら真正面ににぎやかな通りがあった

というのは、男性でもなかなか厳しいのかなと

思います。 

  あと、トイレに関してですけれども、協力店

30店舗、先ほど市長がおっしゃった。その中に、

観光客の方にだと思いますけれども、お貸しし

たと。お貸しして、その後にトイレが故障して

しまったと。どうしてくれるんだと。でも、私

に言われてもと返したんですけれども、やっぱ

りそういうことが。 

  私、もと本屋をしていたときにも、新庄まつ

りのときに、そんな協力店とかと言っていませ

んけれども、困って来られた方にはトイレをお

貸し、そういうこともあります。そうしたら、

若い方でしたけれども、トイレットペーパーを

便器に並々と押し詰めて帰っていかれたという

私の経験もありますし、祭りが終わってから聞

いた商店主の方、ぱっとすると水が出る何とい

うんですか、レバーが壊されてしまったという

話も聞きました。協力店、お願いしますという

ことを言っているんであれば、何かそういうふ

うな際に対応するとか、そういうふうなことは

考えていないんでしょうか。 

  あと、いろいろなことでこれから協力店をお

願いしたいというケースが出てくると思います

けれども、その後の聞き取り調査とかをして実

態をつかんで、次の年に対応していくというか

改善していくみたいな方向性はお持ちでないん

でしょうか。その辺、お願いします。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 まず、トイレ協力店につ

きましてですが、トイレ協力店は、新庄まつり

実行委員会が設立された平成27年から始まりま

した。平成26年まではゼロ件です。新庄まつり

実行委員会のほうには当然商店会連合会のほう

が加入しております。それで、そちらを通じて

新庄まつり受け入れ態勢の御協力等をお願いし

ているということで、ことし３年目であります

けれども、今言ったようなお話のことも実行委

員会を通じて委員である商店会連合会のほうに

は、議会の中でお話があるということを伝えて

いって、まずは会員である商店会連合会のほう

からいろいろと御検討なり御感想をいただきた
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いと思います。 

  ことしの新庄まつりの反省も含めまして、10

月以降、実行委員会も開かれますので、そうい

ったことで、まず商店会連合会といたしても、

またお客さんが自分のお店の中を見ていただけ

るというようなメリットもあるというお話もご

ざいますし、トイレにつきましては、先ほど市

長が申し上げましたように、トイレマップ等を

使って、こちらが協力しているお店ですよとい

う御紹介もしているところでございますので、

ただいまの意見は実行委員会にお伝えしたいと

思います。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） ぜひ伝えていただいて、

来年度、そういうふうな頭を抱えるような協力

店がないようにしていただければと思います。 

  あと、私、本当に今回、総合的に感動させて

もらったんです、祭りの運営を見て。何が一番

も二番もないんですけれども、祭りが終わった

27日のまちをごらんになった方がいっぱいいら

っしゃると思いますけれども、ごみがほとんど

ない、すばらしいなと思いました。いろいろ聞

いてみますと、職員の方々も９時を過ぎるとご

みを拾って回ったと、３日間。27日にはボラン

ティア、新庄中学校を初め中学生、あとはいろ

いろな団体の方々がごみを拾ってくれたそうで

す。去年とおととしと比べると、それこそ天と

地ぐらいの差があったと思います。そういう点

では商店街の一人として非常にありがたいと思

いました。例年であれば店と店の間に缶、食い

かけの食べ物とか、ぼんぼん捨てられていて、

ことしはほぼなかったという状態でございま

す。すばらしいと思いました。来年もこのよう

なきれいな祭りをぜひしていただければと思い

ます。 

  あと、もう一つなんですけれども、特に駅前

の歩道なんですけれども、歩かれた方は目にし

ていると思いますが、露店の方々。露店の方々

も今回協力していただいたということもお聞き

しました。ところが、いまだに真っ黒な油の汚

れが点在しているんですね。そういうふうなも

のを今後というか、今回の祭りのその汚れをど

うするのか。あと、これから一部の露天商の

方々のそういうことに対してはどういうふうに

指導していくのか、そこをちょっと聞かせてく

ださい。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 まずもって今回の新庄ま

つり、実行委員会で行ったごみ対策等につきま

して高評価をいただきましてありがとうござい

ます。 

  露天商のほうには、かなり商工会議所を通じ

て新庄まつり、きれいなまちにしたいというこ

とでお願いしているところですが、やはり一部

そういったことがあったら残念だなと、今お聞

きして思ったところです。 

  これにつきましては、ことしのごみ袋の協力

等もあわせまして、さらに新庄まつりがきれい

になるような形で、露天商のほうには実行委員

会を通じてまたさらに強く要請していければい

いかなと思っています。 

  我々というか、実行委員会で商工会議所や観

光協会も入ってやっているところですけれども、

ごみにつきましては、26日も飾り山車の間に、

ディズニーの魔法のように目立つようなことは

していないんですけれども、本当にすき間、す

き間とかを片づけさせていただいて、24、25日

はどうしてもパレードの準備があってできない

んですが、26日は実行委員の事務局が対応して

ごみ拾い等をさせていただいたところです。そ

ういった形でユネスコ後、今のような評価で迎

えられたということは本当に安堵しているとこ

ろでございます。 

  今後とも皆様の御協力のほう、よろしくお願
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いいたします。 

４ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

小野周一議長 小関 淳君。 

４ 番（小関 淳議員） 本当に協力できるとこ

ろは協力していきたいと思いますので、ぜひ世

界に誇れる新庄まつり、地元の人たちが本当に

誇りに思える新庄まつりにしていただければと

思います。 

  あと、もう一個だけなんですけれども、さっ

きの花もらいのことなんですけれども、前の日

からと市長はおっしゃっていましたけれども、

前の日から花もらいをするということは実際問

題できないと思います。ぜひそうなったときに

柔軟にそれこそ対応していただければいいかな

と思います。 

  そういうことで、今回の質問をこれで終わり

たいと思います。ありがとうございました。 

小野周一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４７分 休憩 

     午後２時５６分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、石川正志君。 

   （１６番石川正志議員登壇） 

１６番（石川正志議員） 起新の会の石川正志で

ございます。 

  それでは、通告書に基づき一般質問をいたし

ますので、よろしくお願いいたします。 

  新庄市においては、今後、市有施設を適正に

維持管理していくためにどうしていくのかとい

うことが検討されています。議会に対しては、

財政規模に応じた施設の総量をある程度縮小し

ていかないと維持できない見込みである旨の説

明をいただいたところであります。 

  このたびは、将来的に減少していくであろう

市発注の事業に関し、できるだけ市内の業者が

受注できるような体制をどう構築していくのか

議論したいと思います。 

  新庄市の指名競争入札に参加するためには、

新庄市財務規則第105条にある資格が必要です。

この資格に係る等級格付は、新庄市建設工事指

名競争入札参加者の格付等に関する規程第３条

にうたわれております。すなわち建設業法第27

条の23に規定する、経営に関する客観的事項の

審査により算出された総合数値に、同規程別表

に掲げる主観的審査事項の評価により算出され

た数値の合計で等級格付がされています。 

  別表１を拝見いたしますと、４番目の事項で

ございます「減点事項」、あるいは５番目の事

項であります「その他」において平成26年に一

部見直しが図られていますが、同規程は新庄市

の現状や将来的展望に立つとまだまだ見直しが

できる余地があるのではないかというふうに感

じております。市内事業者の立場に立ったとき、

現状ではＢやＣランクの方がランクアップを目

指す場合、どこをどのように伸ばしていくべき

か、よりわかりやすい評価の仕方が必要ではな

いかということでございます。 

  例えば別表１の３番目の契約件数ですが、数

値10ポイントを獲得するには、前年度契約件数

で５件以上となっています。順次、10ポイント

から６ポイント、２ポイントとなりますが、現

状に照らし合わせ、ポイントの配分を見直して

はいかがでしょうか。 

  また、先ほど述べましたが、平成26年度に見

直しされた５番目の事項の「その他」ですが、

市道除雪受託事業者が高得点を獲得しています

が、ことし３月になりますが、市長に提出され
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た議会の政策提言にも盛り込まれておりますワ

ークライフバランスに取り組む企業への支援と

いう一環で、定数配分も見直してはいかがでし

ょうか。 

  いずれにしろ、入札に関する制度のさらなる

透明性を担保していく必要があると思いますが、

市長の見解を伺います。 

  次に、同規程第５条、第６条、入札参加範囲

の特例と市外業者選定の特例に規定されている

部分ですが、市外業者が市の事業を落札した過

去３年間の件数をお尋ねいたします。また、今

後、第６条の規定に沿い、市外業者が市と契約

する場合、市内の事業者と連携するような規定

を設けられないのかお伺いいたします。 

  次の大きな項目です。新庄市を代表する最上

公園を初め、市が管理する公園には多くの桜の

木があり、春ともなれば多くの市民が花見を行

い、広く市民の憩いの場となっています。 

  一般的にソメイヨシノの寿命は50年と言われ

ていますが、都市公園の多くの桜は人で言えば

成人病年齢に達していると捉えています。全国

的にも有名な桜の名所となっている弘前公園の

桜ですが、100年を超しても元気に花を咲かせ

ている木もあるとテレビ番組で紹介されていま

した。専門的な知識のある樹木医が桜の状態を

診断し、適切な処置を施しているとのことでし

た。私たち人も、健康で長生きするため１年に

１度は人間ドッグにかかり、体の状態を調べて

おりますが、公園の桜も同様ではないでしょう

か。新庄市の桜を次世代に元気な姿で継承し、

長く市民に愛されていくような取り組みが必要

と思われますが、市長の考えを伺います。 

  平成24年、会派の行政視察でインバウンドの

事業を調査するため、仙北市角館を訪ねました。

新庄市ともゆかりのある場所で、武家屋敷を初

め桜並木で有名なところですが、桜の管理に関

しては、地元住民も参加して実践していたと記

憶しております。 

  樹木医に診断してもらうことが前提ですが、

一般市民でもかかわれる、例えば花が咲いた後

のお礼肥と称する追肥作業などは、市民の力を

かりながら行うことができると考えております。

そこで、このような市民協働の意識を引き出し、

醸成していくことが必要と思いますが、行政と

してどのような働きかけができるのか、また、

していくのかお伺いいたします。 

  最後の大きな項目になります。県道土内五日

町線の仁田山橋修繕工事ですが、復旧するまで

約１年かかるため、現在、市道柏木原仁田山線

及び市道横根山萩野線が迂回路になっています。

新庄市では、交通上の安全性を確保するため、

同路線の改修工事をこれまで行ってきたと承知

しております。 

  さて、これから冬を迎えますが、市長も認識

しているように、１月、２月の厳冬期になれば

この路線は吹雪の常襲地帯です。市内北部にお

いては、これまで吹きだまりなどによる交通障

害を回避し、安全交通を確保するため、市道除

雪を必要に応じ２回以上行ってきました。これ

まで県道土内五日町線を利用していた人たちが

この迂回路を通ることから、より安全交通を確

保するための雪対策が必要と考えられますが、

どのような対策をとられるのかお伺いいたしま

す。 

  答弁、お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄市建設工事指名競争入札参加者の格付等

に関する規程の見直しについての御質問であり

ますが、議員のおっしゃるとおり、この規程は

平成６年９月１日に施行してから、平成23年度

に入札参加の工事等級の区分を、平成26年度に

は別表１の主観的審査事項の見直しを行ってお
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ります。別表１の改正内容といたしましては、

減点事項のうち「入札不調による指名がえ」と

「工事遅延」を削除し、企業の社会貢献や労働

者福祉の向上に対する取り組みを評価対象とし

たほか、そのほかの加点事項として６項目の追

加などを行っており、他市の格付基準や社会情

勢に合わせた見直しを行ってまいりました。 

  今後も入札制度の透明性を確保しつつ、情勢

の変化に対応した見直しを図ってまいりたいと

考えています。 

  議員の提案するワークライフバランスの提供、

あるいは週休３日制、さまざまな今後企業が求

めてある社員へのサービス、そうしたことも加

味される検討の一つかなというふうに思ってお

ります。 

  また、市内の業者が将来展望、Ｂランク、Ｃ

ランクが格付を上げる諸条件については、契約

件数、前年度５件となっておりますが、これに

ついても複数年の件数、入札経過というような

ことも、今後、公共事業が少なくなった場合に

入札件数が少なくなりますので、その辺も検討

の一つかなというふうに考えているところであ

ります。 

  次に、過去３年間に市外業者が落札した件数

についてですが、平成26年度から平成28年度の

建設工事の入札を執行した150件のうち、市外

業者は５件であります。特殊業務がほぼであり

ます。 

  また、市外業者と契約する際、市内業者と連

携するような規定を設けるかとのお尋ねですが、

通常の入札において、市内に本社または営業所

などを有していることを条件としており、先ほ

どの件数からもおわかりいただけるかと思いま

すが、ほとんどの建設工事が市内業者発注とな

っている中、今以上の地元優先は、公平性の観

点からいささか難しいかなと思っているところ

であります。 

  しかしながら、地域経済の活性化及び市内業

者の育成・振興と地域雇用の促進を図ることの

重要性も認識しておりますので、今後とも調査、

研究してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  次に、都市公園の桜の管理についてでありま

すが、本市の都市公園の桜につきましては、地

域の街区公園を初めとして多くの公園に桜の植

栽が行われており、公園の修景を形成する大き

な要素となっております。特に最上公園は、圏

域を代表する桜の名所として、今後もその役割

を担ってまいりたいと考えております。 

  現在、最上公園には約300本の桜があります

が、50年を超えるような老木と思われる桜が、

その４分の１に当たる70本ほど確認しておりま

す。 

  このような状況の中、本年度は最上公園の桜

再生計画の策定に着手しているところでありま

す。具体的には、実績のある樹木医の御指導を

いただき、新しい樹木への更新や生育環境の改

善を図るべき樹木などを定め、計画的な剪定、

追肥などを行うことで、お堀の水面に浮かぶ城

址公園の桜を、多くの観桜客に来ていただける

よう整えてまいりたいと考えております。 

  また、公園の市民協働への取り組みといたし

ましては、現在14の公園において、地元町内会

の皆様の御協力により日常管理をお願いしてお

ります。特に街区公園などにおいては、地域の

声を反映させた樹木の管理、桜の管理が必要に

なるものと考えております。さきの桜再生計画

を契機として、樹木医などによる桜の学習会な

どを通し、より桜への理解を深めていくととも

に、桜管理などについてさらなる市民協働とし

て協力がいただけるよう取り組みを行ってまい

りたいと考えていますので、よろしくお願いい

たします。 

  最後に、橋梁補修工事にかかわる迂回路につ

いての御質問でありますが、御存じのように県

道土内五日町線仁田山橋につきましては、橋桁
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に重大に損傷が確認されたことから、本年４月

24日より全面通行どめの措置がとられておりま

す。このため市道を大きく迂回した対応となり、

県・市が協力しながら迂回路の路面復旧工事等

を追加で実施し、道路利用者にさらなる御不便

をおかけしないよう努めてまいりました。 

  御指摘の冬期安全対策といたしましては、防

雪柵の設置と除排雪態勢の強化により道路交通

の安全を確保してまいりたいと考えています。 

  なお、防雪柵の設置につきましては、県の協

力により最大800メートルの設置が予定されて

おり、具体的な場所等につきましては今後、県、

市、地元役員の皆様と協議を重ねながら検討し

てまいりたいと考えています。 

  また、除排雪態勢の強化につきましては、風

雪時のパトロールを強化し、県道の迂回路とし

ての役割を担うため、適時の除排雪や圧雪処理、

幅出しなどを行い、安全な冬期路面状況を確保

してまいりたいと考えております。 

  現在、仁田山橋の補強工事については、翌年

秋の完成に向け調整中とお聞きしております。

県と連携を密にし、定期的に地元の皆様に対し

て作業情報等についてもお知らせしてまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いいた

しまして、壇上からの答弁とさせていただきま

す。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小野周一議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 非常にわかりやすい答

弁を頂戴したものと思っています。 

  全ての事項において前向きに検討されていく

ということですが、技術的な部分で、第６条で

すか、そこの部分で市外業者に発注されるとき

と地元の業者との連携に関して規程に盛り込む

ということに関しましては、入札の公平性とい

うところからやや難しいなと。ただ、それでも

その分、どんな調査をしていくようになるかわ

かりませんが、調査を開始するということです。 

  規程に盛り込んでしまうとやはり公平性とい

う部分に関しましてはどうかなと、私も同調で

きる部分ではありますが、これは言うべきこと

ではないかもしれませんが、他市の場合、主た

る事業者が市内にあるかないかという部分が非

常に大きな問題になってきますが、私から見ま

すと若干ハードルを上げている市もある中で、

我々もできるだけ地元の方が安心して仕事をす

る機会はふやしていくべきであろうと。まして、

市外の業者が落札するということは、新庄市の

方が技術的にノウハウがないということですか

ら、何とかそこは市の方も少しはかかわれるよ

うな工夫をすべきと私は考えますが、いかがお

考えでしょうか。 

板垣秀男財政課長 議長、板垣秀男。 

小野周一議長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 市外の業者が落札した場合の

市内の業者との連携という部分だと思うんです

が、先ほど市長答弁でもお話ししたとおり、３

カ年で150件のうち５件、市外業者が落札して

ございます。これはコンサルタント業務は含ん

でおりませんが、その５件全てが特殊な技術を

必要とされるものということでこちらは御理解

いただいて、それ以外の通常の工事に関しまし

ては市内業者がとっているというふうにお考え

いただきたいと思います。 

  ただ、やはりどうしても特殊技術が必要とさ

れるもので、市外業者が落とされる場合もある

わけですが、その際、これも市長申し上げたと

おりなんですが、それを市内業者との連携を確

約させるような規定の整備に関しては、九州の

ほうですが、先例も違法であるというようなこ

とで出ておるようですし、さらには入札の公平

性、先ほども申しましたが、それからもしかす

ると見積もり額、そういったところにも影響し

てくるのではないかなというふうに考えてござ

いますので、現在はそこまではなかなかできな

いんだろうなというふうに考えてございます。 
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  ただし、市外業者の方が工事をされる場合に

関しましては、下請の発注ですとか資材の購入、

それから建設機器のレンタル・リース、そうい

ったものに関しましてはこれまでも、内々にで

ございますが、市外業者に対してお願いをして

きたところでもあります。 

  今後につきましても、そういったところを強

化していくことは可能なのかなというふうに考

えますので、御理解をお願いしたいと思います。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小野周一議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 桜の件ですが、桜再生

会ということで、順次計画をしていくんだとい

うことです。 

  このたび我々議会としても市民の皆様と議会

報告会を重ねている中で、若干公園の管理とい

うところで類似する部分の都市整備所管になり

ますが、そういったことと重なっているのかな

という気がいたしました。 

  その中で、今、非常に桜再生会、それから地

元の方、市民との勉強会ということまで踏み込

んだ答弁をいただいたものと思っておりますが、

例えば、これは前振りもなくいきなり教育委員

会に聞くことになりますが、新庄市の子供は、

これまでも単に点数のとれる子供だけではなく

て、思いやりのある子供を育てていくんだとい

う観点から、桜も命のあるものですし、そこを

慈しむと、大切に思う心も、例えば学校の中の

総合的な学習の時間、あるいはＰＴＡの皆様か

らお力をかりながら、親子でそういった部分に

取り組むという観点は私は非常に有効な手段で

あるのかなと。また、子供も直接、市の都市公

園の管理のお手伝いをしているというところを

周りの市民の方が見れば、やはり我々市民とし

ても行政とともに歩んでいける部分が醸成され

るのではないかなというふうに感じております

が、教育委員会としてはいかがお考えでしょう

か。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 石川議員がおっしゃるよ

うに各学校では、新庄市として特色ある学校づ

くりということで、ふるさと学習ということを

推進しております。主に総合的な学習の中で地

域の特色を生かした授業づくり、あるいはそこ

に子供たちがかかわっていくということで、そ

れぞれの地域の特色を出しながら取り組んでい

るところでございます。 

  各学校には年間計画というものがございまし

て、環境教育とかそういったことでもう既に取

り組んでいる教材がございます。そういう中で、

環境教育の中の一環として取り組むということ

はあるんだろうというふうに思いますが、例え

ば何年生、どういう形でというのはその学校の

判断になってくるのかなというふうに思います。 

  また、中学生等のボランティア、先ほども新

庄まつり後のボランティアをしているとか、そ

ういった形で取り組んでいる学校もあります。

ボランティア活動とか、あるいは中学校段階で

の総合的な学習の一環ということもあるんだろ

うというふうに思います。そういったことにつ

いては地域との協働の視点ということからも、

地域からのお願い、あるいは一緒にということ

があれば、その都度、学校で御判断いただくの

かなというふうに思っております。 

  また、ＰＴＡとの協働ということもございま

したので、それについてはＰＴＡの主体になり

ながら、学校と相談していただきながら、いか

に取り組んでいくかということもそれぞれの学

校でお考えいただくということになるかなとい

うふうに思っているところです。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小野周一議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 余りに、想定以上に受

け答えがいいので、時間を大分余すことになり

ますが、最後に１点だけお伺いさせてください。 
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  迂回路について、冬場のということで、今、

市長からも非常に丁寧な答弁をいただきました。

つまり地域柄を生かしたパトロール強化をして、

状態を常に原課として把握していくんだという

旨であったろうと思います。 

  また、防風雪柵に関しても、県の原資でやれ

るもの、地元住民の意向を踏まえてということ

でお願いいたしますが、地吹雪は、実質、私も

地元でありながら非常に予測が困難でございま

して、そのために３月の予算委員会の場でもお

伺いしました。つまり新庄市の降雪状況を確認

するということで、除雪命令が今たしか午前２

時くらいで出るのかなと。ただ、そのもととな

っている観測ポイントが市内においては３カ所

であるということです。 

  先ほどの質問の中でも申し上げましたけれど

も、これまで県道を通っていた方が、新庄市外

の方も含まれると思いますが、今の迂回路を通

ることになるということで、交通量、それから

交通する時間帯も多少幅が広がってきます。そ

のためにも観測点をそこに設置しなさいという

のはいささか乱暴な話ですので、市長の答弁の

中にもありましたけれども、地元の例えば区長

から苦情の電話が入った場合は、私はすぐにで

も対応するべきかと思いますが、いかがお考え

でしょうか。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

小野周一議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 除雪に関しましては、市

内３カ所にセンサーを設置しているのは御存じ

のとおりであります。北部地区については、こ

れまで泉田に設置をしておりました。ことしに

ついてはもう少し北に移動して、降雪情報をも

っと敏感に捉えようかというふうに今捉えてお

ります。 

  あわせまして、一昨年より業者の自主判断で

除雪に出なさいというふうに指示をしたところ

であります。しかしながら、業者の方、大変遠

慮されていまして、意外と自主判断をしていな

いというようなこともあろうかと思います。こ

れらにつきましても、もう少し積極的に対応す

るようにということで、業者のほうと協議を重

ねていきたいというふうに思っております。 

  いずれにしましても、現状で北部地区の方に

は迂回をしていただくということで、非常に迷

惑をかけている状況であろうと思っています。

さらなる御迷惑をかけないような措置、特に冬

期においてそれらについて細心の注意を払って

行ってまいりたいというふうに考えております。

（「終わります」の声あり） 

 

 

散      会 

 

 

小野周一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  明日12日午前10時より本会議を開きますので、

御参集をお願いします。 

  本日はこれで散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

     午後３時２３分 散会 
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開      議 

 

 

小野周一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

小野周一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は４名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

今田浩徳議員の質問 

 

 

小野周一議長 それでは、最初に今田浩徳君。 

   （７番今田浩徳議員登壇） 

７ 番（今田浩徳議員） おはようございます。

議席番号７番、絆の会所属、今田浩徳です。今

定例会において発言通告にのっとりまして、一

括にて質問いたします。御返答のほどどうぞよ

ろしくお願いします。 

  過去、最高の人出でにぎわった新庄まつりは、

ユネスコ無形文化遺産登録初年度にふさわしく、

絢爛豪華な祭りとして、多くの方々にその魅力

が伝わったものと思います。きらびやかな山車

と軽快なはやしが過ぎ去ると、ここ新庄には秋

風が吹き始め、ススキの穂が揺れる景色を目に

する季節を迎えることとなります。 

  出来秋に心踊る時期なのですが、不順な天候

に一喜一憂する日が続き、きょうも恨めしく空

を見上げているようなもので、収穫量がとても

気になります。晴れ間を縫ってする農作業は気

ぜわしくなり、農機事故やけがが心配になりま

す。折しも、秋の農作業安全確認運動が始まっ

ており、労働環境の点検に努めていただき、無

事故で農繁期を終えてほしいものです。 

  それでは、安心安全をキーワードに、農業競

争力強化プログラムの推進についてお伺いいた

します。 

  平成29年５月に農林水産省より農業競争力強

化プログラムの実践に向け、ＧＡＰ戦略の目標

と具体的施策が提言されました。中央発信の内

容は、地方への浸透不足や農業者の考えと施策

の乖離があると感じます。このことについて市

はどのように捉えているのか、そして目標、具

体的対策について今後の市の進め方を伺います。 

  生産管理の向上、効率性の向上、生産者・従

業員の経営意識の向上につながるといった効果

を理解して取り組む生産者が出てきていると言

われていますが、当市において取り組む形態は

どのような推移をしているのか。また、今後取

り組みを希望する経営体の把握ができているの

かをお伺いいたします。 

  取り組むＧＡＰのレベルが多様で、ＧＡＰの

選択や2020年オリンピック・パラリンピックの

以前、以後で負担の違いが出てくるなど理解し

た上で取り組んでいただきたいとは思いますが、

周知が徹底されていないのではないかと感じま

す。農業者の方々にとっては、判断材料として

重要な情報です。時機を逸することない、詳し

い情報の提供について、今後どのように進めて

いくのか伺います。 

  2020年までは農水省ガイドラインに準拠のＧ

ＡＰ、またそのＧＡＰ同等の都道府県確認に取

り組めば、県職員やＪＡ職員による第三者確認

を行うことで、無料で認証が取得でき、産地の

底上げが期待できます。しかし、2021年以降は
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全てが有料化になり、年次更新ごとコストの増

加に、コンサルタントとシステム契約など農家

負担は目に見えて膨らみます。実効性を有意義

にするためにも、負担軽減を見据えた支援策の

構築は考えているのか伺います。 

  当市のＧＡＰ推進に向けて、農業者の養成や

育成はもちろんですが、指導員の育成も必要な

要件になります。農業者が農業経営者にステッ

プアップしていくことが、地域農業を支える力

になります。この地域には、産業高校、農林大

学校、ＪＡと学ぶ環境、人材があります。当然

職員も来るべく流動的な農業情勢に立ち向かう

体制をとるべきと思いますが、このことについ

て市の考えを伺います。 

  以上、私の質問をここに出しまして、市長の

答弁をお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、今田市議の御質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

  農業競争力強化のプログラムの推進に見る安

心安全の取り組みということ。日本の農産物、

食品、安全安心を第一の付加価値として、国内

外の市場で競争力を高めているところでありま

すが、市場の競争が激化する中、その価値を取

引先や消費者に根拠を持ってアピールすること

が求められております。 

  国においては、食品安全や環境保全など見え

ない価値を見える化し、食品の安全性や品質の

高さを担保することにより、日本の農産物、食

品の競争力を一層高めるため、ＧＡＰなどの取

り組みを推進しているところであります。 

  ＧＡＰは、農業における食品安全、環境保全、

労働安全などを確保するための生産工程管理の

取り組みで、生産者みずから環境保全や労働安

全に関する点検を行うことにより、みずからの

農業経営管理を適正化できると言われておりま

す。ＧＡＰの取り組みに関し、第三者の認証を

受けることにより、生産する農産物が消費者な

どに選択されやすくなる。消費者に対する安全

安心を担保できるなどの効果が期待される中、

2020年東京オリンピック・パラリンピックの農

産物調達基準としてもＧＡＰ認証の取得が挙げ

られているところであります。 

  平成29年５月19日に農林・食料戦略調査会と

農林水産業骨太方針実行プロジェクトチームの

連名により、規格認証と戦略に関する提言がな

されました。提言においては、2020年東京オリ

ンピック・パラリンピックまでを第１期、その

後2030年までを第２期と位置づけ、平成31年度

末までに、現状の３倍以上のＧＡＰ認証取得を

目指すこと。流通小売を含めた食品の１次生産

から販売に至るまでにおけるＧＡＰ、ＨＡＣＣ

Ｐなどの認証取得に関する関係者間の価値の共

有を図ることなどとされています。 

  生産者がＧＡＰという生産工程管理に取り組

むことでみずからの生産工程を見直し、より効

率的で安全安心な農作物の生産ができるように

なることが、ＧＡＰに取り組む本来のメリット

でありますが、反面、記帳、書類整備などの労

力や認証取得する際の費用など生産者の負担も

伴うものでありますので、生産者の負担の程度

やメリットがどのようなものかについて整理す

ることが必要と考えております。 

  市といたしましては、ＪＡを中心とした集出

荷団体や県の施策と連携しながら、ＧＡＰに取

り組む意義やメリット、デメリットについて、

適切な情報を生産者に提供することにより、制

度に対する理解を深め、ＧＡＰに取り組む生産

者の増加を図ってまいりたいと考えております。 

  市におけるＧＡＰに取り組む生産者の団体に

ついての御質問でありますが、市内の２つのＪ

Ａと１つの産直施設がやまがた農作物安全・安

心取組認証制度の認証を取得しているところで
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あります。まずはＧＡＰに関する理解を深める

機会を設定しながら、この認証制度に取り組む

生産者や集荷団体の拡大を図ってまいりたいと

考えております。 

  議員御指摘のとおり、ＧＡＰには各都道府県

が取り組むＧＡＰのほか、国が推奨するＪＧＡ

ＰやＡＳＩＡＧＡＰ、国際基準であるＧＬＯＢ

ＡＬＧ．Ａ．Ｐ．など段階に応じ多様な認証制

度が構築されております。市が取得を推進する

県の安全・安心取組認証制度は、農林水産省の

ガイドラインに準拠する生産工程管理、いわゆ

るＧＡＰに取り組むことを認証条件としており、

県では現在生産工程管理に関し、第三者機関に

よる認証を取り入れることを検討しております。

これが実現されれば、この安全・安心取組認証

制度の認証を受けることで、国が推奨する日本

版ＧＡＰや国際基準であるＧＬＯＢＡＬＧ．Ａ．

Ｐ．と同様に2020年東京大会の農産物調達基準

を満たすこととなります。 

  認証に係る費用も日本版ＧＡＰやＧＬＯＢＡ

ＬＧ．Ａ．Ｐ．に比べ安価であり、生産者の負

担も軽減されていることから、生産者の皆さん

に対する的確な情報の提供を行いながら、当該

認証の取得を拡大してまいります。 

  ＧＡＰ認証取得に関する支援策についてであ

りますが、国は2020年東京大会以降、2030年ま

での期間において現在の農林水産省ガイドライ

ンを国際水準レベルに改定し推進することで、

都道府県ＧＡＰを発展的に解消させ、ほぼ全て

の国内の産地が国際水準のＧＡＰを実施するこ

とを目標としております。しかしながら、ＧＡ

Ｐを取り巻く状況はいまだ流動的であり、支援

策の必要性を検討するためにも、今後の情報の

収集に取り組んでまいります。 

  最後に、ＧＡＰ指導員の育成についてであり

ますが、国においても農業高校、農業大学校等

教育機関におけるＧＡＰ教育を推進するとして

おり、今後の施策に注目したいと考えておりま

す。 

  また、県内においても全農山形県本部が独自

のＧＡＰ指導員養成研修会を行うなどの動きが

出ており、こうした動きに連動しながら、市独

自の研修会や情報交換会を開催するなど農業者

が農業経営にステップアップするための必要な

支援を行ってまいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） それでは、今の回答に

関しまして再質問をさせていただきます。 

  まず、第１点でありますけれども、個人経営

が主体の現在の状況で、ＧＡＰ活用の推進を図

るということは、共同経営や法人経営、集落営

農等、集合体の経営に誘導していくように感じ

るのですが、個人が活躍できる環境の整備も並

行して行っていかなければならないと思います。 

  それでも、国内市場は少子高齢化の影響で縮

小していくわけで、外に目を向けなければとい

う考えも現実味を帯びてきています。利用、購

入先の対応があってこそではありますが、市が

描く農業の将来像を、まずはどのように考えて

いるかをお聞かせください。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 今田議員の御質問にお答えし

ます。 

  まず、ＧＡＰにつきましては、英語でござい

ますけれども、日本語では農業生産工程管理、

英語を直訳しますと、よい農業の実践という意

味になりますけれども、今まで農業関係の認証

については、安心安全ということでの農薬の適

正使用とか、そういったところが中心となって

ございましたけれども、それにつきましても１

つございますけれども、いわゆる農業を取り巻

く環境の保全でありますとか、働く人の安全、

そういったことも項目としてあるということで
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ございます。 

  内容としては、農薬を使うときは使用基準遵

守、トレーサビリティーですけれども、そうい

ったところとか、異物混入防止のための倉庫に

鍵をかけるとか、使った機械は洗うとか、整備

するということが中心となっております。 

  それで、ＧＡＰがこれだけ話題となってきて

いるのは、やっぱりオリンピック・パラリンピ

ックの食材提供で、ＧＡＰを取得していないと

ころからは調達しないというところから来てい

るかと思います。 

  そもそもＧＡＰにつきましては、ヨーロッパ

を中心とした流通の認証制度でございまして、

それが世界基準として発達したということでご

ざいまして、日本ではまだまだ取得数が少ない

のかなと思っております。 

  農家の現状ですけれども、いわゆる野菜、果

物等におきまして、国内で販売するということ

につきましては、特にＧＡＰという基準がござ

いませんので、ＧＡＰをとるメリットがなかな

か感じられないのかなと思っております。 

  欧州、ヨーロッパではもう７割以上がそうい

ったものを取得して流通している現状とは違う

ということでございます。 

  ただ、１万5,000人の選手、スタッフに対し

て、通算で1,000万食以上の食事を提供すると

いうことを考えても、やはり国内でＧＡＰを取

得するというのは、国のレベルでは非常に重要

なことだと進めているところでございます。 

  それで、今後なのですけれども、やはり国内

においてもＧＡＰというものが必要だという認

識が広まれば、当然生産する段階においても取

得せざるを得ないということになってございま

す。そのため、国内販売においても、バイヤー

にとっては信頼の基準となり得るということで

もありますし、ＧＡＰ認証が取引条件となる可

能性も大きいということもございますので、今

回オリンピックという３年後の目標がございま

すけれども、何らかの形でやはり導入について、

進めていくべきかなということで感じていると

ころでございます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） それでは、今の中で、

個人経営者がどうしても阻害される感情が出て

くるというところもあるのですが、今までの農

業の生産工程をすれば、必ずしもやっていない

わけではなく、現在もしっかりとしたトレーサ

ビリティーのルールにのっとりながら、記帳し

ながら、それぞれに経営しているのは事実であ

ります。しかし、先ほど言いました農業の労働

面での事故であったり、危険性のところを言い

ますと、農林業で見ますと、産業別での災害率

を言うと4.31というところで、他の産業に比べ

まして３倍近く、2.6倍が農林業関係の事故で

あると数字として出ています。 

  当市においても、トラクターや田植え機、コ

ンバインなどの横転であったり、運転ミスによ

る事故や、軽微な鎌や草刈りによる創傷である

というようなけががさまざまな形で言われてお

ります。そういうところで、農家の意識がまだ

まだ足りていないというところが、ＧＡＰに取

り組むところで阻害になってくるのではないか

と思われます。 

  何よりもＧＡＰを導入する意味でのイントロ

デュース、その必要性を解くところの段階がま

だまだ足りないのではないかと思います。そう

いう農作業の安全に関しても、マニュアルを独

自で当市で作成するなど、そういう入り口のし

っかりとしたところの強化を図りながら知らし

めていくというようなことを、今後考えていく

べきと思うのですけれども、そういうさまざま

に細分化した段階でのＧＡＰの取り組みへの誘

導ということは考えていないのでしょうか。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 
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小野茂雄農林課長 お答えします。 

  ＧＡＰ自体が、いわゆる農機具の点検であり

ますとか、作業所の点検、そういうものが項目

として入ってございます。農業におきましては

個人経営が非常に多いものですから、自分の安

全は大丈夫だろうという認識のもとにやってお

られる方も結構多いのかなと思います。 

  それで、こういったＧＡＰを導入することに

よって、定期的に点検するということは、普通

の産業であれば当たり前のことを確認するとい

うことでございますので、そういった流れは非

常に有効かなと思いますし、折しも農作業の安

全の期間でございますので、そういったところ

で今回のＧＡＰの取得というところも、その中

身に入っているようでございます。 

  今後そういったところを広めていくという点

でございますけれども、ＧＡＰにつきましては、

指導員研修につきまして、全農で９月19日、20

日の２日間にわたって行われます。今後、県の

ＧＡＰの第三者認証も含めた制度につきまして

も公表される予定でございますので、そうした

県の役割、全農、農協の役割、それから我々市

の役割を考えながら、ＧＡＰを絡めながら、そ

ういったところも推進していきたいなと思って

ございます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） 今の説明で言いますと、

ＪＡが先行している感がありますけれども、市

でも産直まゆの郷の取り組みがＧＡＰとしてあ

ります。できれば、詳しくその取得までのいき

さつであったり、まゆの郷会員へのさまざまな

指導であったりということがあれば、それを教

えていただければ、ＧＡＰを知らないというか、

最初の中で理解できると思いますので、その点

を説明いただくと一番わかるのかと思いますの

で、ちょっとそこのいきさつを教えてください。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 先ほども市長から若干答弁が

ございましたけれども、県のＧＡＰの制度は第

三者認証まで、まだ制度として確立していない

ということで、その点検項目等につきましては

既に県から出されておりまして、それを守りま

すよと、県のＧＡＰ基準を守りますよという形

で、県の制度で安全・安心取組認証制度という

ことで始められましたけれども、それに２ＪＡ

と産直まゆの郷が手を挙げて認証を受けている

というところでございます。 

  ただ、これにつきましては、ＧＡＰの基準を

守りますよと宣言しているのにすぎませんで、

いわゆる正式な認証制度ではございません。こ

れが今後、県のＧＡＰということで進展してい

くのかなと思いますけれども、第三者認証も含

めて、その制度に乗りますかというアンケート

が今来てございますので、ＪＡとか産直のほう

に今現在アンケートを出しているところでござ

いますけれども、今後そういった手続があると

いうことですので、それに乗っかってやってい

くという形になるかと思います。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） それでは、別な角度か

らでありますけれども、米輸出量を2019年には

10万トンとする計画が発表されました。2017年

の10倍の量であり、海外市場への挑戦だと思い

ます。当然、良質米の産地である当市にもその

チャンスはあるわけで、輸出量確保に向けて情

報収集はもちろん、生産段階での基準対応やＧ

ＡＰ認証の生産推進など、それもどのように進

めていくか、米に特化したところでありますの

で取り組みやすいのではないかと思われるので

すけれども、その点についてお聞かせください。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 米輸出を２年後までに10万ト
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ンということにつきましては、実は先週８日、

農林水産大臣が発表したということで、まだ発

表したて、ほやほやのところでございますけれ

ども、内容としては、米といわゆる加工用の米

粉等につきまして、２年後に10万トンを、売上

額で言えば600億円というところでの目標を掲

げてございます。現在は主食用で１万トンぐら

いですので、主食用米換算でいいますと10倍と

いうことになります。そういったプロジェクト

を立ち上げると。 

  その中身ですけれども、特に香港、それから

台湾、シンガポールで非常に和食ブームもあり

まして、日本産米の需要が大きいと。特に和食

という高価なもの以外にも、おにぎりが非常に

人気があるということで、これは輸出を拡大す

るチャンスだということでございます。価格の

面もありまして、一般的につや姫とか、そうい

ったところを思い浮かべるところがあるのです

けれども、国では多収品種の主食米ということ

で、例えば萌えみのりなんかを想定しているよ

うでございます。これにつきましては、国では

まず最初に、そういった多収品種の主産地であ

るところをターゲットとして、まず狙いを定め

て、輸出業者なども選定して進めていきたいと

いうことでございます。 

  これにつきましては、ＧＡＰの絡みですけれ

ども、東南アジアにつきましては、特にＧＡＰ

が非常に盛んかというと、まだそこまでなって

いないのかなと思いますので、ＧＡＰを取得し

ていなくてもできるのかなと思っております。

ただ、ＧＡＰを取得していれば、当然安心安全

というお墨つきがつくわけでございますので、

そういったところが求められるかどうかという

ところは、ちょっとこれから様子を見ていかな

ければならないのかなと思います。 

  当然ヨーロッパへの輸出となりますと、ＧＬ

ＯＢＡＬＧ．Ａ．Ｐ．世界基準でのＧＡＰを取

得していなければ、ちょっと輸出は難しいのか

なと考えているところでございます。 

  これにつきましては、転作扱いということで

ございますので、10万トンが輸出になれば、年

間で今８万トンほど消費量が減っているところ

を補っていくのかなと思っているところでござ

います。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） そうしますと、東北は

もちろん、山形県、新庄市での市場への挑戦と

いうところは、まだ見えていないということに

なるわけですか。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 多収品種の主食用米について

は、こちらでまず大きな生産がないですので、

今後ちょっと様子を見るしかないかなとは考え

てございます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） それでは、なるべく早

く手を挙げて、当市からもそういうところにし

っかり届けられるよう、期待いたしたいと思い

ます。 

  次に、このＧＡＰ認証をとるとなった場合、

コストが生じます。指導員、認定員の派遣料な

ど、かかる費用がどのようにして算定されるの

か。また、農業者の負担軽減にそういうさまざ

まなことが派生してくるのか、負担軽減策も含

めてそういうことがあるのかを教えてください。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 ＧＡＰにつきましては、流れ

として、まず自分たちで内部監査をすると。そ

して、申請すると。そして、その後第三者認証

で、第三者から認証を受けるという形になりま

す。 

  それで、例えば団体認証と個人認証がござい
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ますけれども、団体認証で例えばＪＡの何とか

作物部会というところを想定しますと、内部で

ＪＡの職員が指導員の資格を持っていて、内部

監査をする。それから、ＧＡＰの事務局に申請

する。そして、それで審査を受けるのですけれ

ども、第三者認証を受けて点検してもらうとい

う形で審査が進むわけでございます。 

  現在、県内においての指導員数が非常に少な

いということで、当市におきましても１名を新

しく確認してございますけれども、なかなか少

ないという状況でございます。 

  農水省から提示されているところで、ホーム

ページにございますけれども、いわゆる例とし

て掲載しているものにつきましては、１日当た

り５万円から８万円というところでございます。

ですから、団体の場合、10日間ぐらい指導がか

かったりすると、その10倍ということで数十万

円かかるというところでございます。 

  これが内部監査の中での指導となりますと、

やはり外部から指導員を呼んでくると、それだ

けのお金がかかるということでございますし、

審査で第三者認証を受けると、また数十万円か

かるということで、非常に今のＧＬＯＢＡＬＧ．

Ａ．Ｐ．、ＪＧＡＰのところでは、やはり大き

な法人とか自営体で、結構金がかかるというと

ころでございます。 

  それで、ＪＡ本体にも指導員を置いて、そし

て審査も、山形県内での第三者認証機関で行う

という考え方でもって、山形県版ＧＡＰという

ことを今進めているわけでございます。これに

つきまして、今回研修会があって、指導員をＪ

Ａの職員がかなり受験するということでござい

ますけれども、そういったところで指導員をふ

やして、それから県内での認証機関もふやして、

当然出張旅費ということもかかりますので、な

るべく低廉な形でやりたいというところであり

ますので、現状で非常にそのまま認証を受ける

というのが、コスト的にも大変なのかなと感じ

ているところでございます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） 単純に計算いたします

と、50万円以上毎年かかることになるわけです。

やはりこういう今の農業情勢であったり、今の

中で、農業者がそれほどのお金をかけてまで取

り組むのかというところには、どうしても疑問

視せざるを得ません。やはりきちんとした確固

たる支援事業が構築されることと、しっかりフ

ォローする市の姿勢があってこそ、こういうこ

とが普及されていくのではないかと感じます。 

  2021年から30年というところでの話にはなる

のですが、それに向かないと、その後はこの産

地としての力がなくなるということになってし

まうわけです。まだ期間はあるので、そこをし

っかり知恵を出して、新庄市の農業が廃れない

ような政策を講じてほしいと思いますが、その

中での、まずは取りかかってみたいところとい

うか、そういう支援に向けての策などありまし

たら、お聞かせください。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 今後もいろいろとＧＡＰにつ

きましては、農協関係、それから県でもいろい

ろな講習会やら、ものが出てくるかと思います。

そういうものとダブらないような形で、新庄市

として農家に普及するような形での講演会とか、

勉強会というものを企画してみたいと考えてご

ざいます。 

  また、そういったものの大切さ、ＧＡＰをと

る、とらないにしても、当たり前のことをする

ということでございます。そういった農薬の適

正基準を守るとか、あるいは農作業場を整理整

頓して、農機具を安全に整備するというところ

なんかは当たり前のことですので、そういった

ことを広めていきたいと考えてございます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 
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小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） その点は理解できると

思います。やはり新たな事業の取り組みとして

は、時間と労力を費やします。ＧＡＰに抵抗感

なく向き合うためにも、早いうちからの理解と

実践が必要だと思います。農林大学校であった

り、産業高校でもＧＡＰ教育に興味を持って、

どんどん取り入れてほしいですし、その学んだ

学生が担い手となって営農すれば、抵抗なく取

り入れられるものと思います。そういう若い担

い手であったり、学生対象の学習会などの開催

も、普及の項目の中に入れていってほしいと思

いますので、そういう企画をどんどんしてほし

いと思います。よろしくお願いします。 

  それでは、先ほどからオリンピックの食材提

供というところで話がありましたけれども、オ

リンピックのメーンスタジアムに建設資材とし

て真室川町産の木材が利用されます。さまざま

な基準、検査を経て選ばれたそうです。象徴と

なる施設を支える町としての名が刻まれること

は、すばらしいことだと思います。 

  そういうところで、やはり食材を新庄市産の

物をしっかりとオリンピック・パラリンピック

会場に届けられるよう、これから農業者ととも

に汗をかきながら準備していかなければならな

いと思います。そういう担い手育成だったり、

産地の強化であったり、産物のさらなるレベル

アップだったりというところを、これからみん

なして協力して高めていかなければならないと

思います。そういう面での指導強化策などあり

ましたら教えてください。よろしくお願いしま

す。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 今田議員がおっしゃるとおり、

オリンピック・パラリンピックについては、３

年後の８月が中心になります。当然その期間と

いうことで食材は限定されるわけですけれども、

新庄市の食材がオリンピックに出るということ

は、農業者にとっての励ましでもありますし、

誇りでもあると思いますので、今回のＧＡＰ取

得に向けて、市としても協力して推進、それか

ら広めていきたいと考えているところでござい

ます。 

７ 番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

小野周一議長 今田浩徳君。 

７ 番（今田浩徳議員） なかなかこのＧＡＰに

ついての話題は、浸透していないところもある

のですけれども、まずは取りかかりであったり、

そういう農業者の意識づけが最初で、それが一

番肝心なことであると思います。 

  まずは、ＧＡＰがある、ＧＡＰをする、そし

てＧＡＰの認証をとるという段階を経た理解を

促進していくことが、現段階での課題だと思い

ます。今後機会につけ、さまざまな形でそのＧ

ＡＰを農業者に届けていただくことをお願いい

たしまして私の質問を終わらせていただきます。 

小野周一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４３分 休憩 

     午前１０時５２分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、佐藤卓也君。 

   （１２番佐藤卓也議員登壇） 

１２番（佐藤卓也議員） ９月定例会、本日２番

目に質問させていただきます。市民・公明クラ

ブ、佐藤卓也です。市民の皆様の視線に立ち、

質問させていただきます。執行部の皆様には、



- 86 - 

市民の皆様が納得できる答弁をよろしくお願い

いたします。 

  平成29年度山形大学エリアキャンパスもがみ

教育実習ということで、大学生18名が新庄市内

の小・中学校に教育実習生として来られており

ます。ことしで11回目の取り組みとしており、

私も地域の代表として、地域懇談会に参加させ

ていただきました。 

  懇談会では、山形大学から大学院教育実践研

究科教授や新庄市教育委員会、学校代表として

新庄市の各校長先生やＰＴＡ会長が集まり懇談

させていただきました。今回のテーマとして、

地域に根差した学校づくりのために、どのよう

に学校と家庭が連携していくのかとしており、

グループ協議では学校だよりを通した学校と地

域の連携のあり方についてを、校長や保護者、

教育実習生のそれぞれの立場から意見交換させ

ていただき、たくさんの有意義な意見を聞かせ

ていただきました。教育実習生の皆さんのこれ

からの活躍を願うとともに、新庄市のこの地で

教鞭を振るっていくことを楽しみにしておりま

す。 

  それでは、質問に移らせていただきます。 

  １つ目の質問、インバウンド戦略についてお

伺いいたします。 

  ８月２日、酒田市の酒田港に初めて外国船籍

クルーズ船「コスタ・ネオロマンチカ」が寄港

いたしました。「コスタ・ネオロマンチカ」は

東北ねぶた祭りと日本海周遊、釜山の７泊８日

コースで行われ、７月30日に福岡県博多港を出

発し、京都府舞鶴港、石川県金沢港を経由しな

がら酒田港に寄港しました。乗客は約820人、

乗員は約620人とたくさんの方が酒田の地を訪

れました。 

  入港セレモニーでは、国や山形県、酒田市な

どによるプロスパーポートさかたポートセール

ス協議会の外航クルーズ船誘致部会が実施し、

北港小湊埠頭には、酒田市民の方などを含め、

1,000人ほど集まり、子供たちのダンスや吹奏

楽団の演奏、酒田の大獅子や日吉丸の展示など

華やかに歓迎しておりました。 

  酒田市内中心部ではラーメンフェスタの開催

やカフェ、浜焼きなどで観光客となる乗客をお

迎えし、花魁道中の披露や無料で写真を撮影す

る甲冑の着つけコーナー、浴衣の着つけ体験、

居合抜き体験のイベントでは、たくさんの外国

人の方に大変喜ばれておりました。 

  また、オプショナルツアーでは酒田市内の周

遊や鶴岡市加茂水族館見学とメロン狩り、そし

て戸沢村の最上川舟下りの３コースで行われ、

最上川舟下りでは外国人観光客を含む90名の方

がお弁当を食べながら遊覧を楽しんでおりまし

た。 

  来年度も７月にアメリカの船会社が運行する

「ダイヤモンドプリンセス」が２度も寄港する

予定となっております。外国船籍のクルーズ船

をインバウンド事業と位置づけ、市への経済効

果を引き出すチャンスだと思いますが、どのよ

うに取り組まれるのかをお伺いいたします。 

  また、初めてであった外国船籍クルーズ船の

寄港ですので、さまざまな成功例や反省点が浮

き彫りとなったのではないでしょうか。酒田市

の取り組んだ施策を参考にし、県や最上７町村

とともに多種多様な団体などと連携しながら、

情報を持ち寄り、訪日外国人に対し、市として

のおもてなしを探る必要があると思いますが、

今後どのように取り組まれるのかをお伺いいた

します。 

  ２番目の質問、資源ごみの回収についてお伺

いいたします。 

  平成16年11月から地域循環型食品トレーリサ

イクルシステム「新庄方式」を稼働してきまし

た。この方式は、回収ボックスのトレーをＮＰ

Ｏ法人たんぽぽ作業所の利用者が選別し、障害

福祉サービス事業所友愛園の利用者が原料に再

生します。トレー製造のヨコタ東北が原料を購
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入し、リサイクルトレーを製造してきました。

このシステムでは、ごみの減量化を行い、二酸

化炭素を削減することで、地球温暖化対策にな

るという循環型社会の構築の一翼を担っており

ます。また、障害者年金やトレーリサイクル関

連賃金での障害者の自立支援の一助を担ってお

ります。 

  これからの地域社会においては、環境保護の

観点や高齢者、障害者の介護福祉から子育て支

援やまちづくり、観光に至るまで多種多様な社

会問題が顕在化しつつあり、このような地域社

会の課題解決に向け、住民やＮＰＯ企業などの

さまざまな主体が協力しながら、ビジネスの手

法を活用して取り組むソーシャルビジネスのモ

デルを形成していると思います。 

  その中で、平成27年６月に新庄市を中心とし

た８市町村での新庄最上定住自立圏が成立し、

新庄方式としていたこのシステムを、平成28年

４月から最上全域で取り組むべく、「新庄もが

み方式」として拡大してきました。 

  その中で、どのような効果が出てきたのか。

そして、どのような課題が浮き彫りになったの

かをお伺いいたします。また、市民のごみ減量

化への意識が薄れつつあると思いますが、意識

向上に向け、どのようにして取り組んでいかれ

るかもお伺いいたします。 

  友愛園やたんぽぽ作業所などの市内の実施団

体や、同じようにペレット化の作業をしている

東京都江東区の団体であるＮＰＯ法人地球船ク

ラブなど、どのようにして協力していかれるの

かもお伺いいたします。 

  最後に、子供たちや親への環境学習の場とし、

さまざまな環境について学習することが重要と

考えますが、どのように取り組まれているのか

お伺いします。 

  以上、よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  インバウンド戦略についてという大題がある

わけですけれども、議員がおっしゃるとおり、

去る８月２日に外国クルーズ船が初めて酒田港

に寄港したところであります。来年度もまたそ

の次も寄港が予想されています。航空チャータ

ー便や鉄道による訪日外国人観光客誘客も含め、

外航クルーズ船もインバウンド誘客のチャンス

であると、新庄市における経済効果も期待され

るところでございますが、そのためには県プロ

スパーポートさかたポートセールス協議会、そ

の他関係機関と連携し、インバウンド誘致キャ

ンペーン実行委員会を中心に、市民と一体とな

った取り組みを進めていかなければならないと

考えています。 

  初めての試みにもかかわらず、酒田市では市

民の自主的な組織が立ち上がり、うまく機能し

たとも伺っております。 

  当市は直接の寄港地とはならないため、酒田

市とは異なる形で受け入れを考えていく必要が

あります。その事例を参考にしながら、県と最

上地域８市町村が一体となって、観光誘客に努

めて、最上地域観光協議会と連携し、研究して

まいりたいと考えております。 

  酒田市は、今回県の重要港湾整備などにより

まして、寄港地として名乗りを挙げてきたわけ

でありますが、まだまだ道路の整備等がないと

いうことで、バスの運行も非常に難しいと聞い

ております。何よりも、この地域の魅力、向こ

うから新庄に行ってみたいというようなことが

一番大切であると考えてございます。そのため

には、それぞれの市の持っている資源にさらに

磨きをかけながら、そして誘客を図らなければ

ならないと。 

  資源の大きな一つは雪であると考えておりま

す。スノーワンダーランドについては、長く定
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期的に行うことによって、雪のない地域からの

人たちが新庄市を訪れると。交通の要衝である

ということもプラスにしながら、それらの情報

を発信しなければいけないと思っております。 

  さらには、外国船クルーズのお客さんの中に

は、必ず芭蕉に対する考えを持っているお客さ

んがおられます。酒田市から新庄市、最上町、

そして堺田、また平泉まで続く、この奥の細道

ではなく、奥の横道、レールでつなぐ、あるい

は車でつなぐという、芭蕉は何といっても世界

の芭蕉でありますので、これなども連携して、

大きな資産として活用できるのではないかと考

えているところであります。 

  現在、戸沢村と大蔵村に観光客が入ってきて

おりますけれども、あれは酒田市にあるインバ

ウンド会社、一般社団法人でありますけれども、

みちのくインバウンド推進協議会、ぜひここに

も参加を考えながら、向こうのライン等を強化

してまいりたいと考えているところであります。 

  次に、資源ごみの回収、商品トレーリサイク

ルシステム「新庄もがみ方式」でありますけれ

ども、ごみ問題については、人口が減少してい

る地域であっても、ごみの総量が減らない傾向

は全国的にも課題となっております。 

  これらを解決する手法として広域的にリサイ

クルを進めることも重要になりますが、市町村

の枠を超えて、最上８市町村で取り組む全国初

となる食品トレーリサイクルシステム「新庄も

がみ方式」を平成28年４月に立ち上げたところ

であります。 

  この「新庄もがみ方式」は、新庄最上定住自

立圏共生ビジョンの取り組みの中で進めている

ものでありますが、ごみではなく資源である食

品トレーを、福祉事業所、民間、行政が一体と

なって分別し、原材料に加工して製品として再

生することで社会循環をさせるものであります。 

  この取り組みは、リサイクルはもちろんです

が、障害者に社会参加する機会を提供するとい

う点で、社会的にも意義あることから、新聞各

紙で取り上げられ、全国的な研修会でも事例発

表などを行っているところです。 

  この事業をより軌道に乗せるためには、食品

トレーの取扱量をふやすことが重要になります

が、８市町村合同で取り組むことで、また広域

的な周知を継続的に行っていくことで、安定的

に事業を拡大していきたいと考えております。 

  このごみ問題については、最上広域市町村圏

事務組合の分担金にとどまることなく、広域事

務組合が運営する可燃ごみ処理施設エコプラザ

もがみと不燃ごみ処理施設リサイクルプラザも

がみの施設延命化が喫緊の課題となっています。

この課題を解決するためには、現在進めており

ます施設の長寿命化対策とあわせて、ごみ減量

化をさらに進めていく必要があります。このた

め、使用済み小型家電においても、福祉事業所

と行政が連携した県内初となるリサイクルシス

テムを本年４月に立ち上げて、小型家電の回収

を行うことで、福祉事業所での雇用の場の提供

にもつながっております。 

  また、環境教育にも力を入れており、「家族

でエコの芽すくすく育てよう」、略して「エコ

すく」をキャッチフレーズに、環境教育プログ

ラムとしてごみの行方調査隊や水環境探検隊事

業など、親子で参加する体験教室を開催してお

ります。 

  食品トレーなどの資源回収では、スーパーの

御協力をいただきながら進めていますが、店頭

回収のマナーが問題となっておりました。この

ため、食品トレー分別指導員を公募し、最上８

市町村職員とともに、スーパー店頭での指導啓

発に当たってまいります。 

  これらの食品トレーの取り組みは、小型家電

の取り組みについては全国に先駆けて、また県

内初と積極的に取り組んできたところ、この動

きが全国的にも広がっており、食品トレーリサ

イクルでは全国10都市で実施している状況にも
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なっております。 

  これらは福祉との連携という点で意義ある取

り組みと捉えておりますので、このリサイクル

システムの可能性を広げるためにも、他市と連

携できる部分を検討しながら、事業展開を図っ

てまいりたいと考えております。 

  今後におきましても、福祉事業所、民間事業

者と連携し、リサイクルを進め、また世代に合

わせた環境教育を実践することで、本市の環境

保全、美化に努めてまいりたいと考えています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  今回、初めて酒田港に外国船籍船が来たわけ

なのですけれども、新庄市での認知、あと新庄

市民の認知がまだまだ足りないと思うのですけ

れども、そこら辺はどのように認識しているで

しょうか。お伺いいたします。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 新庄市の認知ということ

でございますけれども、今年度初めて酒田港に

寄港するということで、大々的にマスコミ等で

も報道されましたので、一般市民の方、マスコ

ミ等の報道などを見て、大型クルーズ船などを

見に行った方もいらっしゃるのかなと思ってお

ります。特に市では、インバウンド誘致キャン

ペーン実行委員会がありまして、その興味のあ

る観光関係の会員の方々には周知もしておりま

すし、みずからいろいろな情報収集をしている

なと考えております。 

  私のほうでも現地を見たところ、特に物販関

係者が地域の特産品の販売及びＰＲなども行っ

ておりました。特に私が印象に残っているのが、

インバウンドということであるのかどうかと思

うのですけれども、県で声をかけていただいた

のかと思いますけれども、やはり日本の伝統芸

能、江戸時代から当市に伝わっている新庄東山

焼が出展しているなどというところも目の当た

りにしまして、今後そういった期待が持てるの

かなと思ってきたところでございます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） 先ほど市長もおっしゃ

られたように、直接新庄市には関係ないという

イメージがまだまだ強く、また寄港地が酒田市

ですので、なかなか新庄市民の盛り上がりも非

常に少ないのかなと思っております。 

  しかしながら、外国人の方がたくさん来られ

ます。特に今回の外国船籍船では９割の方が日

本人で、１割の方が外国人の方だった。しかし

ながら、来年７月に来られる方の４割は外国人

の方という予測になっておりますので、ここは

しっかりとインバウンド事業として捉え、それ

を市としてしっかりと市民の方にアピールする

ことで、ますます広がりが強くなると思います。 

  その中において、観光協会や商工会議所、そ

して商店街の皆さんと連携していく必要がある

と思いますが、そこら辺の連携体制はどのよう

になっているのかお伺いいたします。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 今、最後のほうでありま

した観光協会や商工会議所などは、インバウン

ド誘致キャンペーン実行委員会の一員でもあり

ますので、これまでもインバウンド全般につき

ましては、連携して誘致活動を行っております。 

  特にこのインバウンド関係で最近うれしいな

と思っていることがありまして、商店街では４

カ国語でウエルカム新庄というような形でウエ

ルカムポスターをつくってそれぞれのお店に掲

示し、駅をおりるとそういうポスターが目につ

くという活動をしていただいたり、商工会議所

商業部会では、新庄まつりがユネスコ登録にな
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った記念ということで、やはりこれも３カ国語

の新庄まつりを紹介するポスターをつくって掲

示していると。そういった形で酒田市も自主的

にいろいろおもてなしの部分が生まれたという

ことでございますけれども、新庄市の商業界で

もそうしたうれしい動きが少しずつ出てきて、

インバウンドに対する理解というのも、少しず

つではありますけれども、生まれているのかな

と、生まれているというのは大変失礼でした。

深まってきているのかなと感じています。 

  また、今年度から地方創生推進交付金を活用

いたしまして、観光協会に英語を話せるガイド

を１名配置させていただきまして、その方を中

心に、市内に在住する外国人の方へ観光に関す

るセミナーなどをちょっとやっていこうかなと

いうことで、そんなことも一緒に連携しながら

やっていこうということで、今進めているとこ

ろでございます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） 次に、外国船籍クルー

ズ船が来ることによってなのですけれども、新

庄市ではインバウンドアドバイザーの斎藤さん

がいらっしゃいます。その方からどのようなア

ドバイスを、このクルーズ船に対していただい

ているでしょうか。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 斎藤さんにつきましては、

新庄市出身の、外国のインバウンド誘客に関し

ては大変詳しい方でおりまして、我々非常に頼

りにしているところでございますけれども、斎

藤さんにつきましては、今回のクルーズ船自体

よりも、市のインバウンド誘致キャンペーンに

対して大きな力をいただいております。 

  まず、インバウンド誘致キャンペーン実行委

員会立ち上げの段階からお力をいただいている

だけでなく、外国語のパンフレット、ポスター、

また外国人に向けたフェイスブックの運用、ま

たそうした外国人の方に向けたプロモーション

の方法など多岐にわたりアドバイスをいただい

ているところでございます。 

  斎藤さんについてもう一つ御紹介するとすれ

ば、やはり県のつや姫大使であり、新庄市のふ

るさと応援隊であり、昨年までは江戸家老制度

もありましたけれども、江戸家老もしていただ

いて、多方面で新庄市のインバウンドの誘客に

対して情報提供いただくだけでなく、情報発信

もしていただいているものと思っております。

大変ありがたいと思っております。 

  また、斎藤さんにつきましては、ことし７月

28日に観光協会が開催した外国人おもてなしセ

ミナーにおいて講師をお願いして、こういうセ

ミナーが必要ではないかということを、前に今

田議員からもいただいたところですけれども、

ことしは30名の参加をいただきまして、指導、

アドバイス等をいただいているという形で、今

後も各国の動向などをアドバイスいただくだけ

にとどまらず、まだまだ足りないおもてなしに

対するスキルアップ、そういうところに対して

もお力を発揮していただければいいかなという

ことでお願いしていきたいと思っております。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） 私たちも会派の視察で

斎藤様の会社に行かせていただきました。その

中でも、もう少し頑張ったほうがいいよという

アドバイスをいただきました。ですので、今回

はインバウンドということなのですけれども、

今回クルーズ船が来るということでしたので、

クルーズ船に対してのさまざまなインバウンド

対策が必要だと思いますので、そこら辺は新庄

市出身の方ですので、アドバイス多々いただけ

ると思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  その中で、今回最上８市町村の中では、舟下
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りのオプショナルツアーがあったということで

ございます。だとすれば、今回も７月に向けて

オプショナルツアーを考える必要があると思い

ますが、そこはどの団体が引っ張って、市役所

が引っ張っていくのか、どういう団体が引っ張

っていくのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。それで、どのような戦略を考えていくのか、

よろしくお願いいたします。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 やはりオプショナルツア

ーが来るということは、大変大きなことかなと

思っております。このオプショナルツアーにつ

きましては、外航クルーズ船の船会社のほうで

設定するものでありまして、このたびの酒田市

への初寄港に際しましても、昨年度県を通じて

オプショナルツアーに申し込みをいただく。そ

ういうことで、新庄市としてはふるさと歴史セ

ンターを視察していただいたところです。ユネ

スコの無形文化遺産ということで、世界に誇れ

る、山形県初のユネスコ無形文化遺産というこ

とで御注目いただいたのだと思いますけれども、

残念ながら時間の関係で新庄市での視察箇所は、

このふるさと歴史センター１カ所だったと。私

としましては、漫画ミュージアムとか、あと日

本的ロケーションとして私は大変美しいと思っ

ているエコロジーガーデンと戸沢家墓所、こう

いったところも実は御視察いただきたいなと思

っているところでございますけれども、やはり

私どもが一方的に売り込むという形では、なか

なかできないというところもありますので、今

後も県を通じてそういったツアーに係る魅力を

提案していく必要があるかなと思っています。

そのためにもコンテンツを磨き上げていかなけ

ればいけないなと思っております。 

  なお、今回初寄港では、実は８つのツアーが

構築されたそうです。ただ、残念ながら実際に

は３つのツアーしか採用されなかったという形

で、やはり初寄港ということで県を挙げてこう

いうオプショナルツアーの磨き上げということ

を考えていると思いますので、我々もいろんな

部分でそういった研究の報告などを聞かせてい

ただきながら、１時間半という、往復３時間ぐ

らいかかるわけですね、お客様にしてみれば。

先ほど市長が申し上げましたように、どのよう

なコンテンツであればいいのかということは、

研究していかなければいけないと思っておりま

す。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） ぜひ観光施設を回るモ

デルコースですか、そういうのをしっかり構築

していって、県にアピールしていただければと

思います。そこら辺が曖昧ですと、ここに行っ

てほしいよねではなくて、ここを見てほしい、

ここに行ってほしいということをしっかり位置

づけなければ、来ていただけません。 

  そのためにも、外国人の方が見やすいホーム

ページもしっかりつくる必要があると思います。

これは山形新聞でもコメントございましたけれ

ども、ツアーに利用できる、外国人の方が見や

すいホームページが一番大切なものだと思って

いますけれども、新庄市はどのように取り組ん

でいますか。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 以前にもお答えしたかと

思うのですけれども、やはり手の平の中で情報

をとるという、今スマートフォンなどを通して

やっている、そういう情報を得る媒体として、

非常にすぐれたものとして、今スマートフォン

というものがあるのですけれども、私どもでは

英語、中国語、３カ国語に対応できるサイト

「Experience SHINJO」、訳せば体験新庄という

形になるのですけれども、こういったサイトを

開設しております。我々のつくるマップ等にも、
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このマークをすればダウンロードできるような、

さまざまな手法でＰＲしておりまして、やはり

それで気軽に情報が手に入るような形にしてい

ければいいかなと思っております。 

  参考までに、どういうことを紹介しているか、

モデルコースということがありましたので紹介

しますと、当市の新庄まつりはもちろんのこと、

kitokitoマルシェや新庄最上漫画ミュージアム、

またお土産などはもちろんですが、台湾人の方

による周遊ツアー体験記なども掲載しておりま

して、例えば駅をおりてレンタカーを借りる。

移動手段としてのレンタカーを借りる。そして、

ふるさと歴史センターとか、市内でのスイーツ

を楽しむとか、そば打ちを体験する。そういっ

たいろいろな周遊体験、モデルとなるかどうか

はわからないのですけれども、そのようなもの

も体験記として、参考にしていただければいい

かなという形で上げておりますので、機会があ

ればごらんいただきたいと思います。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） そういう課長のツアー

はわかりますが、今回クルーズ船が来るという

ことですので、そのときに必ず新庄まつりがあ

るかはわからないですし、kitokitoマルシェが

ありますけれども、マルシェがやっているかわ

からないですけれども、そういうことではなく

て、要は７月何日に必ず外国船が来るとなれば、

今回もダイヤモンドプリンセスが来るというこ

とはわかっております。その日にちがわかれば、

いろんなツアーを事前に配信することはできる

と思います。外国人の方、７月には50名ぐらい

来るということですので、逆に新庄の新しい部

分の磨き上げをすることでツアーを組めるので

はないかと私は思っております。 

  その中においてでも、せっかくですので、逆

に今まで光の当たっていなかった人物に光を当

ててツアーを組むというのはどうかなと思って

おりました。多分新庄の祭りである新庄まつり、

はやし体験もあると思います。はやし体験もた

だはっぴを着るのではなくて、しっかりとした

衣装を着ていただき、そして鐘を鳴らしてもら

って、本当に新庄まつりに入ったような気分を

していただく体験、これはほかのところではで

きない体験だと思います。特に酒田市などでは

外国人の方にはとても好評であった甲冑ですと

か、浴衣の着つけ体験、これは京都でもできる

と思いますが、新庄市でしかできない体験とな

れば、新庄市の名誉市民である伊藤先生であっ

たり、また剣道では岸田 清先生、剣道の段位

者がいらっしゃいます。そういったところで、

剣道の道着を着ていただき、剣道を体験してい

ただき、帰っていただく。こういった新しい体

験を、新庄でしかできないものをどんどんツア

ーに組み込んで、そして新庄の新しい光を、宝

を磨き上げていく必要があると思うのですけれ

ども、そういうことをインバウンド実行委員会

でもっと声を出して上げていただきたいのです

けれども、そのような考えはどうでしょうか。 

渡辺安志商工観光課長 議長、渡辺安志。 

小野周一議長 商工観光課長渡辺安志君。 

渡辺安志商工観光課長 新庄の宝、風景やそうい

った旧跡だけでなく、今佐藤議員から人物に光

を当てるという、そのために名誉市民の方など

も今御紹介いただきましたけれども、おもしろ

いアイデアだと思います。オプショナルツアー

の中で採択されたときに、そういった部分を取

り込むということは、十分研究に値するかなと

思っておりますので、今おっしゃったように、

インバウンド誘致キャンペーンでちょっといろ

いろと研究させていただきたいなと思います。 

  新庄市にクールジャパン新庄推進室がありま

して、それを中心に地域の持つ文化の掘り起こ

しということ、また今まであった魅力の磨き上

げに努めてきたわけです。その結果、エコロジ

ーガーデンのkitokitoマルシェなどのにぎわい、
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また地元漫画家の皆さん、人の資源の御協力に

よる漫画ミュージアム、そして特にこの地域の

資産として生かせるものとしての雪国ワンダー

ランド、こういう取り組みも今始めているとこ

ろであり、少しずつ成果が出ているのかなと、

手前みそではございますが、そんな感じも受け

ているところでございます。 

  インバウンド誘客に挑戦するということは、

地域の宝をブラッシュアップするということと

同時に考えていく、そんな路線にもなっている

なということで、今後もインバウンド、誘客を

する上で、地域のブラッシュアップに努めてい

きたいと思っております。 

  今、佐藤議員から、人に光を当てるというこ

とでお話ありましたけれども、やはり人と人と

のつながりというのも大変大きな財産だと思っ

ております。ことし新庄まつりがユネスコ無形

文化遺産に登録されまして、初めての新庄まつ

りを迎えたと。 

  そうした中、大変うれしいことに、災害から

打ちひしがれた市民を勇気づけようとして始め

た新庄藩の新庄まつりに感銘したという滋賀県

出身の作家の今村翔吾先生、新庄まつりに感銘

したということで、江戸時代の新庄藩の火消し

を主人公とした「羽州ぼろ鳶組」という小説、

くしくも、本当に何ていう偶然だろうと思うの

ですが、そういう小説を発表してくれました。

そういった先生方、人とのつながりも深めなが

ら、新庄の魅力を発信できないのだろうか、こ

の辺も模索してまいりたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） このインバウンド事業

は、市民の地元の皆さんが魅力を再発見する非

常に重要な事業でございます。誇りを持って、

それを来た方に発信することが、そして思いを

伝えることが重要ですので、ぜひとも力を入れ

て頑張っていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

  次に、ごみの減量化、再資源化についてお伺

いいたしますが、再資源化について「新庄もが

み方式」になったのですけれども、それに対し

てかなり法律のほうで苦労されたと思うのです

けれども、その法律をどのように解釈して広げ

たのか、そこら辺説明をよろしくお願いします。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 ８市町村で取り組んでいます

食品トレーリサイクルシステムについての部分

でございますけれども、法律上の議論としまし

ては、ごみの処理というものは基本的に市町村

内で完結することを前提としてつくられている

というのが今の現状とそぐわない部分でありま

した。そういう意味で、搬送する部分とか、一

般廃棄物の許可の考え方も含めて、県と調整し

ながら、平成28年４月からの立ち上げに至った

ということでございます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） かなりこれをやるには、

職員の方の多大なるお力があったと思いますの

で、改めて感謝したいと思います。 

  その中においても、これが全国初の取り組み

だと思うのですけれども、なかなかこれも市民

の皆様に全国初というのが伝わっていないよう

な気がしてなりません。特に多分皆さんトレー

を捨てるときに、看板を設置なされていると思

うのですけれども、ごみを捨てるだけに終始し

まして、なかなか看板を見ていただけなくて、

全国初なんだなということが市の皆さんに伝わ

らないと思うのですけれども、せっかくいいも

のをやっているのですから、皆さんに理解して

いただく。そして、誇りに思っていただいて、

ごみの減量化への意識を高めていく必要がある

のですけれども、そこら辺はどのように考えて
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いますでしょうか。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 この食品トレーリサイクルの

部分でございますけれども、まずは効果といた

しまして、福祉事業所の雇用につながっている

という部分があると思います。実際にたんぽぽ

作業所では10名以上の雇用を抱えている。あと、

友愛園でも２名の雇用につながっておりますし、

障害のある方の社会参加の場を提供していると

いう意義は本当に大きいと考えているところで

あります。 

  その際に、実際トレーの量をいかにふやして、

事業として継続して続けていくことができるの

かというのが、まさに課題になってくるわけで

ありますけれども、そういう点からしまして、

議員がおっしゃられました周知という部分につ

いて、力を入れていかなければならないと考え

ております。 

  実際、スーパーとか、ごみステーションに

120カ所程度になりますけれども、リサイクル

の看板を設置している状況であります。そのほ

か、小学生を対象にした研修、あと衛連の方を

対象にして、実際この福祉作業所の見学、最初

にスーパーの分別から始まりまして、福祉作業

所の見学、ヨコタ東北の見学も含めて、そうい

う形で実際に体験、見ていただいて、そういう

手法も含めて周知してまいりたいと考えており

ます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） もっともっとＰＲして

もいいのかなと。少し遠慮がちかなと思います

ので、もっと強くアピールしてもいいのかなと

思っています。そこでうまくメディアを利用と

いうか、活用していただいて、よろしくお願い

したいと思います。 

  そこで、先ほど市長答弁のところで、スーパ

ーの協力だったり、分別協力員の協力とござい

ましたけれども、どのようになさっていくのか。

やっているのか、詳しく教えていただければと

思います。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 食品トレーのリサイクルとい

うのは、まさに市内のスーパー、郡内のスーパ

ーの御協力があって成り立っているという部分

がございます。その際の問題点としまして、以

前から指摘されていたことでありますけれども、

箱に入れる際のマナーの問題というのが課題と

してあったところでありました。 

  そういう点を踏まえまして、８市町村全体の

取り組みとしまして協議会を立ち上げていると

ころですけれども、その取り組みとしまして、

分別指導員を公募しまして、実際にスーパーの

店頭に立っていただいて、８市町村の職員と一

緒に啓発、意識づけ、お願いをしてまいりたい

ということで取り組んで、10月に期間を限定し

てということになりますが、取り組んでまいり

たいと考えております。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） わかりました。ぜひと

も、これもなかなかほかのところでやっていな

いところですので、これもうまくメディアを活

用していただいて、ＰＲして、それで新庄のご

みの減量化が少しでも進めばなと思います。 

  新庄まつりも、ことしも最大のお祭りとなっ

たわけなのですけれども、そうすれば必ずごみ

が出てきます。経済活動が盛んになればなるほ

どごみは出てきますし、そういったときにおい

て必ずエコプラザもがみ、リサイクルプラザも

がみの問題が、必ずこれは切り離せません。だ

とすれば、私たちの子供や孫たちにはこれをど

うやって引き継ぐか。いずれは必ずその問題が

出てくると思いますので、今のうちからこれに
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対処する必要があります。ごみは捨ててしまえ

ばごみですけれども、利用すれば資源になりま

すので、ぜひこの協力を皆さんに知っていただ

きたいと思いますので、その努力を惜しまない

でいただきたいと思います。 

  そうしたことにおいて、日ごろから多分ごみ

出しの苦情だったりとか、アンケート回収もや

っていますけれども、それはどのように、今ご

みの減量化について活用されていますか。どの

ようにやっていますか、お伺いします。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 アンケートの部分でございま

すけれども、実際８市町村の事業としまして、

共生ビジョンの中の取り組みということになり

ますけれども、ごみの分別表を作成したいと考

えているところであります。その際に、実際ど

ういうふうに感想を持っているかということを

聞きたいということもありまして、400件程度

アンケートをとらせていただきました。その部

分を反映して、ごみ分別表、郡内市町村の取り

組みということになりますけれども、それに反

映させていきたいと考えております。 

  また、実際にごみ減量化を進める上で、ステ

ーションにごみを出す際の問題もありまして、

可燃ごみがまざっている場合ですと、なかなか

収集できないということもありまして、その場

合はステッカーで対応して電話でやりとりした

り、実際に我々がステーションに出向いていっ

てやりとりをしながら、適切なごみの出し方に

ついて協力してもらっているところです。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） あと、私たちも視察先

であるエコミラ江東に行ってまいりました。そ

のときに、ごみの捨て方が非常にきれいでした。

というのは、納豆がパックに入っていますけれ

ども、その納豆のパックもきれいに洗って出し

ていたということですので、そうすると市民の

ごみに対する資源化の意識がかなり強いと思い

ます。 

  それに対してなのですけれども、新庄市は平

成11年４月からごみを有料化いたしました。今

その意識が薄れつつあるのではないかと思うの

です。ここでもう一度、市民のごみ減量化を確

認する必要があると思います。何のためにごみ

袋を有料化したのか、これをもう少し皆さんで

考えていかないと、ごみも減らないでしょうし、

ごみ処理場の延命化も全然進まないと思うので

すけれども、新庄市ではどのように考えていま

すでしょうか。よろしくお願いします。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 実際にごみの有料化に切りか

えた年度におきましては、ごみの量が30％以上

減ったという実績がございます。とは言いなが

らも、ごみの量は増加傾向にあるということで

ございまして、改めてごみを減らしていかなく

てはならないという市民共通の認識に立たなく

てはならないと感じております。 

  そして、その部分というのは、市民の皆様の

ある意味、生活習慣に直結する部分があります

し、そういう点からすれば、環境教育としての

家庭からの環境を考える視点とか、教育という

のは、今後さらに重要になってくるのかなと感

じます。 

  そういう意味で、環境課としましても、親子

で参加できる環境教育ということで、例えばこ

としですとごみの行方調査隊とか、あと水環境

探検隊という講演をいただいたり、あとはエコ

クッキングなどを企画しておりますので、そう

いう面も含めて対応してまいりたいと考えてい

るところであります。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） はい、わかりました。 
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  その中において、小学校でも多分ヨコタ東北

に毎年行かれると思うのですけれども、ヨコタ

東北ではなくて、そういったリ・リパック方式

をやっているたんぽぽ作業所、そして友愛園に

実際出向いて、要は障害者の方がどのように作

業なさっているのか、そういうことを見せるこ

とも、環境体験、環境学習において非常に必要

だと思うのですけれども、そこら辺を私たちも

体験しないと、ごみはごみとして捨てるだけで

はなくて、実際にどのような方がどのような体

験をしてやっているのか。それを小学校、中学

校のうちから学ぶことも必要だと思うのですけ

れども、学校教育ではどのように考えています

でしょうか。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 学校教育の中でという御

質問でした。ごみの処理につきましては、４年

生の社会の中で学習いたします。「わたしたち

の新庄市」という副読本がございますので、４

年生の学習の中で新庄市の子供たちは全て新庄

市のごみの処理については学習しているところ

です。 

  その中で学習内容といたしましては、先ほど

来お話になっていますとおり、スーパーマーケ

ットでの回収、さらには友愛園とかたんぽぽ作

業所での処理、そしてリサイクル工場という形

での流れについても学習しております。 

  実際の見学については、リサイクル工場の見

学というのが非常に多いわけですが、写真等を

使って、副読本の中では、友愛園とかたんぽぽ

作業所の作業風景等も、実際には学習内容の中

には入っておりまして、そういった福祉施設で

の作業ということも学習しているところです。 

  どこを見学するかについては、担任あるいは

学校等での学習内容との関係で、リサイクル工

場での見学が非常に多くなっております。ただ、

今後、佐藤議員おっしゃるとおり、そこの部分

だけでなくて、友愛園、たんぽぽ作業所、福祉

との作業風景、作業等も見学の中に入れるかど

うかについては、各学校で御検討いただければ

と思っているところです。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） ぜひとも体験すること

が、子供たちにとっても非常にいい学びの場で

もございます。特に教科書を見るだけでは学べ

ないような、要はにおいだったり、体に感じる

ものが多々あると思いますので、そういう体験

を少しずつでもすることによって、ごみの減量

化の意識が高まっていただければと思いますの

で、そういう取り組みもやってみてはいかがで

しょうか。よろしくお願いします。 

  最後になりますけれども、ごみ処理問題は本

当に身近な問題でございますので、ぜひともこ

れは積極的にやるべき必要があります。また、

問題として、広域事務組合との絡みもあります。

新庄市だけではなくて、８市町村全体で取り組

むべきでございますので、私たち議員は広域議

員でもございますので、広域議員の立場からも

しっかりと意見を言えば、８市町村が協力して

ごみの減量化、再資源化に向かうよう、お願い

して私の質問を終わります。以上、よろしく、

ありがとうございました。 

小野周一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

清水清秋議員の質問 
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小野周一議長 次に、清水清秋君。 

   （８番清水清秋議員登壇） 

８ 番（清水清秋議員） 久しぶりに一般質問の

席に着かせていただきました。絆の会の清水清

秋でございます。 

  ことしも秋らしく実りの秋がやってきたなと

いう感じでおります。そうした中で先般、９月

初めごろですか、新聞等ではやや良という成育

状況が報道されたところでありますが、やや良

となりますと豊作の分野になるわけであります

が、しかしながら我々農家、稲作耕作者につい

ては、ことしの不順な天候で、本当にやや良、

豊作の傾向だかなというのが、ちょっと危ぶま

れるのではないかという思いでおります。 

  そうした中で、８月の新庄まつりがにぎやか

に挙行されたということでありますが、新庄ま

つりは豊年を祈願する祭りだということも言わ

れておりますので、何とか祭りで祈願したもの

が豊作につながればいいのかなと思って期待し

ているところであります。 

  そうした中で、私の一般質問、通告に従って

行いたいと思います。 

  まず１番目には天然温泉、通告には通称、名

前が使われていなかったのですが、これは新庄

に１つしかない天然温泉でありますので、言わ

なくても大体察しがつくかと思います。新庄奥

羽金沢温泉、これが８月等の新聞報道では、各

紙が軒並み、この温泉が閉鎖、閉館、営業を停

止するということで報道されたばかりでありま

す。ことしの12月いっぱいで営業をやめると、

会社のほうで話し合われたと聞いております。

恐らく市のほうでも、当市の副市長が監査役で

もありますわけで、そういう状況は入っている

と思います。 

  この天然温泉は、県を挙げて、観光スローガ

ンとして温泉王国山形をＰＲしているわけであ

ります。いかに天然温泉が山形県に観光客を、

誘客をもたらしているかということは、言うま

でもないと思いますが、そうした中で35市町村

ある中で、唯一空白地になろうとしている現状

が新庄市の天然温泉であります。 

  これがなくなった場合、これまで利用してき

た市民は、30万人を数えると言われております。

恐らく新庄市民、１人で何回かは利用している

のではないかと私なりに想像しているところで

ありますが、市長、温泉は好きですか、嫌いで

すか。恐らくここにおられる課長たちも温泉が

嫌いだという人は、まずいないのではないかと

自分なりに思うわけですが、恐らく議会の議員

も温泉嫌だ、嫌いだという人はいないのではな

いかという思いがします。 

  そうしたことを考えれば、こういった状況が

起きようとしているわけであります。この辺を

市長、どう受けとめておられるのか、実直に気

持ちをお伺いしたい。 

  温泉側は当初、市にもお願いした経緯がある

と聞きました。出資もしたり、またいろんな事

業を展開している中で、いろんな課題にぶつか

ったりして、市から支援もいただいてきた温泉、

金沢温泉であります。市として協力してきた目

的は、やっぱり市民の健康増進、維持を何とか

図っていきたい、そういう思いがあったから、

そういう支援をしてきたと思います。 

  そうした中で、平成28年２月８日、市民要望

として１万1,401名の署名が集められたという

ことで、奥羽金沢温泉は営業再開を決断したと。

そういった休業期間もあったわけで、そこで市

にもそういう趣意書とか、要望的なことが来て

いると聞いております。この活動の団体は、山

屋温泉を考える市民の会であります。恐らくこ

の会の皆さんは、現在もその思いに変わりなく、

温泉を継続していただきたいということがある

と思っております。そうしたことを考えると、

市はこの現状をどう捉えておられるのかお聞き

しておきたい。 
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  県内自治体において35市町村ほとんどが天然

温泉、自治体として事業展開しているところが

ほとんどであります。そうしたことを考えると、

新庄市だけが空白地になるわけにはいかないと

いうのは、私一人だけではないと思う。これは

何としても、新庄市から天然温泉がなくなるこ

とだけは食いとめなければならない。そういう

決断は当然市も、このことに私は当然取り組む

べきだと。今こそ新庄市民の市民サービス、こ

れまで財政再建でいろいろ市長、また課長、職

員、我々議会も協力して財政再建、我々だけで

はなしに、一番財政再建に頑張ってきたのは市

民であります。ということは、市民サービスが、

本当は市民からの要望に対していろいろと取り

組むべきところが、財政再建だ、いろんな形で

市民に迷惑というか、我慢していただいた経緯

があるのです。今そうした財政を見ますと、市

長の努力で、取り組み方で、すばらしい財政再

建が今整ってきているわけであります。そうし

たことも考えて、ぜひひとつ、この天然温泉、

新庄市、行政が取り組んでいただいて、継続し

ていただく方向で考えてもらいたい。市民に、

やはり健康第一の元気な市政、市長がことごと

く言っている元気なまちづくり、これに向かっ

て進んでいただきたいと思いますが、市長の考

えをお聞かせいただきたいと思います。ひとま

ず、これで私の質問。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、清水市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  一問一答方式ですので、奥羽金沢温泉につい

てお答えさせていただきます。 

  このたび株式会社奥羽金沢温泉より、昭和61

年より34年にわたり営業されてきた温泉につい

て、本年12月をもって閉館するとの通知をいた

だきました。これまで市民の健康増進の観点か

ら支援を行ってまいりましたが、長きにわたり

市民の健康づくりに貢献していただいたことに

心から感謝しております。 

  平成27年の温泉休業時には、営業再開に向け

多数の皆様より署名いただき、市では山屋セミ

ナーハウスの機能強化策として、温泉を活用し

た入浴設備の改修を検討するための基本調査を

実施いたしましたが、事業者による事業の再開

に至った経過がございます。 

  昨日の髙橋富美子市議の御質問にも答弁させ

ていただきましたが、温泉施設閉館後の対応に

つきましては、株式会社奥羽金沢温泉の意向、

今後の方向性を現段階では確認しておりません

ので、動向を注視しながら対応してまいりたい

と考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

８ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小野周一議長 清水清秋君。 

８ 番（清水清秋議員） その程度の答弁かなと

は思ってきたわけでありますが、いろいろと私

に情報が入っております。これまでいろんな形

で、奥羽金沢温泉の方々が市にも相談に来てい

るところであると聞いております。当然、県ま

で相談に行っているわけです。 

  今、市長が奥羽金沢温泉の動向とか、いろい

ろ言われたわけですが、これは市から監査役と

して副市長がその任務を遂行してきているわけ

です。だから、その内容はそれなりに監査役と

いうのは、ただ数字を見るだけではない。業務、

事業の執行状況、そういうものまで監査しなけ

ればいけない責務があるわけです。そうしたこ

とを考えると、どうも動向を見ながらとか、監

査役を務めている人からは、その辺の状況は把

握されていないのだなという感じがしてならな

いのでありますが、監査役、その辺どうなので

すか。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

小野周一議長 副市長伊藤元昭君。 
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伊藤元昭副市長 ただいま清水議員から、確かに

私は奥羽金沢温泉株式会社の監査役には就任し

ておりますが、監査報告書をごらんいただくと

おわかりになるかと思いますけれども、私の監

査役の権限は、監査の範囲が会計に関するもの

に限定されているため、事業報告、いわゆる事

業運営を監査する権限を有していませんという

監査報告になっております。 

  したがいまして、事業運営等について、私に

いろんな事務連絡等もございませんし、私から

会社の経営に対してどうこう言う立場にはない

ということは、ぜひ御理解いただきたいと思い

ます。 

８ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小野周一議長 清水清秋君。 

８ 番（清水清秋議員） 監査役をとやかく責め

るわけではないのですが、報告は受けていると

思う、温泉側から。監査をしなきゃならないと

いうことではない。報告はそれなりに、事業内

容とか、報告は受けていると思う。そういうふ

うに私の情報には、いろいろ話し合われている

ということも入ってきているわけです。そうし

たことを踏まえて質問しているわけで、市長、

ひとつ市民にこれだけの、１万1,400人、この

方々、どういう市民の方々が署名されたとお思

いですか。恐らく子供までの署名は余り入って

いないのではないかと思う。 

  そうした中で、やはり市民要望に応えるとい

うのが、行政も当然しかりです。我々も市民要

望に応えるというのは。これをひとつ果たして

いかないと、何の行政なのかさっぱり見えてこ

なくなる。何とか続けていただきたいという要

望だと聞いております。 

  この趣意書の最初の温泉を考える会の代表が、

元市会議員の金 利寛議員だ。私は、この趣意

書は、元市会議員の遺言書だと思っています。

そういうふうに捉えてもおかしくない。今、元

市会議員はお亡くなりになっておりますが、そ

の次の、恐らくここに傍聴に来ている星川さん

が代表になったと。このことの受けとめ方とい

うのは、非常に重要だと思っている。市長の率

直な考えをもう一回お聞かせいただきたい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市民の皆さんの多くの要望は、確

かに重いものだと感じております。しかしなが

ら、奥羽金沢温泉を残すことと、新たに市民温

泉を開設することとは、１点は違うと思ってお

ります。 

  株式会社奥羽金沢温泉が開設し、経営できな

くなったという状況をそのまま残すということ

は、行政としては引き受けることはできないと

思っております。市民の健康のために必要であ

るとすれば、新たに温泉の開発ということは、

議員の皆さんとの議論を積み重ねた上での開設

ということになるのだと思います。あくまでも

それについては市民の皆さんの御意見、そして

議員の皆さんの御意見、そして議論を積み重ね

た上で、本当の市民温泉なるものはどうなのか

ということをしなければいけないと思っており

ます。 

  そういう意味で、事業者の意向、今後の方向

性を現段階では確認していないということであ

りますので、さらにまた閉鎖するけれども、例

えばの話ですけれども、経営者が変わって再開

するということもあるかもしれない。そこに踏

み込んだ意見は、我々は言えないということで

あります。市民の皆さんが必要とする温泉を展

開するならば、新たに議員の皆さんと相談しな

がらしなければいけないという考えを持ってお

ります。 

８ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小野周一議長 清水清秋君。 

８ 番（清水清秋議員） 今、市長が市民と話し

合うと。市民が望むことであれば、考えなけれ

ばならないというような受けとめ方でいいです
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か。ありがとうございました。そういう考えを

お聞きしたかったわけであります。 

  これまで金沢温泉をやってきた方々、それ相

当の努力、当然会社、そしてまた源泉を持って

いるＪＡ新庄の民間企業といえば民間、そうい

う方々が、市民利用できるようにということで、

これまで長年、本当に私も見ていて、いつやめ

てもおかしくない状況だということを、常々ず

っと思ってきたところでありましたが、その都

度やはり市にお願いして、支援をしていただい

た、これは私も認めるところであります。 

  そうした大事な温泉だということを認識しな

がら、市民に温泉を提供されてきた。その温泉

を、もう奥羽金沢温泉、これ以上できないんだ

という残念な決断をしたということで新聞に出

ているわけですから、私もその懇談、お話を聞

いてくださいと言われて、お話を聞いた経緯も

あります。考える会の皆さん、会社の皆さん、

農協関係者と、ぜひひとつこれまでの努力を無

駄にならないように、継続していくという方向

で考えていただければありがたい。 

  今、市長の答弁では、市民からそういう話が

あれば考えますということでありますので、そ

の辺は私もしっかりと受けとめて、これから市

民と一緒に、特に温泉を考える会の皆様方とい

ろいろお話、議論をして、市のほうへ相談させ

ていただきたいと思います。 

  温泉のほうは、市長のそういう決意と申しま

すか、そういう市民を考えて、今後行動したい

ということでありますので、温泉のほうはこれ

で終わりたいと思います。 

  次に２番目の、私のところの八向地区公民館

の整備改築をお聞きしたいと思います。 

  これは、これまで何回か質問させていただき

ました。この整備計画を市に示されてから20年

余り経過しております。20年前のことをちょっ

と思い出すと、３点セットから始まって、本合

海児童館、勤労福祉センター、八向地区公民館、

この３点を整備するという話から公民館改築計

画が動いてきました。 

  しかしながら、その間いろいろ地区でも話し

合われました。私もその委員会等にも入った経

緯もあります。その当時は八向地区から市会議

員が４人選出されておったわけで、今は私１人

で、本当に力がなくなってきているのかもしれ

ません。特にこのたびの議会報告会があったと

ころ、地元からも意見が出ました。質問も出ま

した。どういう計画が今あるんだということも

お聞きされました。 

  そうしたことで、議会報告会でもある議員か

ら、議会で取り上げて、議会で一緒に八向地区

公民館どうするのだということを話したらどう

だという意見も出たところだった。しかしなが

ら、私は今まで何回か質問させていただいたと

ころもありましたものですから、これは私にお

任せいただけないかということで、議会で取り

上げる方向にはいかなかったというのが、これ

までのところであります。 

  そうした中で、あの八向地区公民館そのもの

を、どういう建物だとか一々説明しなくても、

行政、携わっている課長等、まずどういう建物

かは、私の口からは余り言いたくない。ただ、

言わせてもらえれば、あれは酷かもしれません

が、あれは公共施設なんですかと聞きたいので

す。 

  なぜかというと、あの老朽化した建物は、耐

震計画、耐震計画してけろとは一言も言ったこ

とはないのですが、耐震計画の整備に名前すら

ない。今、皆大概公共施設、耐震整備しなけれ

ばならないところ、大概できてきているわけで

すね、市長。そうしたことを考えると、あそこ

で生涯学習をやれというのが、私は酷だと思っ

て、やれというほうがおかしいと思っている。

これだけは言わせていただかないとだめだ。そ

ういうふうに行政で思っていないんですか。あ

そこで生涯学習やれって言うほうが無理なんだ。
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だから、ここであえて何回も質問させていただ

いて、これが最後にしたいなと思って一般質問

に立たせていただいたところでありますので、

ぜひその辺の意を酌み取ってお考えをお聞かせ

いただきたい。 

高野 博教育長 議長、高野 博。 

小野周一議長 教育長高野 博君。 

高野 博教育長 それでは、八向地区公民館の改

築についてお答えします。 

  八向地区公民館につきましては、先ほど清水

議員がおっしゃったとおり、平成６年に八向運

動広場への勤労者総合福祉センターの誘致、旧

八向地区公民館用地への児童センターの建設、

本合海地域公民館新設の条件整備の３点を、当

時の八向地区公民館建設促進協議会へ提案、了

承されたことにより、平成９年、旧本合海児童

館の建物を八向地区公民館として設置したとこ

ろですが、昭和40年に建築された建物とあって、

老朽化が著しく、災害時の緊急避難所としても

早急な対策が必要になってきていると考えてお

ります。 

  地区公民館設置以降、区長と市長のまちづく

り会議において、八向地区公民館の早期建設促

進の要望がたびたび出され、地区の方々との協

議を長年重ねてきておりましたが、場所の選定

や財政事情の理由などから、事業の実施ができ

ない状況が続いておりました。 

  昨年度は、本合海１区から８区までの地区が

主体として行った住民アンケートの結果を踏ま

えた公民館改修の早期着工の提言がなされ、そ

の中にありました本合海各区長等による公民館

早期着工推進協議会がことし６月末に立ち上げ

られました。 

  今後は、地域の皆様の活動の拠点として、よ

り使いやすく、日常的に活用していただける施

設に整備するため、場所の選定や施設の機能及

び管理運営などについてスケジュールを立て、

地域の皆様の御意見をいただきながら進めてま

いりたいと思います。よろしくお願いします。 

８ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小野周一議長 清水清秋君。 

８ 番（清水清秋議員） 今までと大して変わら

ないんだよな。具体的に検討なされた経過を聞

きたかったんですよ。まだ検討を要するような

答弁では納得いかない。 

  今、当地区でいろいろ話し合われていること

も聞いております。その地域で話し合った意見

を集約して、役所へ持ってきていただければ、

それを題材にして進めますと、そういうことま

でその地区に担当部署からおろされてきている

経緯も聞いております。非常に地元の声を反映

する意思があるということは、間違いなく伝わ

ってくるわけでありますが、だからといって、

その地区の区長方が主にその委員会を結成して

いるわけでありますが、そうした声をまとめて

持ってきてくださいとした場合、地元の話し合

った区長とかいろんな方々、我々が話し合った

こと、まとまったものを持っていけば、行政サ

イドでそれなりにやってくれるんだべかと、そ

のことまで話し合われているのです。私もそう

いう質問を受けました。いや、何ぼ地元でこう

いうふうにまとまったからって、100％市でそ

れなりにそういうふうにやりますよって、恐ら

く言わないのでないかなという話もしたところ

でありますが、その辺どこまでどういう形で具

体的に話し合われたものが、市で検討されて、

地元の方々に理解してもらうのか、その辺お聞

かせいただきたい。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 今、教育長が答弁した中

で、そのほかに実際に６月にその公民館の改築

の推進協議会というものが６月末に立ち上げら

れまして、その後９月５日にも第２回の協議会

が開催されたという中で、その後その会議を受

けた中で、報告という形で市役所においでいた
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だいたということがあります。 

  実際にそうした経緯の中で、今後の協議会も

重ねるわけなのですけれども、その中にうちの

ほうも直接的に、オブザーバー的に入っていき

ながら、実際にその方向性が決まったとすれば、

調査費、当然のごとくスケジュールを立てると

いうのは、次年度の調査費、もしくは実施設計、

その後は改築という形でスケジュールを立てて

考えていくという形でもお話をさせていただい

たところでございます。 

  先ほど清水議員から言われたとおり、地区公

民館、いわゆる生涯学習機能の施設という捉え

方、なおかつ地域コミュニティーの形成の場と

しても捉えていますので、なかなか地区公民館

の扱いの部分で、今現在、老朽化の中で御不便

をかけているという部分では、それなりに築57

年も経過している施設でもありますし、なおか

つそこが避難所としての機能も果たさなければ

いけないという部分もありますので、その辺も

含めて網羅した形で順を追って計画していくと

いう形で考えております。 

  予算についても方向が決まり次第、当然、本

合海に限らず、八向地区全体の区長、住民にも

説明しながら考えていきたいということでござ

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

８ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

小野周一議長 清水清秋君。 

８ 番（清水清秋議員） 課長からはそういう考

えを、当地域の区長初め関係者に話が行き届い

ているという話でありましたが、やはり八向地

区には地域性があって、升形地区、本合海地区、

この辺の地域性が非常にネックになって、今ま

でいろいろと進める方向もめどがつかなかった

ということも、私なりには思っております。 

  しかしながら、いつまでもこういう状態を続

けていいわけがない。これが今まで延びたとい

うことは、社会教育課で地区公民館、きちんと

条例でうたわれているわけです。そこに社会教

育の地区公民館の役割というのは生涯学習、そ

ういうことを考えた場合、もうとっくに整備は

できて、終わっていなければならない。今、荒

澤課長がそれなりに話したけれども、私にも升

形地区の方々からも話がありました。地区公民

館は升形では要らない。我々の地域公民館です

か、こういうものを整備していただきたい。市

長にも話をしているということも言われました。

市長、何言ったっけや、市長は老朽的になって

利用しにくくなった面は直してやる。そういう

ふうにまちづくり会議等で話し合ったというこ

とも聞いております。市長が言ったか言わない

かは、私が直接聞いていたわけではなくて、区

長たちの話だった。升形の区長たちは、今山形

県縦断駅伝がコースを変えて、升形を通って鮭

川へ、そして升形地域公民館がバトンの場所で、

非常にあそこの公民館、施設を利用しなければ

ならないということで、いろんな升形の区長た

ちも市長にお願いしたという経緯もあります。 

  これは地域公民館だけれども、地区公民館を

兼ねてのそういう話が出てきたということも私

なりにあるものだから話をするわけで、やはり

升形地区の人たちは、地区公民館、升形建てて

くれと言ったって建たないべと。だから、我々

は地域公民館をそれだけ整備してもらえればい

いのだわという話も、恐らく課長たちは聞いて

いると思う。やっぱりそういう何らかの整備の

仕方を考えてやらないと、いつまでたってもか

わりばえのない、利用しにくい施設であるわけ

であります。これでその地区の人たちが納得し

て理解するわけにいかないです。 

  ぜひひとつ課長、大変な場面で課長になって

文句言うのも大変酷なのですが、ひとつぜひそ

ういう地域の思い、行政として手だてできる物

事はやっていただくということをしていただか

ないと、何だやと。不信、不安、そういうもの

が先に立って、ややもすると市の行政のあらゆ

るものに波及していくおそれもある。そういう
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ことを考えると、ぜひひとつ、話し合われたこ

とは、やろうと思ったらやるべきなんですよ、

これ。そうした話も直に聞いている区長たちも

数多くいるのですから、ぜひひとつそういうこ

とを踏まえて、市長初めまちづくりを進めてい

ただければと思います。ひとつよろしくお願い

いたして、これで私の質問を終わります。あり

がとうございました。 

小野周一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時５５分 開議 

 

小野周一議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

星川 豊議員の質問 

 

 

小野周一議長 次に、星川 豊君。 

   （３番星川 豊議員登壇） 

３ 番（星川 豊議員） 久々の質問になります

けれども、皆さん方ほど前段の御挨拶も上手で

はありませんので、強いて言えば、徳川家康だ

っけか、実れば実るほど頭を垂れる稲穂かなな

んてありますけれども、今ちょっと休み時間に

外をのぞいたら、木の葉も草もみんな垂れてい

ました。これは何のことはない、雨の重みのた

めに垂れている状態でした。 

  そういうことで、少し和んだところで質問に

入らせていただきます。 

  新制度の農業委員会、会長就任おめでとうご

ざいます。これらについて、新しい農業委員会

制度が始まったわけですけれども、私も30年間

務めてきた経過がございますけれども、新しい

制度になったということで、会長に新しく変わ

ったところを確認したいという意味で質問させ

ていただきたい。そしてまた、初めての議会出

席にもなるわけですから、いろいろ抱えている

問題もございますでしょうし、そういったとこ

ろの抱負と、簡単に就任の挨拶も兼ねてお答え

していただければと存じます。 

  まずは、新しい農業委員会が始まりましたけ

れども、私の記憶といたしましては、まず、す

てきなすばらしい会長を選んだなと喜んでいる

ところでございます。これはなぜかというと、

新庄市を含めて１市７町村の会長にもなられた

ということで、普通これは３回の経験をもって

しないと、これにならないというのが通常だっ

たのです。そして、県のほうのあれにも行けな

いと。そういうのが通常ですけれども、何か漏

れ聞くところによると、郡内の会長が前に局長

を経験しているときに厄介になったということ

で、すばらしい人だということで、ぜひともな

ってほしいという要望がありまして、全員一致

で決まったそうでございます。 

  ということは、すなわち新庄市の会長だけで

はなくて、新庄最上の会長にもなったというこ

とは、県の農業会議の理事としても県のほうに

出ていく。そして、県のネットワーク機構の、

県の農業会議の常設常任委員会に出席されて、

新庄最上から行った案件を審査するという立場

にもなるわけです。そしてまた、新庄最上から

出ていっているということは、例えば案件が出

た場合には、これを審査し、そして例えば新庄

の案件の場合は地元の人が審査するのではなく

て、開発地区とかそういったものについては、

新庄最上の１市７町村の関係のない、新庄市の

案件が出れば新庄市から関係のない市町村の会

長が審査すると、こういう形になっていくはず

ですけれども、その中で新庄最上から理事が出

ていくと、当然各地区から、山形県を４つに割

った各地区から理事が出てくるわけです。その

中から、県の農業会議の運営委員にもなられる
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はずだと思っていますけれども、これもし私が

言ったことが間違っていれば、後で御指摘いた

だきたい。そして、記憶を直しますのでね。間

違っていなければ、何もそれで間違いありませ

んと一言答えていただければ幸いかと存じます。 

  そういうことで、いろいろ新しい制度になっ

たところで抱える問題は、簡単に申し上げます

と、耕作放棄地の問題とか、会費の問題とか、

それからいろんな問題が、解決して引き渡しし

たかったのですけれども、なかなかそんな簡単

なわけにもいかないしね。でも、きっと新しい

会長はそういった農地法の熟知もしているし、

そういったことで活躍されて、市長と行政の右

腕として一生懸命働いてくれるものと御期待申

し上げます。 

  あとで、そういうことで就任の挨拶と抱負と

か、そういったものを簡単に申し上げていただ

ければ幸いと存じます。 

  ここで水を飲むはずでしたけれども、水がな

くなったね。 

  それで、２番目ですけれども、新庄市におけ

る今後の安心安全で住みよい環境づくりについ

て御質問申し上げます。 

  安心安全で空気のきれいな、非常に住みよい

まちとしての高評価を受けているところですが、

一昨年度から今年度にわたり、環境問題が多発

している状況下にあるようであります。市民と

いたしましては、安価で安全な食材を求めてい

るわけですが、これには多頭飼育によるコスト

の軽減化を図らなければ、安価な食材を生産で

きなくなるわけです。 

  そこで出てくるのが、異臭、粉じん、騒音、

そういったもろもろの問題が発生して、市民と

の争議に至ってしまう。これらを解決するには、

前向きに解決方法を考えていかなければと思い

ますが、市長の御所見をお伺いしたいと、これ

で１問結ぶはずですけれども、まるっきりこれ

では内容がなっていないと言われると悪いので、

ただ私の知るところによると、今考えつくのが、

なぜこういうものをやっていったらいいのかと、

これから始まるわけですね。だから、課長には

質問したってわからないと思いますので、具体

的に申し上げますと、例えばある市民が、畜産

農家ですけれども、みずから周りの人ににおい

を、異臭問題を、環境を悪くしたくないという

ことで、みずから古い牛舎を借り受けまして、

自分の住みなれた集落から息子を、そこの管理

棟に住まわせていると、そういったことも出て

きているし、皆さん御承知のとおり、本合海地

区でもいろんな騒ぎがありました。そしてまた、

新庄市をずっと見て回って、皆さんも御承知だ

と思いますけれども、本当は緑豊かな田園都市

なはずなのですけれども、あるところでは、こ

れは悪いことではないですよ。鳥インフルエン

ザを防ぐために鶏舎が真っ白になっています。

知らない人が来ると、あれ何やと聞くのです。

悪いことではないんです。それで病気を防ぐた

めに、そういった万全のあれをして、毎日石灰

を振ってやっているわけです。でも、非常にあ

あいうものがふえてくると、将来、私が冒頭に

申し上げた、安全で空気のきれいな住みよいま

ちなんていう環境が壊されてしまう。これは、

やはり環境基準に基づいていれば、上位法であ

って、こういったものが開発許可出てくると、

何ともしようがない、これ上位法であるから基

準に合っていれば、基準に合った装置を使って

いれば、やはり許可せざるを得ないという状況

下にある。 

  このままいきますと、大都市でそういったも

のをやろうとすると、土地は高いから、コスト

が高くなるから絶対できない。やはり地方にそ

ういうものが必ず進出してくる。そうすると、

結局は地方のきれいなところが、新庄市で言え

ば、きれいな田園都市が、そういったもののご

みのはきだめというか、悪く言えばね。そうい

った環境が非常に侵されるような状態に、今後



- 105 - 

ずっとなっていく。これは非常にゆゆしき問題

でございまして、今のところ何も話がなってい

ない。企業の誘致をするけれども、そういった

問題になるときには、何もほっかぶりして、全

然知らない。 

  ところがその後、例えば自分のうちの前に、

基準には沿っているけれども、自分のうちのそ

ばに異臭を放つ、騒音がある、粉じんが舞う、

そういったものがいきなりぽんと出てきたら、

これどうしますか。下手したら、お金のある人

だったら引っ越すでしょう、逆に。そういった

問題を事前に考えて、新庄中核工業団地もそう

ですけれども、実は先日２回ほど、夜中12時ご

ろに行ってみました。噴煙が上がると、天気の

いいときに行くと、12時ごろから上がった煙が

全部落ちてくるのです。工業団地の上に全部降

る。２回行ったけれども、２回ともそうでした。

天気のいい日です。日中は上昇気流に乗って、

あれなんですけれども、ただあれ、夜もたいて

いるのですよね。そうすると、12時過ぎからぼ

わっとおりてくるのです。それで、工業団地の

工場の屋根の上にすとんと乗っかっている。 

  これ、今だからいいんですけれども、これが

もっとふえてくる可能性がある。前に清水議員

もおっしゃっていましたけれども、そういった

もののすみ分けもやっておかなければいけない

のではないかなと、こういうふうに考えてきょ

うの質問に至ったわけです。事前にやっておか

ないと、大きな問題になってからでは、非常に

これ大変なことになるのでね。 

  まあ、ほかにもいろいろあるのです。だから、

これは今から始まるわけですから、関係課長と

市長のきょうの答弁によってゴーサインが出れ

ば、関係課長が集まって、この問題に真剣に取

り組んでいただきたい。 

  そして私は、これから３カ月、６カ月、１年

ですか、そういった経過後に、今度は課長に進

捗状況とか、どういうふうに対応しているのか、

厳しく追及していくつもりでおりますけれども、

きょうのところはこのぐらいにして、答弁を終

わらせていただきますので、よろしくお願い申

し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

小野周一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、２番目の質問でありま

すが、初めに私のほうから答弁させていただき

ます。委員会のほうは、会長から答弁すると思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  安心安全で住みよい環境づくりについての質

問でございますが、昨今の環境問題につきまし

ては、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、悪臭な

ど全国的にも課題となっているところでありま

す。 

  当市におきましても、悪臭、野焼き、油漏れ

など市民の方から相談が寄せられておりますが、

こうした相談の対応や市内の環境保全対策につ

いては、市報での特集や啓発チラシにより周知

を行っております。 

  さらに、不法投棄防止及び野焼き防止の広報

活動を、衛生組合連合会と協力しパトロールを

行うなど対応しているところであります。 

  また、不法投棄や野焼き、油漏れの水質汚濁

など実際の事案につきましては、通報が入り次

第、現場に行き、関係機関と連携し、原因者へ

直接指導することにより再発防止に努めている

ところであります。 

  また、新しい事業所や既存の事業所周辺の環

境に、地元住民が不安を持つなど配慮が必要な

場合、事業者、地域団体と市が地元の要請に基

づいて、環境保全協定を結ぶなどの対策を講じ

ているところであります。 

  このように環境は、日々の生活を支える基盤

であります。環境保全については御指摘のとお

り、工業団地を初め、未開発地区においての保

全対策も含め、自然環境と土地利用のあり方を
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検討した上で、環境保全を適切に行いながら、

安心安全で住みよい環境づくりを進めてまいり

たいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

浅沼玲子農業委員会会長 議長、浅沼玲子。 

小野周一議長 農業委員会会長浅沼玲子君。 

浅沼玲子農業委員会会長 初めに、前会長であり

ます星川議員におかれましては、長年にわたり

会長として農業委員会のため御尽力賜りました

ことを、深く感謝申し上げます。今後ともよろ

しく御指導お願いいたします。 

  それでは、星川議員の質問についてお答えさ

せていただきます。 

  このたび、農業委員会会長に就任しました浅

沼と申します。よろしくお願いいたします。 

  昨年４月に農業委員会等に関する法律が改正

されまして、農業委員の選出方法や農地利用最

適化推進委員の新設など、地方農政に大きな改

革が迫られることとなりました。本市におきま

しては、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増

加など、いわゆる人と農地の問題は年々深刻さ

を増しております。 

  新しい制度では農地利用の最適化の推進が、

農業委員会の役割として強化され、従来から行

ってまいりました農地法に基づく許認可業務に

加えまして、担い手への集積、集約、耕作放棄

地の発生防止、解消、新規参入の促進に積極的

に取り組んでいくことが、農業委員会の新たな

取り組みとして、これまで以上の活動と成果が

求められております。 

  こうした組織を取り巻く環境が変化する中で、

農家の代表機関として、公平、公正、透明性の

ある農業委員会業務の執行に務めるとともに、

農業委員19名、農地利用最適化推進委員８名の

連携のもと、優良農地の保全と効率的利用を推

し進めて、農家が安心して暮らせる地域社会を

目指してまいりたいと思っております。 

  今後とも皆様の御協力をお願い申し上げます。 

３ 番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

小野周一議長 星川 豊君。 

３ 番（星川 豊議員） まず、農業委員会の会

長、どうも御丁寧に内容もお知らせいただきま

して、大変ありがとうございます。今後もひと

つ頑張ってください。 

  市長、２の質問ですけれども、これは環境課

が出てくるのがあれですけれども、今から始ま

ることですから、これは課長に聞くのはやぼで

酷であると思いますので、ただ、今度市長から

ゴーサインが出たわけですから、逆に今後の抱

負です。これを一言でもお話ししていただけれ

ば結構だと思います。 

小松 孝環境課長 議長、小松 孝。 

小野周一議長 環境課長小松 孝君。 

小松 孝環境課長 大気汚染とか土壌汚染、また

悪臭などの問題につきましては、農業経営と生

活圏の問題とか、また工場の経営と生活圏との

兼ね合いの問題になってくるのかなと感じてお

ります。問題が発生した場合は、現場に出向い

て相手方とのやりとりはもちろんしております

し、御指摘のとおり、環境の問題というのは生

活の基盤であると感じておりますので、今後に

おきましても個別の状況を把握しながら、地域

の事情に合わせて対応してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

３ 番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

小野周一議長 星川 豊君。 

３ 番（星川 豊議員） どうもありがとうござ

います。 

  今、いろんな問題を聞いたってしようがない

ので、これは環境課長だけではなくて、環境問

題については少なくとも５ないし６つぐらいの

課の人が一緒になって話をしないと解決しない

問題だと思います。そういったことで、市長か

ら非常に御丁寧な答弁をしていただきまして、

そしてまた今後の方向づけを今ここで名言され

たわけですから、そういったことで常に関係課
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長と市長と交えて話をしながら、問題の解決に

向かっていっていただきたいと思います。以上

で質問を終わります。 

小野周一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日９月13日から９月

21日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を９月13日から９月21日ま

で休会し、９月22日午前10時から本会議を再開

いたしますので、御参集をお願いいたします。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時１３分 散会 
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平成２９年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２９年９月２２日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 小 野 周 一     副議長 小 関   淳 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   下  山  准  一  議員     ６番   小  野  周  一  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   髙  橋  富 美 子  議員    １２番   佐  藤  卓  也  議員 

 １３番   山  科  正  仁  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 齋 藤 彰 淑  総 合 政 策 課 長 関   宏 之 

総合政策課参事 福 田 幸 宏  財 政 課 長 板 垣 秀 男 

税 務 課 長 松 坂 聡 士  市 民 課 長 髙 山   学 

成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 加 藤 美喜子  子育て推進課長 

兼福祉事務所長 滝 口 英 憲 

環 境 課 
地 域 防 災 室 長 森   正 一  健 康 課 長 田 宮 真 人 

農 林 課 長 小 野 茂 雄  商 工 観 光 課 長 渡 辺 安 志 

都 市 整 備 課 長 土 田 政 治  上 下 水 道 課 長 奥 山 茂 樹 

会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 伊 藤 洋 一  教 育 長 高 野   博 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 荒 川 正 一  学 校 教 育 課 長 齊 藤 民 義 

社 会 教 育 課 長 荒 澤 精 也  監 査 委 員 大 場 隆 司 

監 査 委 員          
事 務 局 長 平 向 真 也  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 亀 井 博 人  農業委員会会長 浅 沼 玲 子 

農 業 委 員 会   
事 務 局 長 三 浦 重 実    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 井 上   章  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 事 小田桐 まなみ 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２９年９月２２日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告） 
日程第 １ 議案第６４号平成２８年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第６５号平成２８年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第６６号平成２８年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第６７号平成２８年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第６８号平成２８年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第６９号平成２８年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第７０号平成２８年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第７１号平成２８年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい 

      て 

日程第 ９ 議案第７２号平成２８年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第６１号新庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 請願第５号「地方財政の充実・強化を求める請願」について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１２ 議案第６２号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第６３号市道路線の認定及び廃止について 

日程第１４ 請願第３号平成３０年産以降の米政策の見直しに関する件について 

日程第１５ 請願第４号平成３０年産以降の米政策の見直しに関する件について 

 

日程第１６ 議案第７３号平成２９年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１７ 議案第７４号平成２９年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議案第７５号平成２９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 



- 111 - 

日程第１９ 議案第７６号平成２９年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第７７号平成２９年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２１ 議案第７８号平成２９年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２２ 議会案第２号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 

日程第２３ 議会案第３号平成３０年産以降の米政策の見直しを求める意見書の提出について 
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開      議 

 

 

小野周一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はありません。 

  なお、環境課長が欠席のため、地域防災室長

森正一君が出席しておりますので、御了承をお

願いします。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

小野周一議長 日程第１議案第64号平成28年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第９議案第72号平成28年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定についてまでの

９件を一括議題といたします。 

  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長奥山省三君。 

   （奥山省三決算特別委員長登壇） 

奥山省三決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告いたします。 

  決算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、要点のみの御報告とさせてい

ただきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第64号平成28年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第72号平成28年度新

庄市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついてまでの計９件であります。 

  審査につきましては、９月15日及び19日の両

日にわたり活発な質疑が行われたところであり

ます。 

  初めに、議案第64号平成28年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、また遠藤敏信委員より認定することに

賛成の討論があり、採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第65号平成28年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第66号平成28年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について

は、質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員

異議なく認定すべきものと決しました。 

  議案第67号平成28年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、質疑、

討論はなく、採決の結果、全員異議なく認定す

べきものと決しました。 

  議案第68号平成28年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定について及び議

案第69号平成28年度新庄市営農飲雑用水事業特

別会計歳入歳出決算の認定についての２件は、

質疑、討論はなく、採決の結果、全員異議なく

認定すべきものと決しました。 

  議案第70号平成28年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、質疑の

後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく認

定すべきものと決しました。 

  議案第71号平成28年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

質疑の後、討論はなく、採決の結果、賛成多数

で認定すべきものと決しました。 

  最後に、議案第72号平成28年度新庄市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定については、
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質疑の後、討論はなく、採決の結果、全員異議

なく可決及び認定すべきものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託されました案件、

議案第64号平成28年度新庄市一般会計歳入歳出

決算の認定についてから議案第71号平成28年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてまでの８件については、いず

れも認定すべきものと決し、議案第72号平成28

年度新庄市水道事業会計利益の処分及び決算の

認定については、可決及び認定すべきものと決

しました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件について採決いたします。 

  初めに、議案第64号平成28年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定について採決いたします。 

  議案第64号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

小野周一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第64号は委員長報

告のとおり認定することに決しました。 

  次に、議案第71号平成28年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て採決をいたします。 

  議案第71号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の議員は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

小野周一議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票、賛成多

数であります。よって、議案第71号は委員長報

告のとおり認定することに決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきものと決した

議案第65号平成28年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

66号平成28年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第67号平

成28年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、議案第68号平成28年度

新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第69号平成28年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、議案第70号平成28年度新庄市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての

６件及び全員異議なく可決及び認定すべきもの

と決した議案第72号平成28年度新庄市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、委

員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号、議案第66号、議案第67号、議案第

68号、議案第69号、議案第70号の６件は委員長

報告のとおり認定し、議案第72号は委員長報告

のとおり可決及び認定することに決しました。 
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総務文教常任委員長報告 

 

 

小野周一議長 日程第10議案第61号新庄市職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について及び日程第11請願第５号「地方

財政の充実・強化を求める請願」についての２

件を一括議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三総務文教常任委員長登壇） 

奥山省三総務文教常任委員長 それでは私から、

総務文教常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件、

請願１件であります。 

  審査のため、９月14日午前10時より議員協議

会室において委員８名出席のもと審査を行いま

した。 

  初めに、議案第61号新庄市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、担当課の職員の出席を求め審査を行い

ました。総務課より説明を受けた後に審査に入

りました。 

  総務課からは、本条例は基本的には「地方公

務員の育児休業等に関する法律」を受けて設定

しているが、この法律に基づくとともに人事院

規則に従い運用してきた。本年３月に人事院規

則の一部が改正された。その内容として、育児

休業の再度の取得、育児休業期間の再度の延長、

育児短時間勤務終了から１年していない再度の

育児短時間勤務、これらができる特別の事情と

して、具体的には保育所や認定こども園などで

の保育の利用を希望し、申し込みを行っている

が、入所できないという事情である。このたび

人事院規則が施行されたことにより、本市にお

いても改正を行うとの説明がありました。 

  また、総務課より、１点目の再度の育児休業

の取得については、育児休業を終えて職場復帰

しようとしたとき、その子供が保育所等に入れ

ない状況となった場合、これまで再度の育児休

業の取得はできないとなっていたが、今回の改

正で再度取得できるようになったとのことです。 

  また、２点目の育児休業期間の再度の延長に

ついては、育児休業が終了した場合において１

回について延長することができたが、その子が

保育所等に入れない状況となった場合、さらに

延長することができるので、最大で２回延長す

ることができるようになる。 

  ３点目の再度の育児短時間勤務については、

保育に当たるために１日の勤務時間を縮めて勤

務していた場合、その短時間勤務が終了してか

ら１年を経過しないと育児短時間勤務を取得で

きないとなっていたが、その子が保育所等に入

れない状況となった場合、再度取得できるよう

になったとのことです。 

  といった説明がありました。 

  審査に入り、委員より、上位法が３月に施行

されたということだが、上位法が改正になった

場合に準じての市の条例等はいつまで改正をし

なければならないといった期限はないのかとい

った質疑があり、総務課からは、特に期限はな

いといった説明がありました。 

  委員から、官が先行することによって民間に

波及するという形がいいと思うがといった意見

があり、総務課からは民間企業版の法律のほう

が先に改正され、既に実施されているといった

説明がありました。 

  また、委員より、市職員とはどこまで含むの

かといった質疑があり、総務課からは正規職員

と嘱託職員を含むとのことです。臨時職員、

日々雇用職員は期間が短いため、該当しないと

いうことです。嘱託職員については、１年ごと

の任用であるため、年度をまたぐことはできな

いが、該当させることができるといった説明が
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ありました。 

  そのほか、条文についての確認の質疑があり

ましたが、委員よりほかに質疑はなく、採決の

結果、議案第61号については、全員異議なく原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第５号「地方財政の充実・強化を

求める請願」についてであります。 

  現状確認のため財政課職員の出席を求め、審

査を行いました。 

  委員より、地方交付税が年々減ってきている

状況だが、この請願の中のトップランナー方式

とはどういったものなのかといった質疑があり、

財政課からは、平成28年度の地方交付税の算定

から導入されているもので、行政の効率化が進

んだ、もしくは国のほうで進めたいと考えてい

る民間への委託や施設管理の委託などといった

事業を展開している自治体を基準として交付税

を算定するといった内容であるといった説明が

ありました。 

  委員から、新庄は以前から施設管理などを民

間に委託している。余り影響がないということ

なのかといった質疑があり、財政課からは、新

庄市が進んでいるとはいえ、国が求めている全

ての事業についてトップランナー方式を導入し

ているわけではないので、影響がないとは言え

ないといった説明がありました。 

  委員から、請願趣旨の４行目に基金を問題視

するとあるが、どんなところが問題視されてい

るのかといった質疑があり、財政課からは、財

政調整基金と言われる急な出費に対応する基金

のことだが、この基金を過大に造成している自

治体がふえているというところが問題視されて

いると理解していただきたい。国で借金をして

交付税措置をしているのに、地方自治体でため

ているのはいかがなものかといった議論があっ

たのは確かである。新庄市の場合は20億円ぐら

いであるが、財政で何かあった場合、基金から

取り崩して対応するといった性質のお金である

ため、全てなくするのは財政運営にとっては非

常に危険であり、ある程度の基金保有はしなけ

ればならないとは考えているとの説明がありま

した。 

  委員から、ここしばらくはこのような地方財

政の充実・強化を求める請願は出ていないが、

その間、各自治体の状況は変わっていない。国

のほうにお願いするといった意見書の提出はい

いのではないかといった意見が出されました。 

  別の委員から、この請願は反対ではない。し

かしながら、来年度の概算要求も出そろってい

る状況の中で意見書を出しても遅いのではない

かといった意見。 

  また、別の委員から、社会保障費が増大し、

これからも減っていく可能性がない中で、もう

少し地方にも手を差し伸べていただきたいとい

うのは主張しづらい感じもするが、メッセージ

として発信していくことは必要といった意見が

出されました。 

  その他意見が出されましたが、採決の結果、

請願第５号については、全員異議なく採択すべ

きものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願い申し上げます。 

小野周一議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対し質疑に入ります。 

  初めに、議案第61号新庄市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号新庄市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第５号「地方財政の充実・強化を

求める請願」について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第５号「地方財政の充実・強化を求める

請願」については委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

小野周一議長 日程第12議案第62号新庄市介護保

険条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第15請願第４号平成30年産以降の米政策

の見直しに関する件についての４件を一括議題

といたします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長佐藤卓也君。 

   （佐藤卓也産業厚生常任委員長登壇） 

佐藤卓也産業厚生常任委員長 それでは、私から

産業厚生常任委員会の審査の経過と結果につい

て御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件、

請願２件です。 

  審査のため、９月13日午前10時より議員協議

会室において委員９名全員出席のもと審査を行

いました。 

  初めに、議案第62号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例の制定については、成人福祉

課から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  成人福祉課の説明では、地域包括ケアシステ

ムの強化のため、介護保険法が一部改正された

ことに伴い、関係規定である市介護保険条例の

改正を行うため提案するものと説明がありまし

た。 

  審査に入り、委員からは、介護認定申請時に

おいて、今まで虚偽の申請をして10万円以下の

過料を科すことはなかったということだが、今

後も過料など科すことがないように、どのよう

なことを行うのかなどの質疑がありました。 

  成人福祉課からは、申請をしていただく時点

で、口頭だけでなく、申請書の記載例などの書

面も提示し、丁寧な説明を行ってまいりたいと

の説明がありました。 

  また、別の委員からは、被保険者は何名いる

のか、その業務を何名の職員で対応しているの

かという質疑がありました。 

  成人福祉課からは、要介護・要支援の認定総
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数は平成28年度末で2,080人、業務を担当して

いる職員は正職員８名、嘱託職員２名の計10名

で対応しているとの回答がありました。 

  採決の結果、議案第62号については全員異議

なく原案のとおり採択すべきものと決しました。 

  続いて、議案第63号市道路線の認定及び廃止

については、委員全員で現地確認をし、都市整

備課から補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  都市整備課からは、新庄市市道認定要綱や、

市道認定及び廃止路線の詳細な説明がありまし

た。 

  審査に入り、委員からは、今回認定予定の角

沢松本線は、なぜ新しい市道を整備することに

なったのかなどの質疑がありました。 

  都市整備課からは、もともと角沢松本線は角

沢を起点として松本までの路線があり、高規格

道路ができ、寸断されたため、角沢と松本を最

短で結ぶ路線として整備しなければならないと

いうことで、着工してまいったとの説明があり

ました。 

  その他質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第63号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、請願第３号平成30年産以降の米政策

の見直しに関する件について及び請願第４号平

成30年産以降の米政策の見直しに関する件につ

いては、同じ内容であることから、請願第３号

の紹介議員の出席や、農林課の職員の出席を求

め、一括して審査を行いました。 

  審査において、委員から、今後地元再生協の

役割が重要となってくると思うが、再生協の総

会等へ出席してみても、各団体や出席している

方々からの声はなかなか聞こえてこないといっ

た意見や、農家の不満や不安がある中で、再生

協がさらに機能を発揮できるような環境整備の

充実などの具体策を求めるこの請願は私は同感

だといった意見などが出されました。 

  農林課からは、再生協は事務局が農林課にあ

り、再生協の総会を年２回開催し、その間も各

農協や米穀業者等との協議を重ねているとの説

明がありました。 

  その他、意見等がありましたが、採決の結果、

請願第３号及び請願第４号については、全員異

議なく原案のとおり採択すべきものと決しまし

た。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

小野周一議長 それでは、ただいまの産業厚生常

任委員長の報告に対し、質疑に入ります。 

  初めに、議案第62号新庄市介護保険条例の一

部を改正する条例の制定について質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例の制定については、委員長報告のとお

りに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第63号市道路線の認定及び廃止に

ついて質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号市道路線の認定及び廃止について

は、委員長報告のとおりに決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第３号及び請願第４号については、

件名、内容が同じ請願でありますので、一括し

て質疑、討論、採決を行います。 

  それでは、請願第３号及び請願第４号平成30

年産以降の米政策の見直しに関する件について

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第３号及び請願第４号については、委員

長報告のとおりに決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第３号及び請願第４号は委員長の報告のと

おり採択されました。 

 

 

日程第１６議案第７３号平成２９

年度新庄市一般会計補正予算（第

３号） 

 

 

小野周一議長 日程第16議案第73号平成29年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） それでは私のほうから、

20ページになります、10款１項３目、学校のつ

ばさ支援事業委託料、これに関しまして、７ペ

ージ、15款２項７目、新聞を活用した教育活動

の支援事業補助金、多分これが一緒だと思いま

す。その中において、多分山形新聞などに載っ

ているＮＩＥですか、要は１学級１新聞のこと

だと思うのですが、まず一番最初に、県のほう

で多分３月ぐらいに予算がついたと思うんです

けれども、なぜこの９月に補正がついたのか、

まず１点目。 

  それと、今度これをやることによって、どの

新聞を使うのか、お聞きしたいと思います。と

いうのは、新聞は各社あるわけで、いろんな論

文があると思いますけれども、あと地方新聞、

また大きい新聞があると思うんですけれども、

多分学校判断でやるのかなと私は思っておりま

す。しかしながら、学校で判断すれば、新庄市
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において非常に差が出てくると思うので、そこ

ら辺をちょっと詳しく知りたいと思いますので、

詳細な説明をよろしくお願いいたします。 

  あと、22ページになります。10款５項８目ふ

るさと歴史センター費なんですけれども、今回

山形ふるさと塾実行委員会負担金がありますけ

れども、どのような事業か教えていただきたい

と思います。 

  最後になります。23ページ、10款５項12目体

育管理業務委託料の上に修繕料が載っておりま

す。この修繕料はどのようにお使いになるか。 

  この３点、お聞きしたいと思います。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 新聞教育についてです。

補正の時期ということでしたが、４月以降に県

の交付要綱がまいりまして、それ以降というこ

とで、今回の補正でお願いをしたところでござ

います。 

  また、どういった新聞を使うのかという御質

問でございましたが、主な目的は郷土愛の醸成

ということになっております。そういった面も

含めて、各学校の校長先生方等の意見も聞きな

がら、新聞を統一した形で新庄市としては採用

させていただいているということで、主な目的

としてそういった郷土愛の醸成ということと、

読解力の向上等を狙いながら、今回このような

形で補正をお願いしたところでございました。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 ふるさと歴史センター費

の山形ふるさと塾実行委員会負担金のことでご

ざいます。この事業については、市町村の総合

交付金という形で、民話の伝承及び後継者育成

のための交付金という形で、実際30万円の部分

でございますが、毎年２月の中旬に行われます

こども語りまつり、この事業運営に活用されて

いるところでございます。主に謝金、学校のほ

うに出向いて指導するという部分での謝金が主

でございます。 

  それからもう一つ、体育施設費のうちの修繕

料でございます。484万4,000円。主に大きなと

ころで言いますと陸上競技場のスタンドの壁の

塗装修繕が約110万円ほど、それから野球場グ

ラウンドの搬出用の鉄扉があるんですけれども、

その修繕が170万円ほど、その他福田緑地の街

灯の配線の漏電修繕であったり、武道館等の灯

油用のホームタンクの更新修繕が加わりまして、

484万4,000円というような形になっております。 

  以上でございます。 

１２番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

小野周一議長 佐藤卓也君。 

１２番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  まず最初に、新聞のほうなんですけれども、

義務教育校、小学校、中学校全部の学級に行く

のか、どこら辺まで配ろうとしているのか、ち

ょっとそこら辺がわからなかったので、教えて

いただきたいと思います。 

  それで、もし始めるとするならば10月１日か

らなのか、そこら辺も教えていただければなと

思います。 

  また、ふるさと塾もそうなんですけれども、

せっかくこれからやりますので、２月からやっ

ていることなんですけれども、皆さんにもっと

来ていただけるようなこともしていただければ

いいなと思いますので、そこも含めて、ほぼ謝

金ということなんですけれども、ＰＲのほうも

もっともっとしていただければなと思うんです

けれども、その２点をお伺いいたします。 

齊藤民義学校教育課長 議長、齊藤民義。 

小野周一議長 学校教育課長齊藤民義君。 

齊藤民義学校教育課長 新聞教育のまず学年でご

ざいますが、新聞ということで、しっかりと読

みこなせるということを考慮して、今年度につ

いては中学校１年生、あるいは萩野学園であれ

ば７年生について入れていただいて、現在各学
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校のほうにその成果等について見ていただくと。

その成果をお聞きしながら、今後また考えてい

くということになるというふうに思っておりま

す。 

  また、何月からかという御質問でございまし

たが、５月から既に実施をしているところでご

ざいます。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 新庄こども語りまつりに

ついては、昨年が第11回ということで、ことし

12回を迎えます。昨年ですと、大体120名ぐら

いの参加者があって、毎年大体そのぐらいの規

模になりますが、この事業、今新庄・最上地域

にある民話の普及というような部分では、これ

から将来、お子さんも含めてなんですけれども

語り継がなければいけない財産だと考えており

ますので、周知についてもいま一度工夫しなが

らやっていきたいというふうに思っております。

以上でございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 10ページの２款の１行

目の最上地域奥羽新幹線整備実現同盟会負担金

について、これは整備新幹線ということで15万

8,000円ついているわけですが、９月20日に既

に集まりも開き、予算執行をしているような気

が、予算が通る前にやっているような気がする

んですが、どうなのか。その内容等、お願いし

ます。遅くなった理由などあれば、お願いしま

す。 

  それから、22ページの10款の６で、文化財保

護管理事業費、これは御霊屋というふうに説明

がありました。何を先にすべきなのかというこ

とで、御霊屋も大事なんだろうと思いましたが、

私としては矢作家も非常に危ない状況になって

いる気がするんですが、その選んだ順番とか、

それからどのような今後の見通しなどを持って

いるのか、お願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

小野周一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 最上地域奥羽新幹線整備

実現同盟会負担金についての御質問でございま

す。実際議員おっしゃるとおり、先日、金曜日

にこちらの設立総会を開催しておりまして、今

回の負担金につきましてはその設立総会の費用

と今後行われる要望会等の旅費の費用になりま

す。実際に事務局が町村会になるわけですけれ

ども、そちらのほうの立ち上げと、それに伴う

負担金の請求というものが来たのが２カ月前く

らいになりますので、もう少し早く予算化すべ

きでしたけれども、今回請求に基づいて９月補

正のほうで上げざるを得なかったということに

なります。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 文化財の保護管理事業費

でございます。これについては、今現在４号棟

の工事をやっているわけなんですけれども、そ

の後、国の追加内示がございまして、これを受

けまして今回補正の計上をさせていただいたと

いう形になります。 

  それから、今議員指摘のあった矢作家の部分

についても、昨年来文化庁とも御相談しながら、

順次やっていくという形で、当然保存活用計画

も立てながらやっていきたいというふうに考え

てございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ２カ月前から負担金請

求が来たということなんですが、この是非につ

いて、私としてははっきり言って人口減少で半

分になるだろうと日本全体が言われていること

もあるし、そういう中で新庄市も含めた整備新

幹線を再びやる、今までの新幹線も相当なお金
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がかかったわけで、駅舎改築でも相当お金、新

庄市の負担が、財政難に陥るほどかけた面があ

りますが、整備となりますとまたそこの上に負

担が来るだろうということが目に見えますし、

そういう重大な負担になるようなものなのに、

遅くなってこのようになるというのはいかがな

ものかなと。執行する前にやはり予算としてど

うだという話をする時間があるべきだったので

はないかなと思いますが、その点についてもう

一度お願いします。 

  それから、矢作家について、順次やっていく

ということですが、本当はすぐやらなければい

けないだろうなと私は見ているんですが、その

順番などはどのような形で見ておられるのか。

予算全体が非常に少ないのか、そういう点もあ

るのか、順番はどのように見ておられるのか、

お願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

小野周一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 ９ページにございます山

形新幹線延伸早期実現期成同盟会負担金を減額

してございますけれども、５月に秋田県側と山

形県側の同意を得まして、奥羽新幹線の整備実

現に向けて進んでいこうというふうな合意に至

りまして、発展的に解消したものでございます。

それ以降、事務局の立ち上げを含めて、奥羽新

幹線の整備実現同盟会の設立に向けた動きが始

まりまして、それからの負担金の請求というこ

とで、議員おっしゃるとおりもう少し同意のも

とに進めるべきであったかと思いますけれども、

県を挙げてこれを進めていきましょうというふ

うな動きの中で、最上地域についても立ち上が

ったものでございますので、そちらのほうを御

理解いただければと思います。 

荒澤精也社会教育課長 議長、荒澤精也。 

小野周一議長 社会教育課長荒澤精也君。 

荒澤精也社会教育課長 文化財修繕等の順番とい

うことでございますが、当然緊急を要する部分

についてはそれ相当に早期にやらなければなら

ないというようなことで考えております。また、

県のほうの担当者も現地に参りまして、当然う

ちのほうの担当者等も含めて、どれが一番緊急

を要するのかも含めて、このたびについては４

号棟、６号棟、追って今度は矢作家というよう

な順番づけという形になったということでござ

います。ただ、その経過の中で、今今しなけれ

ばならないというような部分については、緊急

を要する部分については早急に対応していかな

ければならないものと考えております。以上で

ございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 社会教育課長のほうか

ら、緊急のものは早期にということで、つぶれ

たとか屋根が抜けたとかとならないように、ぜ

ひお願いしたいものだなと思う次第ですので、

よろしくお願いします。 

  あと、整備新幹線については、県を挙げてと

いうことで、吉村知事を先頭にやりましょうと

いうふうになったとのことではありますが、し

かしどのぐらい負担が全体でかかり、新庄市も

どのぐらいかかるのかという見通しは今持って

いるのかどうなのか。悪いですけれども、新庄

市にとっては、東京まで行くのに３時間半です

か、それが整備新幹線になれば何十分か短くな

るかもしれませんけれども、わずか何十分か早

くするために何兆円も何十兆円も、わかりませ

んけれども、負担を強いられるのはたまらない

なという気がします。というのは、やはり人口

減少で市全体も国も財政が厳しくなっていくだ

ろうと盛んに言っているわけです。そういう中

で、また同じような、わずか30分か40分か早く

するために、しかも誰がやるのかといったら新

庄市の建設会社が直接負えるとは思えないし、

新庄市にお金がおりるわけではないのになと考

えますし、わずかの時間を縮めるために莫大な
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金をかける必要があるのかなと私は疑問に思っ

ております。そういうことはお考えになったか

どうか、お願いします。 

関 宏之総合政策課長 議長、関 宏之。 

小野周一議長 総合政策課長関 宏之君。 

関 宏之総合政策課長 こちらのほうは去年全県

下的に立ち上がったばかりですので、具体的に

はこれからということだと思います。また、新

幹線がどのような効果をもたらすかということ

も含めて、いろいろ研究・調査しながら進めて

いくべきものと考えておりますので、先ほども

申し上げましたが、具体的にはこれからの動き

になっていくということでございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小野周一議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 補正予算書、15ページ、

16ページになりますが、６款１項３目、担い手

総合支援対策事業費の中の経営体育成支援事業

費補助金、1,500万円ほど減額になっておりま

す。これは国の補助金かと思いますが、新庄市

の中では何件申請があって、多分採択されなか

った部分の減額補正かと思いますが、まず何件

申請して、何件採択になったのか。 

  それから、この事業は農林課が窓口になりま

して、恐らく２月で各経営体あるいは事業者の

方から申請をいただき、国の裁量で決定される

わけですが、今回予定していた決定よりもはる

かにおくれて連絡が入ったということで、農業

者も戸惑っておりますので、まず採択が何割だ

ったのか、それから決定がおくれた理由は何だ

ったのか、お伺いいたします。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 経営体育成支援事業費につき

ましては、いわゆる認定農業者等の農業機械の

購入の補助というふうなことになりますけれど

も、人数的には７件のうち３件が採択という形

になってございます。議員おっしゃるとおり、

評価ポイント、その方の今後の発展の状況であ

りますとかが個々に評価ポイントがございまし

て、それが全県的なところで順位づけされて採

択されるというふうなところでございます。当

初の段階で、ある程度立候補の声はあったわけ

ですけれども、国の当初の動きもちょっと遅か

ったところもありまして、ある程度暫定的な予

算を組んだというふうなこともありまして、こ

れだけ大きな減額補正になりましたけれども、

そういった評価ポイント、要件の複雑さという

ふうなこともございまして、県全体でもござい

ますけれども採択が厳しかった状況かというふ

うな結果になってございます。（「決定までの期

間がおくれたことについては」の声あり） 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 決定の期間もちょっとおくれ

ているというふうなことで、利用者の方には本

当に御迷惑をかけているのかなというふうには

感じているところでございます。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

小野周一議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 私がなぜこのような質

問をするかということを察してほしいわけです

けれども、認定農業者が対象だということで、

いいんですが、例えば農業機械を更新しようと

いう場合、まだ動いている機械が来年壊れると

は想定していないわけです。そこは大前提であ

って、そんなにゆとりのある経営をしている農

家は今誰もいません。いよいよになって、これ

はもたないぞというところで、何かいいメニュ

ーはないかなと農林課の窓口を訪れるわけです。

多分３分の１が国からの補助金によるので、初

期投資の部分でかなり農家の経営的にはプラス

になるなという見方をしておりますが、国では

担い手にこれから一律経営の強化をしますよと

言う一方で、これは新庄市の中では７件手を挙
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げて、残念ながら半分以下の採択率、50％を切

っているわけですよね。このようなことで、新

庄市の担い手は育ちにくいのかなと私は思って

います。あくまでこれは市に決定の裁量がある

わけではないので、思うのですが、６月補正の

ときも県単位でこれまでやってきた補助金のメ

ニューが国の産地パワーアップ資金にとってか

わると。これは規模の大きな部分ですが、この

場合においても、これまで市単独はないんです

が県単独事業に新庄市が乗っていた場合の補助

金のスタイルと比較しますと、これもやはりど

うしても使い勝手が悪い、農業者にとっては非

常に困惑を招く補助ではないかなというふうに

思います。 

  ６月定例会の、同じ補正予算の審議ではあり

ましたが、そのときの課長答弁では、県内の課

長級の会議をいたしまして、少し改善を国に求

めていくんだということでしたが、担い手育成、

この場合経営体育成にかかわるこの部分も私は

同じではないかなというふうに感じております

が、課長はいかがお考えでしょうか。 

小野茂雄農林課長 議長、小野茂雄。 

小野周一議長 農林課長小野茂雄君。 

小野茂雄農林課長 この制度自体、批判すること

ではございますけれども、やはり議員のおっし

ゃるとおり現実的なところでかなり採択率が低

いというふうなこともございます。また、この

経営体育成事業につきましては、事業費という

か、機械の単価も50万円以上というふうなこと

で、路地の畑なんかではもうちょっと安い機械

を組み合わせてというふうなところもございま

すので、そういった内容につきましても今後要

望を続けていきたいと思いますし、何か補完す

るような事業ができないかなというようなこと

で、県、国のほうにも訴えていきたいなという

ふうに思いますし、今後も実情を考えながら、

来年度以降の予算に反映していければなという

ふうに考えてございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

小野周一議長 叶内恵子君。 

２ 番（叶内恵子議員） ８ページの19款繰越金

についてお尋ねします。 

  今年度、前年度繰越金なんですが、今まず残

額が幾らになっているのかを伺います。 

  次ですが、７ページの民生費国庫負担金の児

童費、扶養手当給付負担金について、こちらが

補正額70万円、これから予算に計上していくと

いうことなんですが、当初のところから申請の

人数がふえたためなのかどうなのかということ

と、あとこれに伴って歳出の部分の13ページの

３款民生費２目児童母子措置費のところの補正

額の財源内訳なんですが、国県支出金の歳入で

70万円の予定しているところが73万5,000円に

なっているところのこの３万5,000円の違いと

いうのはどこからの金額であるのかをお伺いし

たいです。 

  次が、18ページの８款土木費、２の道路維持

費なんですが、道路維持事業に1,200万円の歳

出が計上されているんですが、こちらはどのよ

うな工事であるのか伺いたいと思います。 

小野周一議長 それでは、ただいまから10分間、

休憩いたします。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

板垣秀男財政課長 議長、板垣秀男。 

小野周一議長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 最初の御質問でございます。

繰越金でございますが、補正予算書８ページ、

19款繰越金１項繰越金１目繰越金でございます。

繰越金の残額ということでございますが、決算

で御承認いただきましたとおり繰越金に関しま

しては総額で４億5,895万4,000円ございました。
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当初予算でそのうち１億6,000万円を充てさせ

ていただいておりましたが、５月補正で1,615

万9,000円、６月補正で3,056万8,000円、そし

てこのたび8,978万2,000円を補正させていただ

きたいという御提案でございますが、それを全

て合わせますと２億9,650万9,000円、これは９

月補正を含んだ繰越金の額ということになりま

す。それで、決算の４億5,895万4,000円からこ

れを差し引きますと１億6,244万5,000円という

ことで、９月補正が通ればこれが残額というよ

うなことになろうかと思います。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

滝口英憲。 

小野周一議長 子育て推進課長兼福祉事務所長滝

口英憲君。 

滝口英憲子育て推進課長兼福祉事務所長 叶内議

員のほうからは、児童扶養手当に関する歳入と

歳出に伴う内容についてというような御質問で

ございます。 

  まず初めに、今回増額補正をさせていただく

理由ですけれども、平成28年12月に児童扶養手

当の支給額の基準が変わったことが大きな要因

です。これに伴いまして、支給を受ける方が受

け取る額がふえたというふうなことになってご

ざいます。当初予算に間に合えばよかったんで

すけれども、当初予算編成に間に合わなかった

というような理由もございまして、今回補正を

するものでございます。 

  改定の内容なんですけれども、第２子加算と

第３子加算ということで、２人以上のお子さん

がいらっしゃるケースについては加算というふ

うな措置がとられておりますけれども、改正前

は第２子加算については5,000円、第３子加算

については3,000円ということで、加算の額が

それしかなかったということなんですけれども、

改正に伴って加算額に幅が生じました。第２子

加算につきましては5,000円から１万円、第３

子加算については3,000円から6,000円というこ

とで、幅のある設定になったものですから、そ

れに伴いまして支給額が増額になったというよ

うなことでございます。今回９月で補正をお願

いするということは、今年度12月11日に３回目

の支給があるものですから、今回補正をお願い

しまして、不足する所要額を補正したというこ

とでございます。 

  国からの負担金ですけれども、いわゆる手当

の支給に係る３分の１が国から来るというふう

な制度になってございます。歳出のほうですけ

れども、特に歳出の国県支出金との差につきま

しては、内訳としましては73万5,000円のうち

70万円を児童扶養手当に充当する予算と。あと

残りの３万5,000円ですけれども、当初予算で

一般財源で予算措置をしていた事業がございま

す。児童母子措置費につきましては、児童扶養

手当の支給だけの事業ではなくて、ほかの事業

もありますものですから、その３万5,000円の

うち、県の総合交付金というふうな市町村への

財政的な支援がございまして、一般財源からそ

ちらの交付金に振りかえて活用させていただく

というふうなことでございます。 

  以上でございます。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

小野周一議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 修繕料と工事費につきま

しては、区長と市長のまちづくり会議等で出さ

れました地域要望に対応するために今回予算化

させていただいております。あわせて、修繕費

の中には雨で市道路線の路肩が欠けた部分があ

りましたので、災害のための改善費用として計

上させてもらっております。 

  あと、舗装補修区画線につきましては、間も

なくハーフマラソンが行われるわけですが、そ

れに対応するための予算として計上させていた

だいております。 

２ 番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

小野周一議長 叶内恵子君。 
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２ 番（叶内恵子議員） ありがとうございます。 

  最初の19款の繰越金なんですが、山形県内13

市あるうちの他の自治体の補正予算書などとち

ょっと比べさせていただいたんですけれども、

平成28年度の決算が今回の議会で決定されて、

そして実質収支の４億5,800万円、この金額が

今回の議会で決定されるということなんです

が、金額がこうやって決定される前に５月補

正、６月補正で繰越金を計上していくというこ

とは、通常なのかどうかということを伺いたい

なと。ほかの自治体の決算書を見ると、決算議

会があって、決定されて、９月の補正で実質収

支となっている金額が次年度繰り越しというこ

とで補正のほうにのってくるということをお伺

いしたものですから、どちらが正しいというの

があるのかないのか、そこら辺をまずお伺いし

たいというのがこの繰越金のところですね。 

  あとは、繰越金の規定、地方財政法での規定

を見ると、翌々年度、余剰金が生じた場合、

翌々年度までに２分の１以上の額を基金に積み

立てるか地方債の繰り上げ償還の財源に充てな

ければならないという法律の規定があるという

ことも伺ったものですから、残額をお伺いした

ということがありました。 

  あと、国庫負担金については理解をしました

ので、ありがとうございます。 

  そして、道路のところなんですが、舗装の修

繕費用というのは表面の舗装だけで完了してと

いうことでよろしいのでしょうか。 

板垣秀男財政課長 議長、板垣秀男。 

小野周一議長 財政課長板垣秀男君。 

板垣秀男財政課長 繰越金に関してでございます

が、基本的に年度予算といいますのが３月末で

一旦締まります。出納整理期間ということで、

５月末までそれが続くわけでございますけれど

も、既にその段階でいわゆる現金の移動は確定

しておるというようなことでございます。当初

予算から繰越金を見越して予算を組ませていた

だいている部分もありますが、いわゆる繰越金

はある程度見込めるものとして予算を組んでい

るところであります。補正に関しても同様の形

で組んでおるということです。 

  そして、正しいか正しくないかということで

ありますけれども、決算統計という部分での決

定、それから決算の決定というようなところで、

若干考え方が違うところはございますけれども、

あくまでも現金、いわゆる市町村が持っている

現金というふうな動きを考えますと、当初はこ

れはあくまでも見込みですけれども、その当該

年度の補正に関しましてはある程度繰越額が見

えている状態での補正でございますので、その

あたりは御理解いただきたいというふうに思い

ます。 

  あともう一つ、繰越金が生じた場合、基金を

造成しなければならないという部分がございま

す。法律上は翌々年度に繰越金の２分の１を基

金の造成費に充てなさいよというようなことも

確かに決まってございます。ただ、それはあく

までも市町村の決定を経て繰越金を２分の１の

範囲内で基金に造成することができるというよ

うなことでございますので、そのあたりは議会

の決定を経てでございますが、市町村で考える

べき部分でございますので、必ずしなければい

けないというようなことではないのかなという

ふうに考えてございます。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

小野周一議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 今御説明をいただいたよ

うに、路面状況を改善するために行う通常パッ

チングと言われるものでございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号平成29年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議案第７４号平成２９

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

小野周一議長 日程第17議案第74号平成29年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 27ページの10款の繰越

金についてですが、平成28年度の決算から見ま

すと繰越額が半分以下かなというふうに思って

いるんですけれども、繰越額はこれで本当にい

いのかということをお願いします。 

  それからもう一つは、30ページの歳出で、一

般管理費でシステム改修業務委託料というのが

ありますが、どういう改修業務なのか、お願い

します。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

小野周一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 まず、特別会計の歳入の繰り

越しでございますが、歳出のほうで補正額を計

上しておりますので、それに合わせた形で繰越

額のほうで調整させていただいた形となってお

ります。ただいま議員のほうでお話ありました、

さきに平成28年度の国民健康保険事業特別会計

の決算特別委員会のほうで御審議していただき

ましたとおり、繰越金は５億円ほどございまし

たが、そちらのほうは９月補正の議案提出段階

ではまだ決定ということではございませんでし

たので、今回は９月補正の歳出予算のほうに合

わせた形で繰越額を調整させていただいたとい

うような形でございます。今回御審議いただき

ました平成28年度の特別会計の繰越額５億円何

がしの部分につきましては、12月以降の補正で

計上させていただきたいと考えておるところで

ございます。 

  あと、歳出予算のシステム改修費54万円でご

ざいますが、こちらはさきに当初予算のほうで

も、平成30年度から始まります国民健康保険制

度の県単位化に伴いまして、電算システム関係

の改修費については既に計上しておりましたが、

さらに県のほうより新たなシステム改修の部分

が発生したということで、追加で通知が来まし

て、それに伴いまして今回新たに委託費という

ことで計上させていただいたところでございま

す。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初の繰越金について

は、詳しくわかりました。 

  次に、県単位化に向けて県から追加の通知が

あったということなんですけれども、県単位化

に向けて現在県とはどのような、一番は国保税

のことにつながる納付金とかその他、こういう

方向でという話し合いがされていると思うんで
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すが、どういうような話が出ているのか、教え

ていただきたいなと思います。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

小野周一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 平成30年度からの国民健康保

険事業の県単位化に向けた現在の状況でござい

ますが、県のほうで現在平成30年度からの市町

村の納付金額がどのくらいになるかという試算

を行っているような状況でございます。最終的

には、11月以降に平成30年度からの納付金額を

県のほうで示すというような形のスケジュール

になっておりますが、先週、参考程度にという

ことで、もし平成29年度、今年度から県単位化

が始まったとした場合に、平成28年度の実績値

に基づく平成29年度の納付金額の試算というこ

とでの通知が県から来たところでございました。

その試算状況では、県平均では１人当たりの保

険料は６％ほど低くなる、減になるというよう

な試算となっておりました。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そうなると、新庄市に

当てはめるとどういうことになりそうなのかと

いうのがわかれば、お願いします。 

田宮真人健康課長 議長、田宮真人。 

小野周一議長 健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 今申し上げましたのは、あく

までも試算でございますので、確定ではないと

いうことで御理解いただきたいと思います。既

に新聞等でも公表になっておりますけれども、

新庄市に当てはめますと約20％ほど保険料は低

くなるということでございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号平成29年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１８議案第７５号平成２９

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

小野周一議長 日程第18議案第75号平成29年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第75号平成29年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議案第７６号平成２９

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

小野周一議長 日程第19議案第76号平成29年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号平成29年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２０議案第７７号平成２９

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

小野周一議長 日程第20議案第77号平成29年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 47ページの歳出の介護

予防・生活支援サービス事業費の補正の内容に

ついて、詳しくお願いします。 

  そして、４月から総合事業というのを始めて

いる関連だと思うんですけれども、現状につい

て運営事業費やあるいは利用者からの声などあ

れば、お願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 総合事

業の委託料、47ページ、介護予防・生活支援サ

ービスの事業費でございますけれども、こちら

の内容といたしましては従来の運動、訓練支援

事業、２次予防の部分でございますけれども、

議員おっしゃるとおり、この４月から総合事業

ということで、短期集中の予防事業としまして

お一人の方につきまして３カ月間程度の集中的

な運動プログラムを実施してございます。その

方々が要支援あるいは事業対象者から、状態が

改善されまして、該当しなくなった場合に、そ

の方々への手当として継続的なそういった運動

プログラムを利用者と相談しながら、利用でき
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るというふうなものを予算、この部分に計上し

てございましたけれども、対象者が従来の２次

予防的な部分と、あと元気高齢者の部分という

ふうなことで、すみ分けする形で今回４款１項

１目のところを減じまして、地域支援事業、４

款２項１目のところに71万3,000円を組み替え

してございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  あと、２点目の運営状況についてでございま

すけれども、窓口の状況を見てみますと、初め

て申請される方については利用されるサービス

の内容によって総合事業対象者とするか、ある

いは審査会にかけて要支援の認定を受けるかと

いうふうな区分になりますけれども、あくまで

も申請される方の御意向を伺いまして、その辺

のところは十分に御説明しながら、利用される

サービスと直結できるような形で御案内してい

るような状況でございます。 

  あと、具体的な利用の状況についてでござい

ますけれども、４月に利用される方については

５月に国保連のほうに事業者から請求がまいり

ます。さらに国保連合会のほうで審査請求する

のに１カ月ほどかかりますので、今のところ市

のほうで把握している分については、正確なと

ころは４月、５月、６月の３カ月分でございま

す。前にも御説明したかと思うんですけれども、

今既に要支援の認定を受けている方がこの新し

い総合事業のサービスを受けるかどうかについ

ては、更新申請が１年かけて行われますので、

一気に４月に対象者が全て事業対象者になると

いうふうなことでなくて、１年かけての事業移

行になりますので、状況的にはもう少し推移を

見守りたいなというふうなことで考えてござい

ます。当初年間で120人ほどの見込みをしてお

りましたけれども、状況を見ますと半年たった

段階でおよそこの目標の半分近くはいっている

のではないかなというふうな感想を持ってござ

います。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 本当に数日前なんです

けれども、自分が要支援で、週に１回だか２回

だか風呂に入ったり、御飯を食べたり、デイサ

ービスというのかな、そういうのを受けていた

方が、風呂に入れなくなったということで、が

っかりしておりました。自宅の風呂に入れと言

われたけれども、自宅の風呂は窓を二重にして

も寒くて、とても入りづらい風呂なんだと言っ

ておりまして、冬になったら特に困るなと言っ

ていました。今までのデイサービスの場合は、

暖かいところで、手もかけてもらって、きれい

にしてもらって、とてもいい感じだと思ってい

たのに、入れなくなったということで、すごく

気を落として、がっかりなさっていました。今

までどおりだといいのになというふうに言って

いた声を聞いて、胸がぐっと締めつけられるよ

うな気がいたしました。そういう声は聞いてお

られないのかということをお願いします。 

  それから、事業者のほうからは、訪問介護と

いうのが要支援の人たちの報酬が低いというこ

とがあって、行けないという事業者が出ていて、

高齢者が路頭に迷うというか、困ったという声

が出ているとある事業者から出ました。結局引

き受けてあげるんだけれども、時間は１時間だ

ったのを45分に下げたとかおっしゃっていまし

た。ヘルパーはみんな資格を持った方らしくて、

ヘルパーの報酬を減らすわけにはいかないと言

っていました。事業所の運営費のほうから減ら

さざるを得ないというようなことも聞きました。

そういう意味で、大変事業所としても困ってい

るという話がありました。そうしたら、８月19

日付で山形新聞にこのように「軽度介護45％運

営苦慮」と。担い手を確保できていないという

ことで、大変困っているというのが出ておりま

した。地域住民が支え合う仕組みづくりという
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ふうに国のほうでは言っているわけですが、そ

れも大変難しいようだと新聞記者が調べて載せ

てくださっておりますが、市のほうではどうい

うふうに把握しておられるのか、お願いします。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 まず、

最初の要支援の方についてでございますけれど

も、在宅でお風呂に入るようになったために、

ちょっと苦労されているというふうなお話でご

ざいますけれども、要支援の方についてのサー

ビスは在宅サービスも使えますし、特段サービ

スの内容的には変わってございませんので、も

う一度その要支援の方、困っている方がおりま

したら、こちらのほうに御紹介いただければな

というふうに思います。 

  あと、２点目の訪問介護の事業所が介護報酬

が減らされたことで苦労されているというふう

なお話でございます。これまで要介護１から５

までの方のホームヘルプのサービスの部分につ

いては、身体介護の部分と家事援助の部分はも

ともと分かれてございました。今回改正になっ

たところは、簡単に申し上げまして要介護１か

ら５の方々が利用されている区分で要支援の方

も、例えば買い物ですとか調理ですとか掃除、

そういった家事援助の部分と、あと体に触れて

の身体介護というふうな、援助されるサービス

の内容に伴って、専門的な資格を要する身体介

護と、ある一定程度の研修で援助できる家事援

助というふうなところをはっきり分けたという

ことでございます。 

  事業所がまだいないんじゃないかというふう

なお話でございますけれども、市内の事業者の

ほうから事業所登録をいただいておりますので、

路頭に迷うというふうな方は今のところ私のほ

うでは把握してございません。そうした方がお

られましたら、ぜひ窓口のほうに相談あるいは

電話で問い合わせいただければなというふうに

思います。 

  第一次的には、皆さん使われる方はケアプラ

ンというふうなことで、専門的な自立支援を目

的にした上でのサービスを提供するためにケア

マネジャーがおりますので、そういった方々と

十分に真に必要なサービスというふうな部分を

御相談いただければなと思います。 

  具体的に今のところヘルパーの資格を有しな

いで家事援助を行っている事業所があるかどう

かという部分については、まだ調査してござい

ませんけれども、４月以降新しく身体介護と家

事援助の部分が分かれたことで、家事援助の部

分だけを希望される方の需要といいますか、そ

ういった動向を見据えて今後の事業所の職員の

採用というふうな部分につながっていくんじゃ

ないかなと考えてございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

小野周一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 総合支援事業の家事援

助のところですが、資格がなくてもやっていた

だくことができるということですが、なかなか

そういう方が事業所で少ないんだろうなという

ふうに思います。地域住民が支え合う仕組みづ

くりが難しいという現状があるのではないかと

いうふうに新聞では言われているように思いま

す。担い手確保が難しいと。私としては、国に

もとに戻せと、資格がある人を雇い、報酬もや

っぱり資格に合った、今までどおりの報酬で家

事援助もできるように、あとデイサービスもで

きるようにすべきでないかと言っていく必要が

あるような気がしますが、どうでしょうか。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、

加藤美喜子。 

小野周一議長 成人福祉課長兼福祉事務所長加藤

美喜子君。 

加藤美喜子成人福祉課長兼福祉事務所長 もとに
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戻すというふうな議員の案のようでございます

けれども、やはりその目的に沿った職種という

のは理想的なのかなというふうに思います。と

いうのも、介護報酬イコール利用者の負担に直

結しますので、ある程度、無資格といいまして

も一定程度の研修を受けていただくことになり

ますので、まるっきりの素人という見方とは若

干異なります。そういう方々が研修を受ければ

できる部分と、ヘルパーの専門的な資格を有す

る方が行う援助というふうな部分では、やはり

目的に沿った、その方が本当に必要とする援助、

その援助イコール介護報酬の１割の自己負担と

いう部分になりますので、この制度がどういう

ふうな利用動向になるのかをまず見定めていき

たいと考えてございます。 

小野周一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号平成29年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第７８号平成２９

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

小野周一議長 日程第21議案第78号平成29年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第78号平成29年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第78号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午前１１時５７分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  健康課長より発言の申し出がありますので、

これを許可します。 

  健康課長田宮真人君。 

田宮真人健康課長 午前中の議案第74号平成29年

度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の審議におきまして、佐藤悦子議員

より質疑いただきました中で、私の答弁中、平

成30年度の国民健康保険の県単位化に伴います

平成29年度の試算におきます１人当たりの保険

料につきまして、新庄市の保険料につきまして

はマイナス20％の試算となっていると申し上げ

ましたが、この発言につきまして、内容につい

てはあくまで平成29年度、今年度の段階におき

ます平成28年度の実績額をベースにした試算値

でありますことと、平成30年度からの実際の納

付額とは算定ベースが違うこと、あと算定に当

たってはその他の前提条件が平成30年度の納付

額を計算する前提条件とは乖離していることが

ございますので、発言のほうを「現段階では新

庄市は下がる方向であると聞いております」と

いうことに訂正させていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。大変

申しわけございませんでした。 

 

 

日程の追加 

 

 

小野周一議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長佐藤義一君。 

   （佐藤義一議会運営委員長登壇） 

佐藤義一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午前11時50分から、議会運営委員６名出

席のもと、議会事務局職員の出席を求めまして

議会運営委員会を開催し、本日の本会議におけ

る議事日程の追加について協議をいたしたとこ

ろであります。 

  協議の結果、議会案第２号地方財政の充実・

強化を求める意見書の提出について、また議会

案第３号平成30年産以降の米政策の見直しを求

める意見書の提出についての議会案２件を本日

の議事日程に追加していただくことといたしま

した。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、議会運営委員会における

協議の経過と結果についての報告といたします。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議会案２件を本日の議事日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案２件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後１時０４分 休憩 

     午後１時０６分 開議 

 

小野周一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

小野周一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第22議会案第２号地方財政の充実・強化

を求める意見書の提出についてから日程第23議

会案第３号平成30年産以降の米政策の見直しを

求める意見書の提出についてを一括議題といた

します。 



- 133 - 

  提出者の説明を求めます。 

  総務文教常任委員長奥山省三君。 

   （奥山省三総務文教常任委員長登壇） 

奥山省三総務文教常任委員長 議会案第２号地方

財政の充実・強化を求める意見書の提出につい

て。上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成29年９月

22日。新庄市議会議長小野周一殿。提出者、新

庄市総務文教常任委員会委員長奥山省三。 

  別紙をお開き願います。 

  地方財政の充実・強化を求める意見書の提出。 

  地方自治体は、子育て支援、医療、介護など

の社会保障、被災地の復興支援と災害への備え、

環境対策、地域交通の維持など、拡大するニー

ズへの対応が迫られる中、求人倍率の上昇など

から公共サービスを担う人材確保も困難になっ

てきており、いかに地方財政を確立し、地方創

生を成し遂げるかが大きな課題となっています。 

  また、地域住民のニーズや歴史、気候風土を

踏まえた自治体運営をすることは、まさに地方

自治を体現するものであり、全国一律でなく地

域の特色を発揮した行政が求められています。

これを実現するためには、政府立案の地方財政

計画における地方交付税をはじめとした財源が

欠かせないものであり、加えて、自治体の基金

は、この間の地方の工夫によって将来や不測の

事態に備えて準備しているものであります。 

  地域に必要とされる公共サービスを提供する

ため、2018年度の政府予算、地方財政の検討に

あたっては、国民生活を犠牲にする財政とする

のではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、地

方財政を充実・強化することが求められます。 

  よって、国においては、次のことを実現され

るよう強く求めます。 

記 

 １ 社会保障や環境保全、地域交通確保、人口

減少策、東日本大震災避難者対策など、継

続・増大する地方自治体の財政需要を的確

に把握し、これに見合う地方一般財源総額

の確保を図ること。 

 ２ 子育て支援、医療と介護・福祉の連携を進

める「地域包括ケアシステム」、生活困窮者

対策、介護保険・国民健康保険制度の見直

しなど、増加する社会保障ニーズに対応し、

人材確保に向けた社会保障予算の確保及び

地方財政措置を的確に行うこと。 

 ３ 地方交付税における「トップランナー方

式」での一律低位標準化でなく、地方の特

色を発揮できる、人口密度・事業規模を考

慮したきめ細かな算定方式を導入すること。 

 ４ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能

の強化をはかり、小規模自治体に配慮した

段階補正の強化などの対策を講じること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先、内閣総理大臣宛て、内閣官房長官宛

て、総務大臣宛て、財務大臣宛て、経済産業大

臣宛て、内閣府特命担当大臣（地方創生規制改

革担当）宛て、内閣府特命担当大臣（経済財政

政策担当）宛て。 

  以上です。 

小野周一議長 次に、産業厚生常任委員長佐藤卓

也君。 

   （佐藤卓也産業厚生常任委員長登壇） 

佐藤卓也産業厚生常任委員長 議会案第３号平成

30年産以降の米政策の見直しを求める意見書の

提出について。上記の議案を別紙のとおり会議

規則第14条第２項の規定により提出します。平

成29年９月22日。新庄市議会議長小野周一殿。

提出者は新庄市産業厚生常任委員会委員長佐藤

卓也でございます。 

  別紙。 

  平成30年産以降の米政策の見直しを求める意

見書。 

  平成30年産以降の米政策の見直しにつきまし

ては、具体的な仕組みや必要な関連施策等が明
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らかにされておらず、未だ「平成30年産以降の

絵姿が見えない」といった声や、「生産調整が

不要となる」といった誤解があり、生産現場に

は不安と動揺が広がっている。米の需要と価格

の安定は、生産者・消費者双方にとって重要で

あり、平成30年産以降においても、国民の主食

である主食用米の生産を競争原理に委ねること

なく、行政の積極的な関与と指導のもと、全て

の産地・生産者・集荷業者等によるオール日本

で需給調整に取り組んでいく必要がある。 

  ついては、米の主産地として下記のとおり強

く要望する。 

記 

 １ 平成30年産以降、再生協の役割がこれまで

以上に重要になることが想定されることか

ら、運営費の十分な確保など、再生協がさ

らに機能を発揮できるような環境を整備す

ること。 

 ２ 関係団体が一体となって需要に応じた生産

に取り組むための全国組織の設置を早急に

進めること。 

 ３ 水田活用の直接支払交付金について、助成

体系や交付単価を維持しうる十分な予算を

確保するとともに、恒久的な措置とするこ

と。 

   また、地域の裁量による活用を可能にする

こと。 

 ４ 平成30年産以降、米の直接支払交付金

（7,500円／10ａ）が廃止されるなかで、需

要に応じた生産とそのことに取り組む農家

の所得向上等を実現するために、その財源

を水田農業政策の総合的な充実・強化に活

用すること。 

 ５ 現行のナラシ対策は、趨勢的な価格下落に

対応できないことから、発動基準となる標

準的収入の最低基準を設定するなど、再生

産が可能であり、かつ生産者が先を見通し

安心して取り組める仕組みとすること。 

   また、平成30産以降も引き続き、再生協の

仕組み等を通じて需要に応じた生産に取り

組む生産者を対象とするよう、早急に適切

な要件を設定すること。 

 ６ 作付段階で需要に応じた生産の取り組みを

徹底したとしても、豊作等により供給過剰

が発生する可能性があるため、米穀周年供

給・需要拡大支援事業による長期計画的な

販売の取り組みに対する支援の拡充等、出

来秋以降の需給調整の仕組みを整備するこ

と。 

 ７ 地域の水田農業の維持・発展に向けて、産

業政策と車の両輪となる地域政策として日

本型直接支払制度を拡充すること。 

   具体的には、農地維持支払いが担い手の所

得向上に直接結び付くよう見直すとともに、

中山間地域等直接支払制度が条件不利地の

コスト差をしっかりと補える交付水準とす

ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。 

  提出先は、内閣総理大臣宛て、財務大臣宛て、

農林水産大臣宛て。 

  以上でございます。 

小野周一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第２号地方

財政の充実・強化を求める意見書の提出につい

てから議会案第３号平成30年産以降の米政策の

見直しを求める意見書の提出については、会議

規則第37条第３項の規定により委員会への付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号から議会案第３号は委員会への付

託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  初めに、議会案第２号地方財政の充実・強化
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を求める意見書の提出について質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号地方財政の充実・強化を求める

意見書の提出については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第２号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第３号平成30年産以降の米政策

の見直しを求める意見書の提出について質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号平成30年産以降の米政策の見直

しを求める意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

小野周一議長 ここで、市長より御挨拶がありま

す。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 いよいよ新庄にも実りの秋が近づ

き、収穫の秋、楽しい秋が来たなというふうに

思っています。しかし、周囲を見渡しますと、

まだまだ稲刈りが始まっていないというような

状況で、ことしの日照不足が影響しているのか

なというふうに思っています。台風にも見舞わ

れましたが、大きな被害もなく、本当にいい実

りの収穫ができることを心からお祈り申し上げ

たいというふうに思っております。 

  また、この議会中にＪアラートの作動があっ

たりしまして、緊張感が高まっているところで

はありますけれども、戦争は絶対にしないとい

うことは大変大事なことではないかなというふ

うに思っております。 

  そんな中で、この９月議会、決算議会という

ことで、議員の皆さんから各種御指摘、御指導

をいただいたこと、真摯に受けとめまして、来

年度事業につなげてまいりたいというふうに思

っております。 

  これから10月につきましては10月７日、ハー

フマラソン、そしてもがみ大産業まつり、10月

14日、味覚まつり、また防災訓練、その後10月

28日、29日には巣鴨に山車の派遣、11月はそば

まつりというようなことで、収穫の秋、新庄満

載であります。各事業に顔を出していただいて、

各団体を励ましていただければ大変ありがたい
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というふうに思っております。 

  ９月８日から始まりました15日間にわたる長

い決算議会、本当に皆様方の慎重審議、心から

感謝申し上げまして、御礼の言葉とさせていた

だきます。まことにありがとうございました。 

小野周一議長 以上をもちまして、平成29年９月

定例会の日程を全て終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

 

     午後１時２１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  小 野 周 一 

 

   会議録署名議員  今 田 浩 徳 

 

    〃    〃   新 田 道 尋 

 




